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序  文 

 

独立行政法人 国際協力機構は、タイ王国の東部外環状道路（国道 9 号線）改修計画にかか

る概略設計調査を実施することを決定し、同調査をタイ王国チャオプラヤ川流域洪水対策プ

ロジェクト（ファスト・トラック制度適用案件）共同企業体代表者 株式会社 建設技研イン

ターナショナルに委託しました。 

調査団は、平成 24 年 2 月から平成 24 年 8 月までタイ王国の政府関係者と協議を行うととも

に、計画対象地域における現地踏査を適宜実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告

書完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこ

とを願うものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 24 年 10 月 

 

 

 独立行政法人 国際協力機構 

 地球環境部 

 部長 不破 雅実



 

 

 



 

 

伝 達 状 

 

今般、タイ王国における東部外環状道路(国道 9 号線)改修計画（詳細設計）が終了いたし

ましたので、ここに 終報告書を提出いたします。 

本調査は、貴機構との契約に基づき弊社が、平成 23 年 12 月より平成 24 年 10 月までの

11.0 ヵ月にわたり実施いたしてまいりました。今回の調査に際しましては、タイ王国の現状

を十分に踏まえ、本計画の妥当性を検証するとともに、日本の防災・災害復興支援（一般プ

ロジェクト無償型）の枠組みに も適した計画の策定に努めてまいりました。 

つきましては、本計画の推進に向けて、本報告書が活用されることを切望いたします。 

 

平成 24 年 10 月 

 

株式会社 建設技研インターナショナル 

タイ王国 

東部外環状道路（国道 9 号線）改修計画準備調査団 

業務主任 三品 孝洋 

 



 

 

 

 



 

i 

要  約 

 

① 国の概要 

タイ王国は、インドシナ半島のほぼ中央部とマレー半島の北部（北緯 5～21 度・東経 97

～106 度）に位置し、西と北にミャンマー連邦、北東にラオス人民民主共和国、東にカ

ンボジア王国、南にマレーシアと国境を接している。 

国土面積は 513,115km2（日本の約 1.4 倍）を有し、この国土・地形は中部平野地域、東

部海岸地域、東北部高原地域、北部及び西部山岳地帯、南部半島地域の 5 地域に区分さ

れ、その大半が平野部であり、また、国土面積の約 40％が農地を占めている。 

東北部、北部の国境地域は、比較的涼しい山岳地帯であるが、東北部は土地に保水能力

がなく、乾燥し塩分を含んでいることなどから、不毛の地と呼ばれタイ王国で も貧困

な地域のひとつとなっている。一方、チャオプラヤ川が流れる中部平野地域は世界でも

有数の肥沃な地帯であり、米を始めいろいろな農作物の栽培に適している。東部外環状

道路が通るバンコク都、パトゥムターニー県、アユタヤ県は、このチャオプラヤ川の

下流域に位置する。 

タイ王国の気候は、熱帯モンスーン気候に属し、気象は 5 月中旬から 10 月の雨季、11

月から 2 月中旬の乾季、2 月中旬から 5 月中旬の暑季の 3 シーズンに分けられる。国土

は、南北の距離が も長い部分で 1,860km、また、南北の緯度の差が 16 度あることか

ら同じ熱帯でも地域により様々な気象変化が見られる。東部外環状道路の周辺地域では、

高気温が約 34 度、 低気温が約 25 度、年平均気温が約 29 度、年間平均降雨量は約

1,500mm である。 

タイ王国の総人口は、6,550 万人（2010 年 9 月）である。民族は、大多数がタイ族、タ

イ族以外で も多い華僑のタイ化の度合いも進んでおり、深刻な民族問題は生じていな

い。また、マレー系民族は南部の 4 県に住み、殆どがイスラム教徒である。 

言語は、公用語はタイ語と英語が中心である。宗教は、仏教が 94％、イスラム教が 5％

である。 

タイ王国の 2010 年の一人当たり GDP は 4,992 ドル、また、農業は就業者の約 40％強

を占めるが、GDP では 12％にとどまる。一方、製造業は就業者の約 15％だが、GDP

の約 34％、輸出額の約 90％を占める。 

タイ王国政府は、日本国をはじめとする海外からの直接投資による工業化及び輸出促進

政策を推進し、1980 年代後半から急速な経済発展を遂げた。海外で調達された資金の不

動産への流入等によりタイ王国経済がバブル的な様相を呈する一方、ドルペッグ制の通

貨政策との矛盾が拡大した。その矛盾をつく形で国際的投機筋がバーツを売り込んだた

め、1997 年 7 月、タイ王国政府は変動相場制を導入した。変動相場制によりバーツは

大きく売り込まれた。このような動きは他のアジア諸国に波及しアジア経済危機が発生

した。タイ王国政府は IMF 及び日本国をはじめとする国際社会の支援を受け、不良債権
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処理など構造改革を含む経済再建の努力を行い、低迷を続けていた経済はその後回復に

転じた。従来の輸出促進政策に加えて国内需要を経済の牽引力とするため、農村や中小

企業の振興策を打ち出した。これらの内需拡大政策の効果もあり、経済は 2007 年頃ま

で比較的高い成長を続けた。 

2008 年のリーマンショックを端に発した世界経済危機の外需減退を受けて、景気は低迷、

2008 年、2009 年の成長率は、それぞれ 2.5％、-2.3％と低いものとなった。 

これに対しタイ王国政府は、大規模な財政支出による景気刺激策をとりつつ、経済の下

支えを図った。その後、海外の輸出市場の景気回復にともない、タイ王国経済も回復し、

2010 年は 7.8％（農林水産業：-2.3％、非農林水産業 8.8％）の成長率を記録している。 

 

② プロジェクトの背景、経緯及び概要 

タイ王国では、2011 年 7 月から継続的に降り続いた 80 年に一度と言われる記録的な大

雨により、全国 65 県に広がる大規模な洪水が発生し大きな洪水被害を受けた。流域面

積約 16 万 km2のチャオプラヤ川流域では、全国 25 県、約 120 万所帯（320 万人）が被

災、446 名が死亡、農地被害面積は約 17,000km2に及んだ（2011 年 11 月 5 日時点、タ

イ王国政府発表）。この洪水により、バンコク都や工業集積地のあるアユタヤ県等の他、

バンコク都の北側に位置するノンタブリ県やパトゥムターニー県等の都市部も広範囲の

洪水氾濫被害を受け、国内産業に止まらず外国投資事業にも甚大な影響を与えた。 

洪水災害後、喫緊の洪水防御対策など応急オペレーションが実施されているが、2012

年以降も同様の洪水が発生する危険性は十分に考えられる。今後発生しうる洪水に備え

て、被害を受けた施設の応急復旧や改修に加え、中期的・長期的視野に立った対策が求

められている。 

タイ王国政府は、洪水による甚大な被害に鑑み、2012 年 1 月、水資源管理戦略委員会

（Strategic Committee for Water Resource Management：SCWRM）を設立し、将来の

渇水及び洪水に備え、国の継続的発展を確実にするため、緊急及び長期の持続的水資源

管理マスタープランを策定した。このマスタープランは、国王の主導に基づき、「経済

発展」を基本方針として策定されている。 

水資源管理マスタープランは、2012 年の洪水損失・被害の軽減を短期目標とした緊急期

間の水管理行動計画と、チャオプラヤ川洪水氾濫原の統合的及び持続的な洪水管理シス

テムの改善を長期目標としたチャオプラヤ川流域の統合的持続的洪水被害軽減の行動計

画により構成されている。計画の要旨は以下のとおりである。 

・ 緊急期間の水管理行動計画： 

2012 年に発生しうる洪水に備えての緊急期間行動計画の主眼は、洪水による損害・

被害を低減し、経済・社会への影響を 小限にすることであり、6 項目の事業計画

で構成されている。 

・ 統合的持続的洪水被害軽減の行動計画： 



 

iii 

チャオプラヤ川の上・中・下流域全体が対象であるが、上流域では洪水の流下速度

の低減、一方、下流域及び 下流では、それぞれ洪水の貯留と排水に重点が置かれ

ており、8 項目の事業計画で構成されている。 

この行動計画は、2012年から 3千億バーツの予算措置により実施される予定である。 

道路セクターでは、洪水による道路の破損等の被害だけでなく、2011 年洪水時には東部

外環状道路（国道 9 号線）を含む主要幹線道路が冠水し、交通網が麻痺するといった事

態となり、タイ王国経済にとって多大な損失を引き起こしている。このため、復旧・復

興事業だけでなく、将来の洪水対策としての洪水時の交通機能の検討は、タイ王国政府

にとって喫緊の課題となっている。 

係る状況の下、洪水で被災したアユタヤ県の工業集積地やバンコク都を含むチャオプラ

ヤ川流域の治水対策に関して、我が国、国際協力機構（JICA）は、「チャオプラヤ川流

域・洪水対策総合計画調査（1996～1999）」等の支援の実績があることから、JICA に

対してタイ王国政府から、当時想定されていなかった都市化・工業化等の状況の変化や、

気候変動を加味した計画の再検討を行う調査の実施を期待している旨を言及された。 

2011 年 11 月から JICA が実施している「チャオプラヤ川流域洪水対策プロジェクト

（ファスト・トラック制度適用案件）」は、3 コンポーネントで構成されている。その

うちの 1 コンポーネント（コンポーネント 2）は、防災・災害復興支援無償による実施

を想定している。 

東部外環状道路（国道 9 号線）は、バンコク都北部の国道 1 号線バンパインから南東部

国道 34 号線ワットサルド間の約 63km を結ぶフルアクセスコントロール自動車専用道

路（4 車線×南・北 2 方向）であり、首都中心部を通り、交通渋滞の著しい国道 1 号線

の代替道路として、また、アユタヤ地区工業集積地とバンコク首都圏、スワンナブーム

国際空港、バンコク港、東部臨海地域、レムチャバン港を結ぶ産業道路として南北軸交

通の重要な役割を担っている。しかしながら、2011 年洪水時には、 大 120cm 程度の

冠水により、10 月中旬から 11 月中旬までの約 1 ヶ月間、通行止めとなり南北の物流が

滞る大きな要因となった。 

2012 年 1 月に先方関係機関と共同で実施した現地調査、及び防災・災害復興支援無償

（一般プロジェクト無償型）としてのプロジェクト形成調査にて、その重要性を確認し、

タイ王国政府は、東部外環状道路（国道 9 号線）の洪水対策に係る改修計画について日

本国政府に無償資金協力の要請を行った。 

本プロジェクトは、アユタヤ県及びパトゥムターニー県に位置する東部外環状道路（国

道 9 号線）の北方向道路 4 車線、約 30km 区間における道路面冠水区間の洪水対策とし

ての嵩上げによる道路縦断線形の改修計画であり、洪水時における冠水被害を緩和し、

タイランド湾、スワンナブーム空港、バンコク都北部の工業集積地を結ぶ産業道路とし

ての機能を 小限確保できる計画であり、アユタヤ県、バンコク都等の周辺地域の洪水

時の損害リスクを軽減し、工業集積地を中心としたチャオプラヤ川流域の持続的成長の

促進に寄与すると考えられる。 
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なお、本プロジェクトは、運輸省道路局（Department of Highways, Ministry of Transport：

DOH）の今後の洪水対策に係る整備計画（緊急復旧、中期計画、長期計画）のうち、中

期計画として位置づけられている。 

 

③ 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

国際協力機構は、インセプション・レポートの現地説明・協議を 2012 年 2 月 22 日から

2 月 29 日まで、概略設計（D/D Ⅰ）プログレス・レポートの現地説明・協議を 2012 年

5 月 27 日から 6 月 1 日まで調査団を現地に派遣するとともに、計画対象地域における

現地調査を適宜実施し、帰国後の国内作業を経て、2012 年 8 月 26 日から 8 月 30 日ま

で概略設計（D/D Ⅰ）ファイナル・レポートの現地説明・協議を行った。 

プロジェクトの内容については、タイ王国政府の要請と現地調査及び協議の結果を踏ま

えて、表-1 に示す方針に基づき計画することとした。 

表-1 対象道路改修の設計緒元 

計画項目 計画内容 

計画対象区間長 計画対象道路：北方向道路、延長 30.0km 

道路面嵩上げ対象区間： 

・ 設計計画洪水位－20cm 区間：13.856km 

・ 設計計画洪水位＋10cm 区間： 1.2km 

設計速度 120km/h、フルアクセスコントロール自動車専用道路 

車線数 4 車線（北方向道路） 

幅員構成 

（北方向道路） 

中央分離帯

5.0m 

 

＋ 

車道幅 

14.4m 

 

＋

側帯幅 

3.0m 

舗装構成 アスファルトコンクリート表層 5cm （内側 2 車線） 

改質アスファルトコンクリート表層 （外側 2 車線および Sta.24+875~Sta.25+600） 

アスファルトコンリート基層 5cm 

改質アスファルトコンクリート基層 5cm （Sta.24+875~Sta.25+600） 

アスファルトコンクリート・バウンドベース 10cm 

上層路盤 25cm 

下層路盤 20cm 以上 

舗装計画耐用年数 10 年 

料金所施設 料金徴収ブース（10 ヶ所）、管理用歩道橋の嵩上げ 

インターチェンジ 交通流入・流出ランプへのすり付け 

道路排水処理 自然集水・呑口処理施設、集水桝の嵩上げに伴う改修 

道路付帯施設 土工法面防護、中央分離帯施設、道路区画線、道路横断架空施設、道路照明施

設、道路標識、距離標および道路鋲の嵩上げに伴う改修 
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④ プロジェクトの工期及び概算事業費 

プロジェクトの工期は、実施設計（入札業務）約 4.0 ヶ月、施設建設約 18.0 ヶ月（着工

から交通解放まで、片付け含まず）である。概算総事業費は、54.3 億円（無償資金協力

54.3 億円、タイ王国側負担 6.7 百万円）である。 

 

⑤ プロジェクトの評価 

本プロジェクトは、アユタヤ県及びパトゥムターニー県に位置する東部外環状道路（国

道 9 号線）の北方向 4 車線、約 30km 区間における道路面冠水区間の洪水対策としての

嵩上げによる道路縦断線形の改修計画であり、洪水時においてもアユタヤ地区工業集積

地とバンコク首都圏、スワンナブーム国際空港、バンコク港、東海臨海地域、レムチャ

バン港を結ぶ産業道路として物流の根幹となる南北軸幹線道路が機能し、アユタヤ県、

パトゥムターニー県、バンコク都等の周辺地域の洪水時の損害リスクを軽減し、工業集

積地域を中心としたチャオプラヤ川流域の持続的な成長に寄与することを目的としてい

る。 

本プロジェクトを我が国無償資金協力（防災・災害復興支援無償）の対象案件として実

施するにあたっての妥当性及び有効性は次のとおりである。 

【妥当性】 

・ 本プロジェクトの裨益対象が貧困層を含む一般国民であり、その数がプロジェク

ト対象道路周辺（バンコク都、アユタヤ県、パトゥムターニー県）地域の多数で

あること。 

・ 本プロジェクトは、洪水被害による物流及び人的交流の途絶の影響低減に寄与し、

民生の安全のために緊急的な支援であること。 

・ 環境社会配慮面での負の影響はほとんどないこと。 

・ タイ王国における短期・中期・長期的洪水対策計画の目標に資するプロジェクト

であること。 

・ 我が国の道路整備技術を用いる必要性・優位性があるとともに、我が国の無償資

金協力の制度により、特段の困難を要せずプロジェクトの実施が可能であること。 

・ 我が国の防災・災害復興支援政策・方針と整合性があること。 

【有効性】 

(1) 定量的効果 

対象道路は、2011 年の洪水で交通が途絶しているため、同規模の洪水時に対応す

る整備については、交通途絶の回避等の直接効果が認められる。これにより、洪水

時においても安定、円滑かつ安全な交通が確保される。 
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本プロジェクトの実施により期待される定量的効果を次表に示した。 

プロジェクト実施前の基準年・基準値と目標値は設定できるが、洪水発生時期は予

測できないことから、目標年については設定しないこととした。 

定量的効果 

指標名 基準値（2011 年） 目標値 

交通途絶期間の解消 10 日間 ゼロ 

 

(2) 定性的効果 

（安定した物資輸送の確保） 

・ 洪水発生時にも安定した物資の輸送が確保され、物流事情による物価高騰の回避

が期待される。 

（BHN の確保） 

・ 洪水発生時にもバンコク首都圏等へのアクセスが確保され、急病人輸送、緊急避

難、及び生活必需品調達等が可能となる。 

（裨益対象者の生活の安定） 

・ 洪水発生時にも対象道路沿線の企業等に従事する従業員の通勤路が確保され、安

定した生活が確保される。 

（緊急路の輸送確保） 

・ 洪水により生ずる被害に対して、緊急的な物資輸送、緊急車両の輸送路が確保さ

れ、安定した支援活動が実施可能となる。 
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第1章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

タイ王国では、2011年 7月から継続的に降り続いた 80年に一度と言われる記録的な大雨に

より、全国 65県に広がる大規模な洪水が発生し大きな洪水被害を受けた。流域面積約 16万

Km2のチャオプラヤ川流域では、全国 25県、約 120万所帯（320万人）が被災、446名が

死亡、農地被害面積は約 17,000 Km2に及んだ（2011年 11月 5日時点、タイ王国政府発表）。

この洪水により、バンコク都や工業集積地のあるアユタヤ県等の他、バンコク都の北側に位

置するノンタブリ県やパトゥムターニー県等の都市部も広範囲の洪水氾濫被害を受けた。こ

れに対し日本国政府は緊急援助（物資供与）を実施し、その後、追加的な物資供与や専門家

チームの派遣も実施している。 

洪水災害後、喫緊の洪水防御対策など応急オペレーションが実施されているが、2012年以

降も同様の洪水が発生する危険性は十分に考えられる。今後発生しうる洪水に備えて、被害

を受けた施設の応急復旧や改修に加え、中・長期的視野に立った対策が求められている。 

道路セクターでは、洪水による道路の破損等の被害だけでなく、2011年の洪水時には、本調

査の対象道路を含む主要幹線道路が冠水し、交通網が麻痺するといった事態となり、タイ王

国経済にとって多大な損失を引き起こしている。このため、復旧・復興事業だけでなく、将

来の洪水対策としての洪水時の交通機能の検討はタイ王国政府にとって喫緊の課題となって

いる。 

係る状況の下、日本国政府は洪水収束後の支援にも対応するため、2011年 10月 19日から

調査団を派遣し、被害状況を確認しつつ、今後の復旧・復興の支援策を検討している。今回

の洪水で被災したアユタヤ県の工業集積地やバンコク都を含むチャオプラヤ川流域の治水に

関して、JICAは「チャオプラヤ川流域・洪水対策総合計画調査（1996～1999）」等の支援

の実績があることから、JICAに対してタイ王国政府から当時想定されていなかった都市化・

工業化等の状況の変化や、気候変動を加味した計画の再検討を行う調査の実施を期待してい

る旨を言及された。加えて、日本国政府は、今後短期的に必要とされる復旧・復興ニーズに

対応するため、防災・災害復興支援無償案件の実施を検討した。 

本調査の対象となる東部外環状道路（国道 9号線）は、バンコク都北部の国道 1号線バンパ

インから南東部国道 34号線ワットサルド間の約 63kmを結ぶフルアクセスコントロール自

動車専用道路（有料自動車専用道路：4車線×南・北 2方向）で円借款事業として 2車線×

南・北 2方向が 1999年 3月に完工し、さらにタイ王国自己資金による 2車線×南・北 2方

向の拡幅事業が 2009年に完工、首都中心部を通り交通渋滞の著しい国道 1号線の代替道路

として、また、アユタヤ地区工業集積地とバンコク首都圏、スワンナプーム国際空港、バン

コク港、東部臨海地域、レムチャバン港を結ぶ産業道路として南北交通の重要な役割を果た

している。 
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しかしながら、2011年洪水時には、最大 120cm程度の冠水により、10月中旬から 11月中

旬までの約 1ヶ月間、通行止めとなり南北の物流が滞る大きな要因となった。 

1-1-2 開発計画 

(1) 上位計画 

タイ王国は、近年激甚な渇水と洪水を経験しており、その被害は年々増大している。特に 2011

年の大洪水は、国内産業に止まらず外国投資事業にも甚大な影響を与えた。 

タイ王国政府は、洪水による甚大な被害に鑑み、2012年 1月、水資源管理戦略委員会

（Strategic Committee for Water Resource Management：SCWRM ）を設立し、将来の渇

水及び洪水に備え、国の継続的発展を確実にするため、緊急及び長期の持続的水資源管理マ

スタープランを策定した。このマスタープランは、国王の主導に基づき、「経済発展」を基

本方針として策定されている。 

水資源管理マスタープランは、2012年の洪水損失・被害の軽減を短期目標とした、①緊急期

間の水管理行動計画と、チャオプラヤ川洪水氾濫原の統合的及び持続的な洪水管理システム

の改善を長期目標とした、②チャオプラヤ川流域の統合的持続的洪水被害軽減の行動計画に

より構成されている。計画の要旨は以下のとおりである。 

① 緊急期間の水管理行動計画 

2012年に発生しうる洪水に備えての緊急期間行動計画の主眼は、洪水による損害・被

害を削減し、経済・社会への影響を最小限にすることである。 

この行動計画は、6項目の事業計画で構成されている。行動計画の概要を表 1-1-2.1

にまとめた。 

表 1-1-2.1 緊急期間の水管理行動計画 

事業計画 概要／優先事項 実施機関 

1． 主要貯水池の管理及

び国家年間水管理計

画策定の事業計画 

 

・ 2012年国家主要ダム／貯水池管理

計画の作成 

・ 実施年度／期限： 

進捗を 2012年 1月に水資源管理戦

略委員会（SCWRM）に報告 

【実施責任機関】 

・ 王室灌漑局（RID） 

【実施支援機関】 

・ 発電公社（EGAT） 

・ 気象局（TMD） 

・ 地方自治体（LAO） 

・ モニタリング／水現況

トレンド分析の下部委

員会 

・ 水資源管理戦略委員会

（SCWRM） 

2． 既存及び計画施設の

機能回復及び改善の

ための事業計画 

・ 機能回復のための堤防，ダム，砂防

ダム，排水システムの更新・改善 

【実施責任機関】 

・ 緊急期間の計画及び災
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事業計画 概要／優先事項 実施機関 

 ・ 排水路，水路の掘削による効率的利

用及び水路，放水路の清掃 

・ 排水路の機能増加及び流出管理 

・ 国王の構想に従い堤防の強化及び

タスクの実施 

・ 実施年度／期限： 

‐2012年度／2013年度 

‐本事業は2012年1月まで完了の

 予定 

害軽減対策小委員会 

【実施支援機関】 

・ 王室灌漑局（RID） 

・ 道路局（DOH） 

・ 地方道路局（DORR） 

・ 海運局（MD） 

・ 内務省（MOI） 

・ バンコク都庁（BMA）

・ 鉄道公社（SRT） 

3． 災害予警報システム

と情報センターのた

めの事業計画 

 

・ データバンクの構築／国家水情報

センターの設立 

・ 水予報システムアップグレード計

画の策定 

・ CCTVシステム設立を含む、国家

災害警報システム開発計画の策定 

・ ゲート、ポンプ場の遠隔操作シス

テム及び制御室の設立 

・ 実施年度／期限： 

‐2012年度 

‐Dr. Prodprasop Suraswadi及び 

  王室灌漑局（RID）が 2013年 

 3月までに完成させる予定 

【実施責任機関】 

・ Dr. Prodprasop 

Suraswadi 

・ 王室灌漑局（RID） 

【実施支援機関】 

・ 科学技術省（MOST） 

・ 王室測量局（RTSD） 

・ 王室灌漑局（RID） 

・ 内務省（MOI） 

・ 天然資源環境省

（MONRE） 

・ 工業省（MI） 

・ Faculty of Engineering

（CU） 

・ バンコク都庁（BMA）

・ 国際協力機構（JICA）

・ Dr. Royal Chitradon 

4． 特定地域の対応のた

めの事業計画 

 

※ この事業計画の実施

は、災害防止軽減局

（DDPM）による特

定地域に対する災害

防止及び軽減計画と

合わせて実施され

る。 

・ 重要地域（コミュニティ、工業地

帯、文化遺産地区等）における洪

水防御システムの開発 

・ 機材集積システムの設立 

・ 洪水避難計画の策定 

・ 洪水による汚染水対応計画の策定 

・ 被災者のリハビリテーション計画

の策定 

・ 実施年度／期限： 

‐2012年度 

‐本事業は 2012年 3月までに 

 完成の予定 

【実施責任機関】 

・ 内務省（MOI） 

・ 科学技術省（MOST） 

・ 天然資源環境省

（MONRE） 

・ 国防省（MOD） 

【実施支援機関】 

・ 工業省（MI） 

・ バンコク都庁（BMA）

・ 地方自治体（LAO） 

・ リスク地域のコミュニ

ティ 
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事業計画 概要／優先事項 実施機関 

5． 遊水地域の指定及び

復旧対策のための事

業計画 

・ チャオプラヤ川流域の上流・下流

モンキーチーク遊水地域の確認 

・ モンキーチーク遊水地域への導水

路計画の策定 

・ 影響を受ける被災者への補償方法

の確認 

・ 実施年度／期限： 

本事業は、2012年 3月まで完成の

予定 

 

【実施責任機関】 

・ 農業協同組合省

（MOAC） 

【実施支援機関】 

・ 内務省（MOI） 

6． 水管理体制改善のた

めの事業計画 

・ 統合的水管理組織見直しの事業計

画提案のため、水資源管理戦略委

員会（SCWRM）と復旧開発戦略委

員会（SCRFD）との会議を設定 

・ 緊急期間の水管理行動計画による

活動を監視する特別委員会を設立 

・ 実施年度／期限： 

水管理体制の改善計画は、2012年

1月まで実施の予定 

【実施責任機関】 

・ 自治委員会（OCS） 

【実施支援機関】 

・ 水資源管理戦略委員会

（SCWRM） 

・ 復興開発戦略委員会

（SCRFD） 

・ 内務省（MOI） 

・ 農業協同組合省

（MOAC） 

・ 天然資源環境省

（MONRE） 

・ 運輸省（MOT） 

・ 水資源管理戦略委員会

事務局（OSCWRM） 

 

② チャオプラヤ川流域の統合的持続的洪水被害軽減の行動計画 

チャオプラヤ川の上・中・下流域全体を対象とするが、上流域では洪水の流下速度の

低減。一方、下流域及び最下流では、それぞれ洪水の貯留と排水に重点が置かれる。

本行動計画は、2012年から 3千億バーツの予算措置により進められる。 

この行動計画は、8項目の事業計画で構成されている。行動計画の概要を表 1-1-2.2

にまとめた。 

表 1-1-2.2 統合的・持続的洪水被害軽減行動計画 

事業計画 概要／優先事項 実施機関 

1． 森林及び生態系の

回復・保護のための

事業計画 

・ ピン（Ping）、ワン（Wang）、ヨ

ム（Yom）、ナン（Nan）、サカエ

クラン（Sakae Krung）、タチン（Tha 

【実施責任機関】 

・ 天然資源環境省

（MONRE） 
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事業計画 概要／優先事項 実施機関 

Chin）、及びパサック（Pa Sak）

川流域の森林地域の機能回復によ

る土壌改善・保全 

・ ヨム（Yom）、ナン（Nan）、サカ

エクラン（Sakae Krung）、及びパ

サック（Pa Sak）川流域に砂防ダ

ム及び貯水池の建設 

・ 実施年度／期限： 

本事業は、2012年度以降、実施の

予定 

・ 農業協同組合省

（MOAC） 

・ 王室灌漑局（RID） 

2． 主要貯水池の管理

及び水管理計画策

定の事業計画 

・ 主要ダムの水管理計画、水関連情報

の公開と様々なシナリオに基づく

水管理計画を策定 

・ 実施年度／期限： 

本事業は、2012年度以降、実施の

予定 

【実施責任機関】 

・ 王室灌漑局（RID） 

・ 発電公社（EGAT） 

3． 既存及び計画施設

の機能回復及び改

善のための事業計

画 

・ 放水路、水路兼用道路及びダムの建

設 

・ 重要地域（商業・工業・コミュニティ

地域）の排水システムの機能向上の

ため、堤防、貯水池、パサック川及

びチャオプラヤ川から東・西に効率

的に流す排水路及び水門の改修 

・ 地域防御システムの設定を含む土

地利用ゾーニング及び土地利用 

・ 主要水路の水質及び堤防の改善 

・ 実施年度／期限： 

本事業は、2012年度以降、実施の

予定 

【実施責任機関】 

・ 農業協同組合省

（MOAC） 

・ 内務省（MOI） 

・ 天然資源環境省

（MONRE） 

・ 運輸省（MOT） 

・ 首相府（OPM） 

4． 災害予警報システ

ムと情報センター

のための事業計画 

・ 災害警報組織の体制、規制及び法則

の設定及び住民参加の向上と同時

にデータベースシステム、予警報シ

ステムの確立 

・ 実施年度／期限： 

本事業は、2012年度以降、実施の

予定 

【実施責任機関】 

・ 首相府（OPM） 

5． 特定地域の対応の

ための事業計画 

・ 重要地域の洪水防御及び災害軽減

システムの開発 

・ 機器・ツール保管システムの設定 

・ 洪水影響地域のコミュニティとの

連携交渉 

・ 洪水による汚染水の処理 

・ 実施年度／期限： 

本事業は、2012年度以降、実施の

予定 

【実施責任機関】 

・ 内務省（MOI） 

・ 農業協同組合省

（MOAC） 

・ 天然資源環境省

（MONRE） 

・ 運輸省（MOT） 
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事業計画 概要／優先事項 実施機関 

6． 遊水地域の指定及

び復旧対策のため

の事業計画 

・ Phitsanulok. Ramsar ，Greater 

Chao Phrayaプロジェクトの二毛

作可能な約 2百万ライ（約 32万ヘ

クタール）の灌漑農業地域を洪水氾

濫原（モンキーチーク貯水池）とす

ることの適合性と改善案 

・ 実施年度／期限： 

本事業は、2012年度以降、実施の

予定 

【実施責任機関】 

・ 農業協同組合省

（MOAC） 

・ 天然資源環境省

（MONERE） 

・ 内務省（MOI） 

7． 水管理体制改善の

ための事業計画 

・ 緊急期間行動計画の管理にタスク

フォース（統合的水管理機関）を設

置 

・ 持続的な統合的水管理体制（統合的

水管理組織）を設定 

・ 実施年度／期限： 

本事業は、2012年度以降、実施の

予定 

【実施責任機関】 

・ 首相府（OPM） 

・ その他関係機関 

8． 大規模洪水管理に

おける全ステーク

ホルダーからの理

解、承諾及び参加を

得るための事業計

画 

・ 洪水及び他の主要災害の影響管理

への住民参加奨励、公共セクターに

よる水資源管理の進捗に関する住

民意識の高揚 

・ 実施年度／期限： 

本事業は、2012年度以降、実施の

予定 

【実施責任機関】 

・ 首相府（OPM） 

・ その他関係機関 

 

(2) プロジェクトの位置付け 

本プロジェクトは、アユタヤ県及びパトゥムターニー県に位置する東部外環状道路（国道 9

号線）の北方向道路 4車線、約 30km区間における道路面冠水区間の洪水対策としての嵩上

げによる道路縦断線形の改修計画であり、洪水時における冠水被害を緩和し、タイランド湾、

スワンナブーム空港、バンコク都北部の工業集積地を結ぶ産業道路としての機能を最小限確

保できる計画であり、アユタヤ県、バンコク都等の周辺地域の洪水時の損害リスクを軽減し、

工業集積地を中心としたチャオプラヤ川流域の持続的成長の促進に寄与すると考えられる。 

本事業計画は、運輸省道路局（Department of Highways， Ministry of Transport ：DOH）の

今後の洪水対策に係る整備計画（緊急復旧、中期計画、長期計画）のうち、中期計画として

位置づけられている。 
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1-1-3 社会経済状況 

(1) 一般 

タイ王国は、インドシナ半島の中央部とマレー半島の北部に位置し、1都 1特別市 75県から

成る総面積 514,000km2（日本の約 1.4倍）の国土は、東にカンボジア王国、北にラオス人民

民主共和国、西にミャンマー連邦、南にマレーシアと国境を接している。 

北緯約 6度から約 20度の地点に位置するタイ王国は、熱帯モンスーン気候に属し、国土は、

南北の最も長い部分で 1,860kmであり、南北の緯度の差が約 14度あるため、同じ熱帯でも

地方により様々な気象変化が見られる。 

タイ王国の総人口は、6,550万人（2010年 9月）である。民族は、大多数がタイ族、タイ族

以外で最も多い華僑のタイ化の度合いも進んでおり、深刻な民族問題は生じていない。また、

マレー系民族は南部の 4県に住み、殆どがイスラム教徒である。 

言語は、公用語はタイ語と英語が中心である。宗教は、仏教が 94％，イスラム教が 5％であ

る。 

タイ王国の行政組織について、内閣は国王によって任命された首相 1名及び 35名以内の国

務大臣（大臣・副大臣）によって構成されている。中央行政組織は、1府 19省よりなり、各

省庁には国務大臣及び一部省庁に副大臣が任命されている。 

タイ王国では、2008年 12月、野党第 1党の民主党を軸とするアピシット政権が樹立された

ものの、タクシン元首相を支持する勢力は、全国で反政府デモ活動を展開するようになった。

2011年 5月、アピシット首相は下院を解散し、同年 7月には総選挙が行われたが、野党の

タイ貢献党が単独過半数を獲得して勝利し、タクシン元首相の未妹であるインラック女史を

首班とした同党を軸とする連立政権が成立した。 

新政権には、国内の対立構造の背景にあると指摘されている貧富の格差、社会的不公正等の

解消に取り組み、国民和解の道筋を進めることが大きな課題となっている。 

また、同政権は、2011年 7月からの降雨によりもたされた、北部及び中央部地域を中心に

発生した大規模洪水被害により、政権発足直後から非常事態に直面することとなった。 

(2) 社会経済状況 

タイ王国の 2010年の一人当たり GDPは 4,992ドル、また、農業は就業者の約 40％強を占

めるが、GDPでは 12％にとどまる。一方、製造業は就業者の約 15％だが、GDPの約 34％、

輸出額の約 90％を占める。 

タイ王国政府は、日本をはじめとする海外からの直接投資による工業化及び輸出促進政策を

推進し、1980年代後半から急速な経済発展を遂げた。海外で調達された資金の不動産への流

入等によりタイ王国経済がバブル的な様相を呈する一方、ドルペッグ制の通貨政策との矛盾

が拡大した。その矛盾をつく形で国際的投機筋がバーツを売り込んだため、1997年 7月、

タイ王国政府は変動相場制を導入した。変動相場制によりバーツは大きく売り込まれた。こ

のような動きは他のアジア諸国に波及しアジア経済危機が発生した。タイ王国政府は IMF及

び日本国をはじめとする国際社会の支援を受け、不良債権処理など構造改革を含む経済再建
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の努力を行い、低迷を続けていた経済はその後回復に転じた。従来の輸出促進政策に加えて

国内需要を経済の牽引力とするため、農村や中小企業の振興策を打ち出した。これらの内需

拡大政策の効果もあり、経済は 2007年頃まで比較的高い成長を続けた。 

2008年のリーマンショックを端に発した世界経済危機の外需減退を受けて、景気は低迷、

2008年、2009年の成長率は、それぞれ 2.5％、-2.3％と低いものとなった。 

これに対しタイ王国政府は、大規模な財政支出による景気刺激策をとりつつ、経済の下支え

を図った。その後、海外の輸出市場の景気回復にともない、タイ王国経済も回復し、2010

年は 7.8％（農林水産業：-2.3％、非農林水産業 8.8％）の成長率を記録している。 

1-2 無償資金協力の背景・経緯及び概要 

タイ王国では、2011年 7月から継続的に降り続いた 80年に一度と言われる記録的な大雨に

より、全国 65県に広がる大規模洪水が発生し、大きな洪水被害を受けた。 

流域面積約 16万 km2のチャオプラヤ川流域では、全国 25県、約 120万所帯（320万人）が

被災、446名が死亡、農地被害面積は約 17,000km2に及んだ（2011年 11月 5日時点、タイ

王国政府発表）。 

洪水災害後、喫緊の洪水防御対策など応急オペレーションが実施されているが、2012年以降

も同様の洪水が発生する危険性は十分に考えられる。今後発生しうる洪水に備えて、被害を

受けた施設の応急復旧や改修に加え、中･長期的視野に立った対策が求められている。 

道路セクターでは、洪水による道路の破損等の被害だけでなく、2011年洪水時には東部外環

状道路（国道 9号線）を含む主要幹線道路が冠水し、交通網が麻痺するといった事態となり、

タイ王国経済にとって多大な損失を引き起こしている。このため、復旧・復興事業だけでな

く、将来の洪水対策としての洪水時の交通機能の検討は、タイ王国政府にとって喫緊の課題

となっている。 

係る状況の下、洪水で被災したアユタヤ県の工業集積地やバンコク都を含むチャオプラヤ川

流域の治水対策に関して、我が国、国際協力機構（JICA）は、「チャオプラヤ川流域・洪水

対策総合計画調査（1996～1999）」等の支援の実績があることから、JICAに対してタイ王

国政府から、当時想定されていなかった都市化・工業化等の状況の変化や、気候変動を加味

した計画の再検討を行う調査の実施を期待している旨を言及された。 

2011年 11月から JICAが実施している「チャオプラヤ川流域洪水対策プロジェクト（ファ

スト・トラック制度適用案件）」は、3コンポーネントで構成されている。そのうちの 1コ

ンポーネント（コンポーネント 2）は、防災・災害復興支援無償（一般プロジェクト無償型）

による実施を想定している。洪水対策プロジェクトを「Umbrella Project」と規定し、防災・

災害復興支援無償を「Project」と規定している。 

本調査の対象となる東部外環状道路（国道 9号線）は、バンコク都北部の国道 1号線バンパ

インから南東部国道 34号線ワットサルド間の約 63kmを結ぶフルアクセスコントロール自

動車専用道路（有料自動車専用道路：4車線×南・北 2方向）であり、首都中心部を通り、

交通渋滞の著しい国道 1号線の代替道路として、また、アユタヤ地区工業集積地とバンコク

首都圏、スワンナブーム国際空港、バンコク港、東部臨海地域、レムチャバン港を結ぶ産業
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道路として南北軸交通の重要な役割を担っている。しかしながら、2011年洪水時には、最大

120cm程度の冠水により、10月中旬から 11月中旬までの約 1ヶ月間、通行止めとなり南北

の物流が滞る大きな要因となった。 

本プロジェクトは、アユタヤ県及びパトゥムターニー県に位置する東部外環状道路（国道 9

号線）の北方向道路 4車線、約 30km区間における道路面冠水区間の洪水対策としての嵩上

げによる道路縦断線形の改修計画であり、洪水時においてもタイランド湾、スワンナブーム

空港、バンコク都北部の工業集積地を結ぶ産業道路が機能し、アユタヤ県、バンコク都等の

周辺地域の洪水時の損害リスクを軽減し、工業集積地を中心としたチャオプラヤ川流域の持

続的な成長に寄与することを目的としている。 

2012年 1月に先方関係機関と共同で実施した現地調査、及び防災・災害復興支援無償（一

般プロジェクト無償型）としてのプロジェクト形成調査にて、その重要性を確認し、タイ王

国政府は、本プロジェクトについて日本国政府に無償資金協力の要請を行った。更に、2012

年 2月には、タイ王国政府実施機関である運輸省道路局（DOH）と調査団との協議の結果、

タイ王国政府からの要請内容を以下のとおり確認した。 

・ 東部外環状道路（国道 9号線）の北方向道路片側 30km区間の道路面嵩上げによる

改修 

・ 道路面の嵩上げは、2011年既往最大洪水位が 20cmの冠水を許容する高さまで、ま

たは、それ以上の高さまでの嵩上げである。 

・ 料金所の嵩上げ設置 

1-3 我が国の援助動向 

道路分野における本プロジェクトとの関連案件の実績等は次のとおりである。 

(1) 技術協力・有償資金協力との関係 

表 1-3.1 技術協力・有償資金協力の実績（道路分野） 

協力内容 実施年度 案件名／供与限度額 概要 

1993年 

～2000年 

東部外環状道路建設事業(2)

(供与限度額 124.73億円) 

東部臨海開発計画に伴うバンコクおよび周辺地域

の交通需要の伸びに対して、交通量を再配分する

ことにより当該地域の交通渋滞の緩和を図る 

1994年 

～2001年 

地方幹線道路網改良事業(1)

(供与限度額 294.30億円) 

タイ中央部および南部において主要国道の拡幅整

備を行い、輸送容量の増強および交通渋滞の緩和

を図る 

1995年 

～2002年 

地方幹線道路網改良事業(2)

(供与限度額 232.26億円) 

タイ中央部および南部において主要国道の拡幅整

備を行い、輸送容量の増強および交通渋滞の緩和

を図る 

有償 

資金協力 

1997年 

～2008年 

産業環状道路建設事業 

(供与限度額 148.87億円) 

交通渋滞の緩和および物流の効率性の向上を図る

ため、チャオプラヤ川を横断する橋梁および接続

道路を建設 
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協力内容 実施年度 案件名／供与限度額 概要 

1997年 

～2007年 

パッククレット橋および 

付帯道路建設事業 

(供与限度額 68.07億円) 

チャオプラヤ川を横断する橋梁（200m）および付

帯道路（東西道路約 7.7kmおよび南北道路約

6.1km）を建設 

2000年 

～2007年 

地方幹線道路網改良事業(3)

(供与限度額 195.44億円) 

南北回廊、東西回廊に直結する幹線国道を総延長

約 343kmにわたり 2車線から 4車線へ拡幅する。

 

(2) 無償資金協力との関係 

一般無償資金協力については、1994年度以降は実施されていない（1993年度を以って卒業）。 

表 1-3.2 無償資金協力の実績（道路分野） 

協力内容 実施年度 案件名／供与限度額 概要 

1989年 

～1990年 

東北タイ地方橋梁建設計画 

(供与限度額 22.81億円) 

タイ東北地方の橋梁を整備し、地方の生活の質

の向上を図る 

1990年 

～1991年 

ラマ四世道路高架橋建設計画

(供与限度額 51.42億円) 

バンコク都内のラマ四世道路を立体交差化し、

バンコク道路網の交通障害の緩和を図る 

無償 

資金協力 

1991年 南部タイ道路建設復旧機材 

整備計画 

(供与限度額 7.77億円) 

道路建設センターの建設機械の能力を補充向上

させ、南部地方の道路整備を促進する 

 

1-4 他ドナーの援助動向 

道路分野における他ドナー国・国際機関による援助実績は次のとおりである。 

表 1-4.1 他ドナー国・国際機関による援助実績（道路分野） 

（単位：1,000US$） 

実施年度 機関名 案件名 金額 援助形態 概要 

1994年 

～2004年 

アジア開発銀行 地方道路(セクター)計画 170,000 有償 地方道路改修 

1995年 

～2004年 

アジア開発銀行 地方道路(セクター)計画（2） 180,000 有償 地方道路改修 

2003年 

～2013年 

世界銀行 道路改修計画 84,290 有償 地方道路改修 

2010年～ 世界銀行 道路改修計画 79,300 有償 地方道路改修 

2010年 

～2015年 

アジア開発銀行 大メコン圏道路拡張計画 77,100 有償 国道 12号線、 

359号線の拡張 

2011年～ 世界銀行 チェンマイ都市交通計画 1,810 有償 チェンマイ市内 

道路改修 
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第2章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

(1) 主管官庁及び実施機関 

タイ王国政府の主管官庁及び実施機関である運輸省道路局（DOH）の組織（図 2-1-1.1参照）は、

副局長（Deputy Director General）の管轄下にある組織運営部門、技術管理部門、事業運営管理

部門、道路維持管理部門の 4部門及び技師長（Chief Engineer）の管轄下にある調査・設計部門、

企画・設計部門、研究・開発部門、建設技術管理部門、交通維持管理部門、交通安全管理部門の

6部門、計 10部門で構成されている。 

道路局の職員数は 3,574名で、その内訳は、技術職が 634名で、一般職が 2,940名である。 

道路局（DOH）は、1972年の設立から現在に至るまで、同国の主要幹線道路についての企画立

案・整備・運営維持管理等の道路行政全般を担当し、主要幹線道路整備の中心的な役割を果たし

てきており、日本国の無償資金協力による事業実施については、1991年以降の実績はないが、こ

れまでに日本国の有償資金協力、アジア開発銀行及び世界銀行等の国際機関からの援助による道

路インフラ整備事業を実施してきた豊富な実績があることから、本プロジェクト実施に際して特

段の問題はないものと考えられる。 

(2) 運営・維持管理 

本プロジェクトの対象となる東部外環状道路（国道 9号線）は、フルアクセスコントロール自動

車専用道路（有料自動車専用道路）として運営されている。運営主体は、道路局都市間高速道路

専門部（Inter-City Motorways Division, DOH）である。 

料金徴収方法は、当該道路区間（約 63km）の Sta. 25km及び Sta. 51kmの 2地点に料金所を設

置し、通行車両から一定の料金を徴収するオープンシステム（入口で一定料金を支払い、走行距

離に関係なく、いずれの出口でも降りることのできるシステム）を採用している。 

料金基準は、当該道路の運営・維持管理を料金収受で賄うとする前提の基に算定されており、運

営・維持管理の原資となっている。 

道路維持管理は、都市間高速道路専門部が維持管理計画の策定、予算管理及び技術指導の統括業

務を担い、実際の維持管理作業は、バンコク国道地方事務所（Bangkok Bureau of Highways）及

びその管轄下にある複数の国道維持管理地区事務所（Highway Maintenance District）が担当して

いる。 

維持管理作業は、道路局材料試験・検査部（Bureau of Material Analysis and Inspection）及び国

道運営・維持管理部（Bureau of Highways Maintenance Management）により策定された道路維

持管理マニュアルを基に実施されている。その運営・維持管理の手法は、2項目に区分されてお

り、道路局（DOH）の長年に亘る経験により裏付けられた管理手法である。道路維持管理に係る

運営・管理の概要を表 2-1-1.1に示す。
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図 2-1-1.1 運輸省道路局（DOH）の組織図 

道路局局長 

行政組織開発室 内部監査室 

副局長 
（組織運営部門） 

技師長 
（交通維持管理部門） 

技師長 
（建設技術管理部門）

副局長 
（道路維持管理部門）

副局長 
（事業運営管理部門）

副局長 
（技術管理部門） 

秘 書 室 

財務・会計課 

人 事 課 

法 務 部 

保 健 室 

広 報 室 

都市間高速道路専門部
技術職： 9名 
一般職：48名 

トレーニング専門部 
 技術職： ― 
 一般職：56名 

材料試験・検査部 
技術職： 68名 
一般職：189名 

国際道路協力部 
技術職：10名 
一般職：27名 

技術情報センター 
 技術職： ― 
 一般職：53名 

調達専門部 
 技術職： ― 
 一般職：42名 

国道建設部 1 
技術職： 21名 
一般職：151名 

国道建設部 2 
技術職： 23名 
一般職：174名 

国道建設部 3 
技術職： 23名 
一般職：143名 

機材・設備部 
技術職：  2名 
一般職：110名 

道路用地部 
 技術職： ― 
 一般職：128名 

国道運営・維持管理部
技術職： 24名 
一般職：148名 

国道地方事務所(15 ヶ所)
技術職： 159名 
一般職：1,019名 

国道地区事務所 
(76 ヶ所) 

国道維持管理地区事務所
(17 ヶ所) 

 

橋梁建設部 
技術職：23名 
一般職：65名 

道路建設ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｾﾝﾀｰ
管理室 

 技術職： ― 
 一般職：32名 

道路建設ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｾﾝﾀｰ
 技術職： ―  
 一般職：54名 

景観・建築物管理室 
技術職：22名 
一般職：65名 

積載重量管制管理室 
技術職：28名 
一般職：69名 

交通警察専門部 
技術職：16名 
一般職：50名 

Tak国道地区事務所 1 

Roiet国道地区事務所 

Krabi国道地区事務所 

Phuket国道地区事務所 

Ranong国道地区事務所 

Kalasin国道地区事務所 

Yasothon国道地区事務所 

Mahasara Kham国道地区事務所 

Tak(Khon Kaen)国道地区事務所 2 

Kamphaengphet国道地区事務所 

Tak 
国道地方事務所
技術職：17名 
一般職：44名

Mahasara Kham
国道地方事務所
技術職：17名 
一般職：45名

Krabi (Suratthani)
国道地方事務所
技術職：11名 
一般職：39名

Phangnga国道地区事務所 

技師長 
（調査・設計部門） 

技師長 
（交通安全管理部門）

技師長 
（企画・設計部門） 

調査・設計部 
技術職：74名 
一般職：95名 

企画・設計部 
技術職：30名 
一般職：49名 

交通安全管理部 
技術職：17名 
一般職：24名 

研究・開発部 
技術職：20名 
一般職：13名 

技師長 
（研究・開発部門） 

設計基準査定室 
技術職：14名 
一般職： 8名 

（注）   ：道路局（DOH）が設立した部署 

人員構成 
技術職 634名 
一般職 2,940名 
計 3,574名 
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表 2-1-1.1 道路維持管理に係る運営・管理の概要 

運営・管理の区分 道路維持管理業務の概要 

定期的維持管理 
(Regular 
Maintenance) 

 車道路面、路肩路面、インターチェンジ、高架橋、排水施設、道路管
理・交通管理用施設（標識、区画線等）、中央分離帯、街路灯、道路

用地内の法面植栽、境界柵等の常時補修・整備 

 パトロールによるインベントリー調査を定期的に実施 

 補修作業は、各工種を数回/年の頻度で実施 

 維持管理（補修・整備）業務の実施管理（予算管理等） 
周期的維持管理 
(Particular 
Maintenance) 

 舗装構造の耐用年数に伴う AC舗装オーバーレイによる車道・路肩路
面の定期改修・整備 

 道路拡幅及び道路幾何断面の改良 

 街路灯及びオペレーションシステムの定期修理・改修 

 構造物の損傷及び破損等に伴うインターチェンジ、高架橋、排水施設、
道路管理・交通管理用施設（標識、区画線等）、中央分離帯、道路用

地内の法面防護・植樹、境界柵等の定期改修・整備 

 インベントリー調査及び改修計画の策定 

 改修工事は各工種の耐用年数、または必要に応じて 1～3年の間隔で
実施 

 維持管理（改修・整備）業務の運営管理（計画・予算管理等） 

 

2-1-2 財政・予算 

本プロジェクトの対象となる東部外環状道路（国道 9号線）の道路維持管理は、当該道路の

通過車両からの収受料金を原資として運営されている。道路維持管理の 2007年度から 2011

年度にかけての 5年間の予算額及び実施額は、表 2-1-2.1に示すとおりである。 

維持管理に係る原資は、予算額に対して実施額が不足しているものの、毎年度 153～216億

バーツの予算が割り当てられており、特に、当該道路がフルアクセスコントロール自動車専

用道路として供用された 2009年度以降は、予算額・実施額ともに増加傾向にある。 

表 2-1-2.1 東部外環状道路の維持管理に係る予算額及び実施額 

（単位：百万バーツ） 
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 

維持管理の種別 
予算額実施額予算額実施額予算額実施額予算額 実施額 予算額実施額

Ⅰ. 定期的維持管理   

1. 車道・路肩整備 40.3 38.5 21.9 17.3 10.0 8.0 10.0 7.2 15.0 12.0

2. ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ・高架橋・排水路整備  9.2 7.4 9.2 7.8 7.8 6.1 4.6 3.6 5.5 4.4

3. 道路管理・交通管理 24.0 21.9 26.5 25.1 38.7 30.2 37.6 30.2 34.2 17.5

4. 清掃・植栽・造園等 － － － － － － 6.4 2.7 6.4 1.8

5. 事務所経費・機材ﾘｰｽ・燃料等 19.2 18.9 21.1 15.5 27.8 21.7 28.5 23.7 29.4 14.4

計 92.7 86.7 78.7 65.7 84.3 66.0 87.1 67.4 90.5 50.1

Ⅱ. 周期的・特別維持管理   

1. AC舗装ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 85.0 85.0 85.0 51.1 15.7 15.5 8.6 8.5 49.8 43.0
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2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 
維持管理の種別 

予算額 実施額予算額実施額予算額実施額予算額 実施額 予算額 実施額

2. 街路灯補修 － － 15.0 9.7 0.2 0.2 － － 7.7 7.7

3. 植樹・造園等 1.5 0.9 2.3 2.1 4.0 4.0 5.3 5.3 － － 

4. ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・防音壁補修 7.3 7.1 3.5 3.5 5.9 5.8 8.0 7.9 7.9 7.9

5. ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾘｱ・境界柵清掃・塗装 6.0 6.0 10.8 8.9 3.3 3.0 5.7 5.6 13.0 13.0

6. ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾘｱ・境界柵補修 － － － － 8.1 7.9 3.5 3.5 10.5 10.5

7. 道路標識・区画線補修 2.0 1.9 － － － － 12.6 12.6 6.7 6.7

8. 道路拡幅・幾何断面改修 － － 7.3 7.3 － － 10.0 10.0 12.0 9.2

9. 高架橋取付道路補修 － － 2.0 1.3 － － － － － － 

10. 距離標整備 － － － － 1.1 0.6 － － － － 

11. 排水路改修 － － － － 23.9 11.9 12.2 12.2 7.3 7.3

12. 法面防護補修 － － － － 2.9 2.5 － － 3.3 3.3

13. 擁壁補修 － － － － 4.0 － － － － － 

14. 調査・計画策定 － － － － 2.0 － － － 8.0 8.0

計 101.8 100.9 125.9 83.9 71.1 51.4 65.9 65.6 126.2 116.6

合 計 194.5 187.6 204.6 149.6 155.4 117.4 153.0 133.0 216.7 166.7

（注）会計年度：10月～9月（例、2011年度：2010年 10月～2011年 9月） 

 

2-1-3 技術水準 

本プロジェクトのタイ王国政府実施機関は、運輸省道路局（DOH）である。 

道路局（DOH）は、本プロジェクトの概略設計調査（D/D Ⅰ）の段階で実施する基本計画、

設計条件・基準の設定、詳細設計、技術仕様の作成、事業実施計画の策定、及び入札図書作

成参考資料作成等の業務実施が確実、かつ円滑に促進されることを目的とした道路局技術委

員会（Department of Highways’ Committee）を設立している。 

技術委員会の主要業務内容及び体制・組織は、以下に述べるとおりであるが、担当部署の人

員の専門的技術、及び組織・関係者の技術水準は、概ね確立されており、本プロジェクト実

施への支障はないものと判断できる。 

① 技術委員会の主要業務内容 

 詳細設計に係る調査団（コンサルタント）との協議・検討・合意 

 技術仕様の設定に係る調査団（コンサルタント）との協議・検討・合意 

 技術資料等の調査団（コンサルタント）への提供・協議・検討 

 その他、概略設計（D/D Ⅰ）における関連事項に係る調査団（コンサルタント）と
の協議・検討・合意 

② 技術委員会の体制・組織 

 委員長 ：道路局副局長（技術管理部門） 

 委員（8部署） ：道路局企画・設計部 技師長 

 ：道路局調査・設計部 技師長 

 ：道路局国際道路協力部 部長 

 ：道路局道路建設部（第 2部）部長 

 ：道路局材料試験・検査部 部長 

 ：道路局都市間高速道路専門部 専門部長 
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 ：道路局企画・設計部環境社会配慮室 室長 

 ：道路局都市間高速道路専門部道路維持管理地区事務所 事務所長 

 委員会書記官 ：Mr. Panya Chupanich （道路局国際道路協力部） 

 委員会副書記官 ：Mr. Parin Mruetusatorn （道路局国際道路協力部） 

道路局（DOH）は、本プロジェクトの事業実施段階（入札関連業務、施工監理業務）におい

ても、同様の技術管理委員会を設置し、業務実施を促進する予定である。 

2-1-4 既存施設 

本調査対象の東部外環状道路（国道 9号線）は、バンコク都北部の国道 1号線バンパインか

ら南東部国道 34号線ワットサルド間の約 63kmを結ぶ舗装構造の設計耐用年数 15年の 8車

線フルアクセスコントロール自動車専用道路（4車線×南・北 2方向）であり、円借款事業

として 4車線フルアクセスコントロール自動車専用道路（有料高速道路：2車線×南・北 2

方向）、及び 4車線フリーアクセス一般道路（側道：2車線×南・北 2方向）が 1999年 3

月に完工し、さらに、タイ王国自己資金による 4車線フルアクセスコントロール自動車専用

道路（有料高速道路：2車線×南・北 2方向）の拡幅事業が 2009年に完工（図 2-1-4.1参

照）、首都中心部を通り交通渋滞の著しい国道 1号線の代替道路として、また、アユタヤ地

区工業集積地とバンコク首都圏、スワンナブーム国際空港、バンコク港、東部臨海地域、レ

ムチャバン港を結ぶ産業道路として、物流の根幹となる南北軸幹線道路の機能を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-4.1 東部外環状道路の事業実施区分 

しかしながら、2011年洪水時には、最大 122cmの既存道路面冠水により、10月中旬から 11

月中旬までの約 1ヶ月間に亘り通行不能となり、南北の物流が滞る大きな要因となった。 

本プロジェクトは、既存道路である東部外環状道路（国道 9号線）のバンコク都北部国道 1

号線バンパインから東部県道 3312号線ラムルカ間を結ぶ約 30km区間の北方向 4車線にお

ける道路面冠水区間（3区間，延 15.056km）の洪水対策としての既存道路面嵩上げによる道

路縦断線形の改修計画である。 
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本プロジェクトの道路改修に関する基本計画及び設計計画の策定のため検討が必要と考えら

れる既存道路現状の主要留意事項は以下のとおりである。 

 

既存道路現状の主要内容 

① 周辺地域の洪水流・洪水被害に影響を及ぼさない既存道路 

対象既存道路の東部外環状道路（国道 9号線）の周辺地域における 2011年洪水流は、

既存道路と並行して、北方から南方に向かって緩やかに流れている（図 2-1-4.2参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-4.2 外環状道路周辺の 2011年洪水流状況（出典：RID） 

既存道路の本プロジェクト対象区間（延長30km）には、7地点の河積断面が74～80m2、

平常時水位流下断面が 24～34m2の灌漑用水路及び河川を渡る高架橋、116地点の管

径がφ1,000～1,500mm×1～3連の灌漑用水兼道路排水用のパイプカルバート、2地

点の内空断面が 3.00m×3.25m、2連の灌漑用水ボックスカルバート、計 125地点の

道路横断水路（東・西方向）が設置されており、洪水時においても東・西周辺地域の

洪水位に水位差が発生することはない。 

したがって、既存道路は、堤防道路としての機能は有しておらず、氾濫洪水流を堰止

めたり、洪水流の流向を変えることはなく、既存道路冠水区間の道路面嵩上げに伴う

道路縦断線形の改修計画の策定によって、周辺地域の洪水流状況や洪水被害状況に影

響を及ぼすことはない。 

氾濫ポイント 

東部外環状(国道 9号線)

チャオプラヤ川 
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② 道路舗装及び舗装構造の現状 

対象道路の既存舗装構造は、道路局（DOH）により計画・設計及び施工されたもので

あり、設計耐用期間は 15年間である。既存道路舗装は、料金所区間の一部のセメン

ト・コンクリート舗装を除けば、全区間たわみ性舗装（Flexible Pavement：アスファ

ルト・コンクリート舗装）である。 

既存舗装構造は、供用開始が 2009年からであるため、アスファルトコンクリート舗

装（AC舗装）は比較的新しい。大型車の通行が多い外側車線に若干の轍が見散され

るが走行上の大きな問題はない。また、2011年洪水時による舗装構造の損傷・劣化は

見受けられなかった。ただし、2012年 1月に実施した現地調査の際、料金所付近の

一部分の AC舗装は、ポットホールや轍掘れ等により劣化していたが、道路局（DOH）

により補修工事が実施され、現在は良好な状態にある。 

本調査での現地 CBR試験の現地調査時に既存舗装は、数回（1～2回程度）の AC舗

装オーバーレイによる補修の形跡が確認されたが、実施機関（DOH）には、道路台帳

や舗装履歴に関する情報が保管されていないため、詳細については不明である。 

既存舗装構造は、表層（AC舗装：t=5cm）、基層（AC舗装：t=5cm）、バウンドベー

ス層（多孔性 AC舗装：t=10cm）、上層路盤（セメント安定処理：25cm）、下層路

盤（砂質土：t=20cm）、路床置換え（Sub Grade、改質土：t=60cm）で構成されてい

る。 

道路冠水区間の既存道路面嵩上げは、既存舗装構造と嵩上げ舗装構造との路盤排水の

均一性を確保するため、不浸透層である既存の AC舗装は撤去し、既存上層路盤上に

道路面嵩上げを行う計画となる。 

③ インターチェンジ及び側道の現状 

本プロジェクトの対象道路である北方向既存道路の本線道路（既存道路）嵩上げ対象

区間（3区間、延 15.056km）内の道路沿いには、2地点の主要幹線道路及び側道がア

クセスするインターチェンジの交通流入・流出ランプが設置されている。 

設置地点及び接続道路・接続先を表 2-1-4.1に示す。 

表 2-1-4.1 本線嵩上げ区間の流入・流出ランプ 

インターチェンジ 設置地点 接続道路/接続先 

Klong Luang Truck 
Terminal 

Sta. 13 + 753 
Klong Luang Truck Terminalにアクセスするイ
ンターチェンジの流入・流出ランプ 

Thanyaburi 
Interchange 

Sta. 21 + 875 
ランプ：Sta. 20 + 450 

国道 305号線にアクセスするインターチェンジ
の流入・流出ランプ。ランプはインターチェン
ジから約1.4kmの起点側に側道が並行し設置さ
れている。 

本プロジェクトでは、本線道路（既存道路）嵩上げ計画の対象区間におけるアクセス

道路の嵩上げは考慮しないが、上記の交通流入・流出ランプについては、本線道路嵩

上げ計画高に応じた縦断線形計画のすり付けを行い、車両交通の円滑性及び安全性を
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確認できる適切な計画が必要である。また、実施機関である道路局（DOH）に対し、

当該箇所に関する将来的な洪水対策計画についても提言が必要である。 

④ 現状の料金所施設 

本プロジェクトの既存道路面嵩上げ対象区間（北方向 4車線道路）の Sta. 25km地点

には、料金所（料金所拡幅区間、管理用スペース）施設が設置されている（図 2-1-4.3

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-4.3 料金所拡幅区間・料金徴収ブースの配置状況 

料金所広場及び管理用スペース設置（テーパー区間：Sta. 24＋850～Sta. 25＋600）

の区間延長は 750mである。また、高速道路の料金所は、交通ボトルネックの原因の

一つでもあることから、交通渋滞の緩和及び交通の円滑性を勘案した料金徴収ブース

（Staggering Booths）が千鳥状に配置されている。 

料金徴収ブースは、北方向手前に 3ブース（Sta. 25＋327）、後方に 7ブース（Sta. 25

＋153）が 174mの間隔で増設されている。 

有料道路料金の収受方法は、料金所入口で一定料金を支払い、走行距離に関係なく、

いずれの出口でも降りることのできるオープンシステムを採用している。 

対象道路面嵩上げ計画に伴い、料金所施設は全て撤去・新設が必要となる。但し、オ

ペレーションシステムの切替については、相手国負担事項により実施される予定であ

る。 

⑤ 中央分離帯施設の現状 

既存道路の中央分離帯には、安全かつ円滑な交通を維持するために標準断面で中央分

離帯幅員 5.0m（側帯幅員）の中に、幅約 1.5m（南・北方向の平面線形による調整幅

が生じている）、高さ約 1.0mのコンクリートバリアによる中央分離帯施設が設置さ

れている（図 2-1-4.4参照）。 
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図 2-1-4.4 中央分離帯施設の横断構造 

横断面構成としては、不連続性がなく、安全性が確保されている。また、中央分離帯

施設は、道路照明施設を設置するスペースとして使用されている。 

道路面嵩上げ対象区間内の北方向車道側に設置されているコンクリートバリアは、撤

去し、新規構築が必要である。 

⑥ 道路排水施設の現状 

対象既存道路（道路延長 30km）には、全線にわたって 200～300mの間隔で 116地点

に横断排水管が敷設されている。この既存横断排水管は、1999年 3月に完工してい

る円借款事業としての 4車線フルアクセスコントロール自動車専用道路（2車線×南・

北 2方向）の建設時に、灌漑用水路の分断を防止するために設置された。 

この横断排水管は、道路排水流量の設計計算を行い、灌漑用水路及び道路排水処理の

二つの機能を有した横断排水路として設計されている。 

その後、2009年に完工しているタイ王国自己資金による 4車線フルアクセスコント

ロール自動車専用道路（2車線×南・北 2方向）の拡幅事業（8車線道路）の建設時

では、既存横断排水管（116地点）の管路延伸を行い、既存の管路敷設状況となった。 

既存横断排水管 116地点のうち、71地点の管路は、本プロジェクトの既存道路面嵩上

げ区間（3区間、延 15.056km）内に敷設されている。 

嵩上げ対象区間内の既存横断排水管は、道路排水網施設としての機能は形成されてい

るが、管路呑口・吐口は、自然集水・吐口構造となっておる。管路呑口・吐口は、道

路境界柵の外側にあるのが通常であると考えられるが、8地点の管路については、自

然集水・吐口構造が境界柵の内・外側に敷設されている（図 2-1-4.5参照）。また、

17地点の管路については、自然集水・吐口構造が、境界柵の内側に敷設されている（図 

2-1-4.6参照）。 

VARIES(基準 1.5m) 
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図 2-1-4.5 境界柵内・外側設置の自然集水・吐口構造 

 

図 2-1-4.6 境界柵内側設置の自然集水・吐口構造 

したがって、道路路肩部の土工法面周辺が常時滞水しており、道路排水施設の集水機

能に関しては、未整備の状況である。 

上記の集水・排水機能の未整備部分については、集水・排水機能の改善のため、集水

桝及び呑口・吐口処理施設等の設置計画が必要となる。 

⑦ 既存道路の軟弱地盤対策の現状 

対象既存道路（道路延長 30km）の軟弱地盤対策について、事業対象地域は、タイ王

国中央平原のデルタ地帯であることから、既存道路の施工段階当初より同対策工の必

要性が認識されていた。このため、道路施工では、当時のタイ王国では、初めてとな

る圧密沈下促進工法の一つである PVC工法（Prefabricated Vertical Drain工法）が採

用された。 

PVC工法による軟弱地盤対策工の施工では、φ600mmの Cement Colum（トイレッ

トペーパーの芯状の筒）を縦・横断方向 1.50mの間隔、深さ 11.0mまで埋込み、その

上に土砂による載荷を行い、土砂荷重により地中の含水が Cement Columを通じて地

表に排出され地盤が強化されている。 

対象道路区間での PVC工法の施工区間は、灌漑水路および河川を渡る高架橋の取り

付け部である Sta. 20＋400～Sta. 21＋500の 1,100m区間、および Sta. 23＋100～Sta. 

23＋700の 600m区間、延 1,700mの区間で適用されている。 

本調査では、1999年の道路建設時から本プロジェクト実施において想定される沈下量

について解析を行った。解析結果では、1999年から 2012年までに料金所付近で約

10cm、単路部で約 20cmの沈下が発生していると想定されるが、道路状況の調査の結

果（目視、セメント処理上層路盤）では、沈下に起因する既存道路の損傷は確認され

なかったことから、全体的にほぼ均一に沈下が発生していると考えられる。ただし、
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工事完了後の沈下測定が実施されていないため、実際の沈下時期、沈下量は明確では

ない。 

⑧ 道路路肩部の法面防護の現状 

対象既存道路の既存道路面嵩上げ計画の対象区間（3工区、延 15.056km）内の道路路

肩部には、殆ど全線に亘って標準法面勾配が 1：4の土工法面が施されている。 

土工法面は、当該地域で頻発する洪水流の浸透を防止する目的で透水性の低い粘性土

（厚さ 10cm）で構築されている。また、土工法面を防護するために張芝が施されて

いる。2012年 3月に実施した現地調査の際には、2011年洪水時における洪水流の法

面浸透により、数ヶ所の法面破損・侵蝕等が確認された。 

対象区間の周辺地域は、殆どが平坦地であるため洪水発生時は浸水地となり、洪水流

は緩やかに流れており、洪水流の水位上昇及び滞留時間は、長期間に亘るため、洪水

流の土工法面構造への浸透及び法面侵蝕等が懸念される。 

本プロジェクトは、既存道路冠水区間の既存道路面嵩上げによる道路縦断線形の改修

計画であるため、既存道路の路肩部法面は、段切り施工による拡幅盛土及び土工法面

の構築が必要となる。 

土工法面構造は、透水性の低い粘性土（厚さ 20cm程度）により構築し、また、土工

法面を防護するために張芝を施す必要があると考えられる。 

⑨ 既存の地下埋設施設の現状 

対象既存道路の道路面嵩上げ等による道路改修の対象区間（3区間、延 15.056km）の

既存道路には、全線に亘って200～300mの間隔で71地点にパイプカルバート（φ1,000

～φ1,500mm、1連～3連）の道路横断暗渠が設置されている。また、中央分離帯に

設置されている街路灯への配電のため、境界柵に設置されている受電盤から、一定の

間隔で配線用のトラフが埋設されている。 

工事施工段階では、地下埋設施設の現状に応じた補強・防護工等を計画し、安全対策

を講じる必要がある。 

⑩ 道路管理・交通管理施設の現状 

対象既存道路は、フルアクセスコントロール自動車専用道路であることから、車両の

安全走行及び交通規制のため設置されている道路標識、視線誘導標、道路区画線・路

面標示、緊急停車帯、自動車専用道路境界柵及び道路照明施設等の既存道路管理及び

交通管理施設は、整備され充実している。 

各種既存の道路管理・交通管理施設の現状は以下のとおりである。 

1) 道路標識 

 交差架空道路標識： 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間（3区間、延 15.056km）内には、道路交差架

空道路標識が 8地点に設置されている（写真 2-1-4.1参照）。 

設置地点及び既存道路面からの余裕高を表 2-1-4.2に示す。 
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交差架空道路標識 
速度規制標識 

(路肩法面) 
運転規制標識 

(路肩法面) 

 

行先標示標識 
(路肩法面) 

車間距離確認標識 
(路肩法面) 

緊急連絡標識 
(路肩法面) 

 

警戒標識(路肩法面) 
距離標(Kilometer Post) 

(路肩法面) 
距離標(100m間隔) 

(中央分離帯) 

 

視線誘導標(Delineator) 
路面標示(ゼブラ) および道路鋲 

(ランプ合流・分流) 
自動車専用道路境界柵 

写真 2-1-4.1 道路管理・交通管理の施設 
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表 2-1-4.2 道路交差架空道路標識 

道路交差架空

施設 
設置地点 

余裕高 

（m） 

道路交差架空

施設 
設置地点 

余裕高

（m） 

規制標識 Sta. 15 + 815 6.10 規制標識 Sta. 23 + 975 6.10 

規制標識 Sta. 16 + 313 6.44 規制標識 Sta. 24 + 381 5.97 

規制標識 Sta. 16 + 802 6.43 規制標識 Sta. 25 + 791 5.97 

規制標識 Sta. 17 + 980 6.40 電光掲示板 Sta. 27 + 797 5.67 

 

タイ王国実施機関の道路局（DOH）では、有料自動車専用道路における道路交

差架空施設の余裕高（Vertical Clearance: 建築限界）の望ましい値を 5.25m以

上、最低値は 5.0mとしている。 

対象既存道路の道路面嵩上げ計画により、上記の建築限界を確保できない場合は、

既存架空施設の嵩上げ等による対応策を計画する必要性が生じる。 

 道路標識及び距離標： 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間（3区間、延 15.056km）内には、道路標識及

び距離標が設置されている（写真 2-1-4.1参照）。 

道路標識は、道路路肩部の法面に設置されており、主要な標識としては速度規制

標識、運転規制標識、行先標示標識、車間距離確認標識、緊急連絡標識及び警戒

標識等がある。 

距離標については、車道路肩法面部に km・距離標（Kilometer Post）が、中央

分離帯に追距離標（100m間隔）が設置されている。 

上記の標識等については、原則として改修の対象とはしないが、既存道路面嵩上

げの計画高により、標識標示板の車道面からの高さ、及び路肩からの離れ間隔等

が道路局（DOH）の設置基準を確保できない場合は、撤去・新設等による対応

策を検討する必要がある。 

2) 視線誘導標 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間（3区間、延 15.056km）内の平面曲線部等には、

視線誘導標（Delineator）が設置されている区間がある（写真 2-1-4.1参照）。 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間では、視線誘導標が撤去されるため、新設の必要

性が生じる。 

3) 道路区画線・路面標示および道路鋲 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間（3区間、延 15.056km）は、フルアクセスコン

トロール自動車専用道路であるため、多岐にわたる道路区画線及び路面標示が対象

区間内に設置されている（写真 2-1-4.1参照）。既存道路面嵩上げ計画の対象区間

に設置されている道路区画線及び路面標示は、全て撤去されるため、新設が必要と

なる。 
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また、分合流部には区画線上に自発光型の道路鋲が設置されており、これについて

は再利用を基本とする。 

既存の道路区画線および路面標示の形状を表 2-1-4.3に示す。 

表 2-1-4.3 道路区画線・路面標示の形状 

種別 色別 諸元 備考 

内側側線 黄色 実線 幅W=20cm 中央分離帯側の側帯 

車線 破線 
幅W=20cm, L=3.0m 
間隔=9.0m 

 

外側側線 実線 幅W=20cm 標準断面部の側帯 

合流境界線 

白色 

破線 
幅W=30～50cm 
L=2.0m、間隔=4.0m 

 

追い越し禁止線 黄色 実線 幅W=30～60cm  

矢印標示 実線/破線 幅W=15cm～75cm 方向別(直･直左/右･左右) 

ゼブラ標示 
白色 

実線 幅W=50cm,間隔 3.0m

道路鋲 － － 路面埋込 
ノーズ、ランプ合流･分流

 

4) 緊急停車帯 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間（3区間、延 15.056km）内には、Sta. 14＋800

及び Sta. 26＋700の 2地点に図 2-1-4.7に示す形状の緊急停車帯が設置されてい

る。 

 

図 2-1-4.7 緊急停車帯の設置状況 

緊急停車帯の形状は、道路局（DOH）の標準的な設計基準に基づき、計画・設計

され設置されている。 

緊急停車帯は、対象既存道路の道路面嵩上げ計画との整合性を確保した嵩上げ計画

が必要となる。 

 

 

(min.)
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5) 自動車専用道路の境界柵 

本プロジェクトの対象既存道路は、フルアクセスコントロール自動車専用道路であ

る。車両交通の円滑性及び安全性を図るため、また、自動車以外の交通を排除する

目的とし、自動車専用道路の両端には境界柵が設置されている（写真 2-1-4.1参照）。 

既存道路面嵩上げの道路縦断線形改修計画に伴う境界柵設置高さ等の改修・改良の

必要性は生じない。 

6) 道路照明施設 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間（3区間、延 15.056km）内には、高さ約 30mの

道路照明施設（街路灯）が中央分離帯に 80m間隔で設置されており、車両の夜間

走行における高速道路交通の安全性を確保している。 

道路標準断面（8車線道路：4車線×南・北 2方向）区間以外のインターチェンジ

取付道路部及び料金所広場等の区間においては、境界柵側に追加の道路照明施設を

設置している。 

特に、中央分離帯に設置されている街路灯について、基礎構造及び設置高さ、機能

性等を調査した結果、支障・影響が及ばないことから、街路灯改修等の必要性は生

じない。 

⑪ 道路交差架空施設の現状 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間（3区間、延 15.056km）内には、高圧送電線、高架

橋及び歩道橋の道路交差架空施設が設置されている。 

実施機関である道路局（DOH）標準技術仕様書及び ASSHTOでは、有料高速道路に

おける車両通行建築限界は、最低 5.0mを確保することが明記されている。 

1) 交差架空高圧送電線 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間内には、高圧送電線の道路交差架空施設が 8地

点に存在する。 

設置地点及び既存道路面からの余裕高を表 2-1-4.4に示す。 

表 2-1-4.4 道路交差架空送電線 

道路交差架空
施設 

設置地点 
余裕高 
（m） 

道路交差架空
施設 

設置地点 
余裕高
（m） 

高圧送電線 Sta. 11 + 650 7.37 高圧送電線 Sta. 15 + 398 8.07 

高圧送電線 Sta. 12 + 225 7.87 高圧送電線 Sta. 15 + 417 9.02 

高圧送電線 Sta. 14 + 459 6.77 高圧送電線 Sta. 15 + 427 9.34 

高圧送電線 Sta. 14 + 863 7.05 高圧送電線 Sta. 20 + 352 6.66 
 

道路局（DOH）では、有料自動車専用道路における道路交差架空施設の余裕高

（Vertical Clearance: 建築限界）の望ましい値を 5.25m以上、最低値は 5.0mとし

ている。 
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高圧送電線の余裕高は、充分確保されており、道路面嵩上げ計画による既存高圧送

電線の移設・切替え等は、不要と判断している。 

但し、工事施工段階でのクレーン作業による接触・感電防止等の工事災害・事故防

止に対する注意喚起が必要である。 

2) 交差架空構造物 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間内には、主要幹線道路及び側道がアクセスするイ

ンターチェンジ、高架橋、料金所管理用歩道橋及び道路横断歩道橋の道路交差架空

構造物が 4地点に設置されている。 

設置地点及び既存道路面からの余裕高を表 2-1-4.5に示す。 

表 2-1-4.5 道路交差架空構造物 

道路交差架空
施設 

設置地点 
余裕高 
（m） 

接続道路／接続先 

高架橋 Sta. 13 + 762 5.20 
Klong Luang Truck Terminalにアクセスするイ
ンターチェンジ 

高架橋 Sta. 15 + 156 5.56 県道 3214号線を横断する高架道路 

管理用歩道橋 Sta. 24 + 856 5.50 南方向道路料金所へ接続する管理用通路 

歩道橋 Sta. 26+ 262 5.20 南・北方向側道間の接続歩道 

道路局（DOH）では、有料自動車専用道路における道路交差架空施設の余裕高の

望ましい値は 5.25m以上、最低値は 5.0mとしている。 

対象既存道路の道路面嵩上げ計画を検討した結果、高架橋（2地点）及び歩道橋の

嵩上げ改修等による対応策は不要であると判断している。 

料金所管理用歩道橋は、対象既存道路面嵩上げにより建築限界 5.0mを確保できな

いため、撤去・新設が必要となる。 

 

2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

(1) 計画対象地域の既存主要幹線道路網 

本プロジェクトの対象となる東部外環状道路（国道 9号線）は、バンコク都北部の国道 1号

線バンパインと東南部国道 34号線ワットサルドとの約 63km区間を結ぶ 8車線のフルアク

セスコントロール自動車専用道路（有料自動車専用道路：4車線×南・北 2方向）であり、

首都中心部を通り交通渋滞の著しい国道 1号線の代替道路として、また、アユタヤ地区工業

集積地とバンコク首都圏、スワンナブーム国際空港、バンコク港、東部臨海地域、レムチャ

バン港を結ぶ産業道路として、物流の根幹となる南北軸幹線道路としての機能を有している。 

上記の周辺地域を網羅する主要幹線道路網を図 2-2-1.1に示す。 

 



 

 2-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-1.1 主要幹線道路網 
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(2) 道路排水処理 

対象既存道路（道路延長 30km）には、全線に亘って、200～300m間隔で 116地点に道路横

断排水管（φ1,000～φ1,500m、1連～3連）が敷設されている。 

横断排水管は、道路排水流量の設計計算を行い、灌漑用水路及び道路排水処理の二つの機能

を有した横断排水路として設計されている。 

この横断排水管は、道路排水網施設としての機能は形成されていると考えられるが、管路呑

口・吐口は、自然集水・排水構造となっているため、道路路肩部の土工法面周辺が、常時、

滞水している箇所があり、道路排水施設としての集水機能に関しては、未整備の状況にある。 

 

(3) 灌漑用水・河川 

本プロジェクトの対象区間（道路延長 30km）内では、河床幅が約 12～18m、深さが約 2.4

～2.6m、平常水位時の水深が約 1.3mの灌漑用水路及び河川が、7地点で横断（東・西方向）

している。対象既存道路は高架橋により渡河している。 

この灌漑用水路及び河川の所轄機関は、王室灌漑局（Royal Irrigation Department：RID）で

あり、維持管理等の整備状況は充実している。但し、2011年洪水時等の洪水発生に対応でき

る放水路としての機能は有していない。 

 

(4) 電力ケーブル 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間（3工区，延 15.056km）内の北方向 4車線道路には、

Sta.15+400，及びSta.28+850の2地点に対象道路を横断する送電ケーブル（φ110～160mm，

HDPE管）が埋設されている。 

管理者は、首都電力供給公社（Metropolitan Electricty Anthority：MEA）である。 

埋設土被りは、約 3.0mであることから、本プロジェクトの道路改修計画に伴う防護・移設

等の対応策は、発生しないと想定される。 

 

(5) 水道管 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間（3工区，延 15.056km）内の北方向 4車線道路には、

Sta.15+300の地点に対象道路を横断する送水管（φ630mm，PE管）が埋設されている。 

管理者は、首都水道公社（Metropolitan Water Authority：MWA）である。 

埋設土被りは、不明確ではあるが約 5.0mと想定されることから、本プロジェクトの道路改

修計画に伴う、防護・移設等の対応策は、不要であると想定される。 

 

(6) 通信ケーブル 

既存道路面嵩上げ計画の対象区間（3工区，15.056km）内の北方向 4車線道路には、下記に

示す 3種類の通信ケーブル施設が埋設、或いは既設構造物に添加設置されている。 
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① Cable TV送信線： 

Sta.14+877の地点に対象道路を斜横断する Cable TV送信線（φ125mm，HDPE管）

が埋設されている。 

管理者は、True Vision（Cable TV and Telecommunication Cables）である。 

埋設土被りは、不明確ではあるが既設 AC舗装構造より深い位置に埋設されているた

め、本プロジェクトの道路改修計画に伴う防護・移設等の対応策は発生しないと想定

される。 

② 電気通信ケーブル： 

Sta.20+350の地点に対象道路を横断する電気通信ケーブル（φ110mm，HDPE管）

が埋設されている。 

管理者は、CAT Telecom Public Campany Limitedである。 

埋設土被りは、約 3.0mであることから本プロジェクトの道路改修計画に伴う防護・

移設等の対応策は、不要であると想定される。 

③ 光ファイバーケーブル： 

光ファイバーケーブルは、Sta.10+600から Sta.11+124の区間、Sta.11+558から

Sta.20+580の区間、及び Sta.23+690から Sta.25+000の区間では、境界柵コンクリー

ト壁内側の地表より約 50cmの位置に配線・添加されている。また、Sta.25+000から

Sta.29+200の区間では、境界柵の内側に埋設されているが、土被りは不明である。 

管理者は、道路局都市間高速道路専門部（Intercity Motorway Division，DOH）である。 

本プロジェクトの路肩土工法面の拡幅・嵩上げ実施時には、土被り等を確認し、十分

な配慮うが必要である。 

 

(7) 道路用地 

対象既存道路区間の道路用地は、道路両端に設置されている境界柵内で区分され（幅約53.0m）、

管理されている。 

また、全道路用地（Right of Way）は、境界柵外側にの側道部を含め、幅約 100.0mである

（図 2-2-1.2参照）。 
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図 2-2-1.2 対象既存道路の道路用地 

道路用地は、本プロジェクトの実施機関である道路局（DOH）が所有・管理している。 

本プロジェクトは、既存道路冠水区間の道路面嵩上げによる道路縦断線形の改修計画であり、

境界柵内で実施されるため用地等の収用は発生しない。 

 

2-2-2 自然条件 

(1) 国土・地形条件及び気象 

タイ王国は、インドシナ半島のほぼ中央部とマレー半島の北部（北緯 5～21度・東経 97～

106度）に位置し、西と北にミャンマー連邦、北東にラオス人民民主共和国、東にカンボジ

ア王国、南にマレーシアと国境を接している。 

国土面積は 513,115km2（日本の約 1.4倍）を有し、この国土・地形は中部平野地域、東部海

岸地域、東北部高原地域、北部および西部山岳地帯、南部半島地域の 5地域に区分され、そ

の大半が平野部であり、また、国土面積の約 40％が農地を占めている。 

東北部、北部の国境地域は、比較的涼しい山岳地帯であるが、東北部は土地に保水能力がな

く、乾燥し塩分を含んでいることなどから、不毛の地と呼ばれタイ王国で最も貧困な地域の

ひとつとなっている。一方、チャオプラヤ川が流れる中部平野地域は世界でも有数の肥沃な

地帯であり、米を始めいろいろな農作物の栽培に適している。本プロジェクトの対象地域で

あるバンコク都、パトゥムターニー県、アユタヤ県は、このチャオプラヤ川の最下流域に位

置する。 

タイ王国の気候は、熱帯モンスーン気候に属し、気象は 5月中旬から 10月の雨季、11月か

ら 2月中旬の乾季、2月中旬から 5月中旬の暑季の 3シーズンに分けられる。国土は、南北

の距離が最も長い部分で 1,860km、また、南北の緯度の差が 16度あることから同じ熱帯で

Fence

Fence
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も地域により様々な気象変化が見られる。対象地域周辺では、最高気温が約 34度、最低気

温が約 25度、年平均気温が約 29度、年間平均降雨量は約 1,500mmである。 

 

(2) 道路冠水区間の舗装構造への洪水流被害 

道路冠水区間の道路面嵩上げは、既存舗装構造と嵩上げ舗装構造との路盤排水の均一性を確

保するため、不浸透層であるアスファルト・コンクリート舗装は撤去し、既存上層路盤上に

嵩上げを行う計画である。ただし、対象道路は、長年に亘り 1995年及び 2006年洪水時も含

め何度かの洪水により被災した経緯がある。本調査では、既存舗装構造への洪水流の浸透等

による損傷度合及び強度不足を確認するため、対象区間（北方向道路、延長 30km）の 74地

点で既存上層路盤・下層路盤・路床の現場 CBR試験を実施し、設計時の CBR値との対比・

分析を行った。結果、全ての地点での現場 CBR試験の数値が高くなっており、既存舗装構

造への洪水流浸透等による洪水流被害の影響がなかったことを確認した。 

 

(3) 設計計画洪水位及び洪水確立 

1) 道路面嵩上げ高さ、及び嵩上げ区間の設定基準となる設計計画洪水位は 2011年洪水

位（既往最大洪水位）を基本に計画する。 

2) 設計計画洪水位は、対象道路区間の各種構造物に残された 2011年洪水痕跡

（Flood-marks）を基礎資料とした測量・解析結果を基に設定する。 

3) 上記の洪水痕跡を基礎資料として利用し、設定した設計計画洪水位の発生確率の検討

に関する解析概要は次のとおりである。 

 ・使用データ ナコンサワン水位観測所(N15°40′14.99″、E100°06′45.00″)のデータ

を使用、ナコンサワン地点の流域面積は約 105,000km2 

 ・使用する標本数 55年分、1957年～2011年 

 ・対象となる総流量 2011年のナコンサワン地点での年間総流量は 47,456MCM(約 475

億 m3)、6 ヶ月間の最大流量は 38,519MCM(約 385億m3) 

 ・解析結果 2011年の洪水(6 ヶ月流量)は 80年に一度の発生確率(80年確率洪

水、年超過確率 1/80の洪水) 

確率密度関数は、適合度が高く(最小二乗誤差が 0.04以下)、推定誤

差が最も小さい Gumbel法を採用 

 ・確率解析の留意点 ・ナコンサワン上流の氾濫による流量減少が含まれている(自然状態) 

・チャオプラヤ川のような大河川の洪水確率を通常のように洪水ピーク

流量では評価できない 

・したがって、流量確率で評価するのが妥当である。 

・洪水期間は 6 ヶ月程度であることから、6 ヶ月の洪水総流量を標本と

して解析を行った 

2011年洪水位に関する測量・解析結果は図 2-2-2.1に、設計計画洪水位の基準設定に関する

検討の結果は、表 2-2-2.1に示すとおりである。 
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図 2-2-2.1 測量・解析結果（2011年洪水位） 

表 2-2-2.1 設計計画洪水位 

区間 設計計画洪水位 備考 

Sta.0+000～Sta.5+900 FL. 3.588 Average 

Sta. 5+900～Sta.13+000 FL. 3.569 Average 

Sta.13+000～Sta.24+000 Varies Linearly calculated 

Sta.24+000～Sta.30+000 FL. 3.098 Average 
 

(4) 自然条件調査 

本調査では、本プロジェクトの既存対象道路面嵩上げによる道路縦断線形改修の計画・設計

及び施工計画立案のため必要とした以下の自然条件調査を実施した。。 

1) 自然条件・自然状況調査の概要 

自然条件（サイト状況）調査及び自然状況調査の項目、目的及び内容は、表 2-2-2.2に

示すとおりである。 

表 2-2-2.2 自然条件・自然状況調査の概要 

調査項目 調査目的 調査位置 調査事項 調査方法 

自然条件（サイト状況）調査 

1. 測量調査 対象道路改修の計画・設計に必要

な設計計画洪水位、地形、諸施設

の現況のデータ収集 

本プロジェクトの対

象道路区間 

・既存基準点確認 
・洪水痕跡測量 
・道路測量： 
 ・平面測量 
 ・縦断測量 
 ・横断測量 

現地測量 

(再委託業務) 

2.0

3.0

4.0

5.0
  0+
0

  0+
62
5

  1+
25
0

  1+
87
5

  2+
50
0

  3+
12
5

  3+
75
0

  4+
37
5   5+
0

  5+
62
5

  6+
25
0

  6+
87
5

  7+
50
0

  8+
12
5

  8+
75
0

  9+
37
5   

10
+0

  
10
+6
25

  
11
+2
50

  
11
+8
75

  
12
+4
75   

13
+7
5

  
13
+7
00

  
14
+3
25

  
14
+9
50

  
15
+5
75

  
16
+2
00

  
16
+8
25

  
17
+4
25   

18
+5
0

  
18
+6
75

  
19
+3
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調査項目 調査目的 調査位置 調査事項 調査方法 

2. 地質調査 対象道路改修の計画・設計に必要

な地質状況のデータ収集 

本プロジェクトの対

象道路区間、材料供

給地 

・既存対象道路構造の

CBR試験 

・既存対象道路のボー

リング調査 

（軟弱地盤） 

・盛土材料試験 

・路盤材料試験 

現地試験、 

室内試験 

(再委託業務) 

3. 既存施設 

調査 

対象道路改修の計画・設計に必要

な諸施設の現況のデータ収集 

本プロジェクトの対

象道路区間、周辺地

域 

・既存構造物等の 

種別、位置、数量等 

現況ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ

調査 

（直営） 

自然状況調査 

4. 気象・水文

調査 

対象道路改修の計画・設計、施工

計画等に必要な気象・水文状況の

データ収集 

本プロジェクトの対

象地域、周辺地域 

・自然災害（洪水等）の

履歴、規模等 

・気温、降雨量、風速等 

現況ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ

調査 

（直営） 

 

2) 測量調査・地質調査の内容及び成果品 

現地再委託業務により実施した測量調査及び地質調査の内容及び成果品を表 2-2-2.3に示

す。 

表 2-2-2.3 測量調査及び地質調査 

調査項目 諸  元 成果品 

測 量 調 査 

1. 既存基準点確

認 

南方向道路の 38km区間（Sta. 0+000～Sta. 38+000）の側帯に設置

されている道路局（DOH）管理の基準点の照査 

基準点（B/M、座標）

は測量平面図に明記

2. 洪水痕跡測量 対象道路区間（Sta. 0+000～Sta. 30+000）の各種構造物等に残され

た、2011年洪水痕跡（Flood-Marks）を基礎資料とした測量・解析

（500m間隔） 

2011年洪水位の 

測量・解析結果 

（図 2-2-2.1参照）

3. 道路平面測量 区間：30.0km（Sta. 0+000～Sta. 30+000） 

標準断面区間の幅：平均 50m 

（北方向道路の中央分離帯～道路用地境界） 

料金所断面区間の幅：平均 100m 

（南・北方向の道路用地内の全幅） 

平面図：S=1/1,000

4. 道路縦断測量 区間：30.0km（Sta. 0+000～Sta. 30+000） 

測点間隔：25.0m間隔 

縦断図：S(V)=1/50

S(H)=1/1,000 

5. 道路横断測量 区間：30.0km（Sta. 0+000～Sta. 30+000） 

測点間隔：25.0m間隔 

横断面幅：平均 50m 

 （北方向道路の中央分離帯～道路用地境界） 

横断図：S=1/100 

地 質 調 査 

6. 現場CBR試験 既存設計 CBR値との対比・分析のための基礎資料 

 上層路盤：74ヶ所 

 下層路盤：74ヶ所 

 路  床：74ヶ所 

222箇所の CBR 

試験結果の調査報告

書 

7. 現場ボーリン

グ試験 

道路面嵩上げによる残留沈下発生等の解析・検討のための基礎資料 

現場ボーリング調査：25.0m/ヶ所×5ヶ所 

土質柱状図 

室内試験結果の調査
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調査項目 諸  元 成果品 

室内試験：15サンプル 

単位体積重量・比重、アッターベルグ限界（液性・塑性限界）、

粒度分析 

報告書 

8. 盛土材試験 サンプル採取：土取場 2ヶ所（砂質土） 

室内試験：2サンプル 

粒度分布、単位体積重量・比重、自然含水比、透水係数、修正

CBR値、締固度、塑性・液性限界 

室内試験結果の調査

報告書 

9. 路盤材試験 サンプル採取：砕石プラント 4ヶ所 

室内試験：4サンプル 

すり減り・磨耗度、粒度分布、比重・吸湿係数 

室内試験結果の調査

報告書 

 

3) 洪水痕跡及び既存道路縦断の測量成果品 

本プロジェクト対象道路区間の 2011年洪水（既往最大洪水位）の洪水痕跡及び道路縦断

線形の測量結果は図 2-2-2.2に示すとおりである。 

 

図 2-2-2.2 洪水痕跡及び対象既存道路縦断図 

既存対象道路面嵩上げの対象区間・嵩上げ標高設定の分析・検討は、上記の測量成果品が

基礎資料となる。 
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2-2-3 環境社会配慮 

2-2-3-1 環境影響評価 

2-2-3-1-1 環境社会影響を与える事業コンポーネントの概要 

(1) 事業名称 

タイ王国東部外環状道路（国道 9 号線）改修計画 

(2) 事業場所 

本プロジェクトの対象事業場所は、アユタヤ県及びパトゥムターニー県に位置する東部外環

状道路（国道9号線）の一部区間であるバンコク都北部国道1号線バンパインと東部県道3312

号線ラムルカとの区間を結ぶ北方向 4 車線道路、約 30km 区間のうち、2011 年洪水時におけ

る道路面冠水区間の洪水対策としての道路面嵩上げによる道路縦断線形改修計画の対象道路

として策定された延 15.056km の 3 区間である（図 2-2-3-1.1 参照）。 

 

図 2-2-3-1.1 事業場所 
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(3) 事業概要 

1) 目 的 

本プロジェクトは、アユタヤ県及びパトゥムターニー県に位置する東部外環状道路（国道

9 号線）の北方向道路 4 車線、約 30km 区間における道路面冠水区間の洪水対策としての

嵩上げによる道路縦断線形の改修計画であり、洪水時においてもタイランド湾、スワンナ

ブーム空港、バンコク都北部の工業集積地を結ぶ産業道路が機能し、アユタヤ県、バンコ

ク都等の周辺地域の洪水時の損害リスクを軽減し、工業集積地を中心としたチャオプラヤ

川流域の持続的な成長に寄与することを目的としている。 

2) 概 要 

本プロジェクトは、上記の約 30km 区間における標高の低い区間の道路計画高の嵩上げに

伴う道路縦断線形及び料金所等の付帯施設の改修であり、計画対象道路は、北方向道路（4

車線）とし、洪水時における冠水被害を緩和し、産業道路としての機能を 小限確保でき

る計画とする。 

2011 年洪水位（既往 大洪水位）の洪水痕跡を基礎資料とした測量・解析結果による設

計計画洪水位及び既存道路縦断測量の解析結果に基づき設定した道路嵩上げ計画の基準は、

以下のとおりである。 

道路嵩上げ計画の基準 

 嵩上げ計画 1： 

4 車線高速道路区間の道路面嵩上げは、設計計画洪水位が路肩部分で車両通行が可

能である 20cm の冠水を許容する高さまで嵩上げする。（4 車線のうち、2 車線は

道路横断勾配により冠水しない）計画である。 

 嵩上げ計画 2： 

料金所区間の道路面嵩上げは、設計計画洪水位が冠水しない高さ（洪水位＋10cm）

まで嵩上げとし、料金所管理のオペレーションシステムが冠水によってダメージを

被らない計画である。 

また、料金所施設は対象道路面嵩上げに伴い、全て撤去・嵩上げ新設が必要である。 

道路面嵩上げ計画の舗装構造概念図を図 2-2-3-1.2 に、道路面嵩上げの対象区間を表 

2-2-3-1.1 に、設計計画洪水位と既存道路縦断線形を図 2-2-3-1.3 に示す。 
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図 2-2-3-1.2 道路面嵩上げ計画の舗装構造概念図 

表 2-2-3-1.1 道路面嵩上げ対象区間 

対象区間 (North Bound) 区間延長 嵩上げ基準 

Sta.10+600 ～ Sta.11+124 0.524 km

Sta.11+558 ～ Sta.20+580 9.022 km

Sta.23+690 ～ Sta.24+400 0.710 km

Sta.25+600 ～ Sta.29+200 3.600 km

F.L.-200mm 

Sta.24+400 ～ Sta.25+600 1.200 km F.L.+100mm 

合計 15.056 km  

   （注）F.L.は、2011 年洪水位（既往 大洪水位）を示す。 
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図 2-2-3-1.3 設計計画洪水位と既存道路縦断線形 

3) プロジェクトカテゴリ分類 

本プロジェクトのカテゴリ分類は B である。 

理由：本事業は、｢国際協力機構（JICA）環境社会配慮ガイドライン｣(2010 年 4 月公布)

に掲げる道路セクターのうち大規模なものに該当せず、環境への望ましくない影響

は重大でないと判断され、かつ、同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性

及び影響を受けやすい地域に該当しないためである。 

4) 背 景 

タイ王国では、2011 年 7 月から断続的に続いた 80 年に一度と言われる記録的な大雨に

より、被災地が全国 61 県以上に広がる大規模な洪水が発生し大きな洪水被害を受けた。

流域面積約 16 万 km2のチャオプラヤ川流域では、全国 25 県、約 120 万所帯（320 万人）

が被災、446 名が死亡、農地被害面積は約 17,000km2に及んでいる*1。この洪水によりバ

ンコク都や工業集積地のあるアユタヤ県等の他、バンコク都北側に位置するノンタブリ県

やパトゥムターニー県等の都市部も広範囲の洪水氾濫被害を受けている。これに対し、日

本政府は緊急援助（物資供与）を実施し、その後追加的な物資供与や専門家チームの派遣

も実施した。 

洪水災害後、喫緊の洪水防御対策など応急オペレーションが実施されているが、2012 年

以降も同様の洪水が発生する危険性は十分に考えられ、今後発生しうる洪水に備えて、被

                                                  

*1 2011 年 11 月 5 日時点、タイ王国政府発表 
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害を受けた施設の応急復旧や改修の実施及び中・長期的視野に立った対策を検討する必要

がある。 

日本国政府は、洪水収束後の支援にも対応するため、2011 年 10 月 19 日から調査団を派

遣し、被害状況を確認しつつ、今後の復旧・復興の支援策を検討している。今回の洪水で

被災したアユタヤ県の工業集積地やバンコク都を含むチャオプラヤ川の治水に関して、JICA

は「チャオプラヤ川流域洪水対策総合計画調査(1996-1999)」等の支援の実績があること

から、タイ王国政府から JICA に対して、当時想定されていなかった都市化・工業化等の

状況の変化や、気候変動を加味した計画の再検討を行う調査の実施を期待している旨を言

及された。加えて、日本国政府は、今後短期的に必要とされる復旧・復興ニーズに対応す

るため、防災・災害復興支援無償案件の実施を検討した。 

2011 年の洪水は、アユタヤ県からバンコク首都圏にかけ点在する工業集積地にも多大な

被害をもたらした。被害を受けた工業集積地には多くの日系企業が製造拠点を持ち、輪中

堤等の洪水対策を講じたもの

の、洪水位は堤防天端から 1m

を超え中には3m以上に達した

地点もあった。工業集積地のみ

ならず、付帯する主要幹線道路

や周辺地域も同様に浸水した。

主要幹線道路においては、低標

高部は車両が走行不能な水深

まで冠水し、高速道路において

も同様で、冠水のなかった高架

部との連結が途絶え、結果とし

て陸上交通が寸断されサプライ

チェーン確保が不可能となった 

(写真 2-2-3-1.1 参照)。 

現在のタイ王国は、ASEAN 域内の部品調達及び製品加工拠点であり、サプライチェーン

が途絶したことで域内は勿論、欧米にまで生産影響が波及した。また、物流が確保できな

くなったことで、諸外国からタイ王国への輸出も阻害され、輸出入の双方向で打撃を受け

た。タイ王国と日本国の関係に注目すれば、サプライチェーン不全がもたらした日本国内

産業への影響は、電気機器や輸送機器など機械産業が欧米等に比べ大きかったことが産業

関連分析から明らかになっている*2。また、在タイ国日系企業対象のアンケートでも、洪

水による何らかの影響を受けた企業が全回答の 55%あったなかで、サプライチェーン混

乱による影響を受けたと回答した企業が 2 割強であった*3ことからも、道路交通網の確保

は 優先課題の 1 つと捉えて然るべきである。 

                                                  

*2 住友信託銀行 調査月報 2011 年 12 月号 
*3 ｢タイ洪水被害の教訓｣ 東京海上日動火災保険(株) 2012 年 2 月 

出典：Engineering and Technology Magazine Website 

写真 2-2-3-1.1 洪水被害にあった高速道路(アユタヤ県)
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バンコク都北部の国道1号線バンパインから南東部国道34号線ワットサルド間の約63km 

を結ぶフルアクセスコントロール自動車専用道路（有料高速道路）は、バンコク都外環状

道路（国道 9 号線）の一部を構成する。円借款事業として 4 車線（2 車線×南・北 2 方

向）が 1999 年 3 月に完工、さらに、タイ王国の自己資金により 4 車線（2 車線×南・

北 2 方向）、計 8 車線の拡幅事業が 2008 年に完工した。首都中心部を通り交通渋滞の著

しい国道 1 号線の代替道路、また、アユタヤ地区工業集積地とバンコク首都圏、バンコ

ク港、東部臨海地域、レムチャバン港を結ぶ産業道路として南北軸交通の重要な役割を果

たしている。 

しかしながら、2011 年洪水時には 大 122cm の冠水により、10 月中旬から 11 月中旬

までの約１ヵ月間通行止めとなり、南北の物流が滞る大きな要因となった。前述したよう

に、物流停滞は経済活動を阻害し、その結果タイ王国国民のみならず世界規模での生活の

質(Quality of Life)を損なうことになる。そこで、住民生活の維持向上及び工業集積地の持

続的な成長に大きく寄与する緊急性の高い防災・災害復興計画として、本プロジェクトが

計画された。 

(4) 環境社会配慮を要する活動 

本プロジェクトにおいて、環境社会配慮を考慮すべき活動は以下のとおりである。 

1) 道路改修工事（道路面嵩上げ、排水路等周辺設備、料金所施設の改修） 

2) 資機材搬入（ダンプトラック、トレラートラック等による資機材の搬入・搬出） 

なお、上記 1) の主要内容を表 2-2-3-1.2 に示す。 

表 2-2-3-1.2 道路改修工事の主要内容 

工種 工事内容 主な投入機材 施工期間

既存舗装撤去工 
高規格舗装構造 t-20cm 、 
中央分離帯ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾘｱ 

バックホウ、 
バックホウ型ブレーカ 

路盤工 
モータグレーダ、 
振動ローラ、タイヤローラ 

舗装工 

高規格舗装構造嵩上げ  
中央分離帯ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾘｱ嵩上げ  

AC 舗設フィニッシャー、 
振動ローラ・タイヤローラ 

料金所施設工 
ブース撤去・嵩上げ設置 バックホウ型ブレーカ、 

バックホウ、 
クレーン、ユニック 

道路排水施設工 
土工法面防護、排水施設補強 コンクリートミキサー車、 

バックホウ、クレーン 

有料道路整備・運

営・維持管理施設 

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置、区画線設置 
電光掲示板嵩上げ、交差架空施

設嵩上げ 

クレーン、ユニック 

歩道橋架け替え工 歩道橋嵩上げ（建築限界確保） クレーン、ユニック 

付帯工／仮設工 
ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ道路取付け、 
交通管理施設移設、南方向道路

(4 車線)の 5 車線分離施設等 

クレーン、ユニック 

19.0 ヶ月
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2-2-3-1-2 ベースとなる環境社会状況 

(1) 環境状況 

1) 地形と土地利用 

タイ王国の国土はインドシナ半島の中央部にあり、北部の山岳地帯、中央部のチャオプラ

ヤ川のデルタ地帯に位置する平野部、メコン川の水系にある東北部のコラート平原、山地

部の多いマレー半島部の四つ地域に大きく区分されている。 

プロジェクト対象地は、タイ王国中央部の中央平原、チャオプラヤ川流域デルタ地帯(平

地)に位置する。チャオプラヤ川河口に広がるデルタ地帯は、ナン川におけるピサノロー

ク付近より下流に広がる堆積平野で、きわめて低平である。チャオプラヤ川河口から約

100km 上流のアユタヤ地域においても、標高はわずか 5m 程度であり、地形勾配は、

1/100,000～1/50,000 と非常に緩やかである。デルタ地帯は、肥沃な土壌と灌漑の普及か

ら大規模な穀倉地帯を形成している。またバンコク首都圏周辺では都市近郊農業が拡大し

ている (図 2-2-3-1.4 参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                出典：ICEM Website 

図 2-2-3-1.4 タイ王国における土地利用 
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本プロジェクトの対象地域（国道 9 号線）は、バンコク都北部から東部地域にあり、北

部地域では、ほぼ一帯が水田地帯である。道路線形に沿って家屋が散在しており、他道路

とのジャンクション付近では小・中規模の工場、商業施設が点在している。対象地域の南

部では、住居地域が増加する傾向がある。特に市街地から放射状に延びる主要幹線道路沿

いでは、水田から転換された郊外型住宅団地の開発が顕著である。 

2) 自然環境 

① 気候  

タイ王国は熱帯モンスーン気候に属し、季節は雨期と乾期に大別できる。対象地域が

位置するバンコク都近郊の年間平均気温は 28.6℃、平均湿度 72% （2008 年データ）

と高温多湿で年間を通して蒸し暑く、日本国の 7、8 月頃の気候と同じである。3～5

月が も暑く、昼間の戸外では気温が 40℃を越える日もある。6～10 月の雨期には毎

日 1～2 時間の降雨がある。この時期、バンコク都では各所で道路が冠水し、著しい

交通渋滞を引き起こす。乾期は 11～5 月であるが、11 月中旬～2 月は も気候の良い

時期で、夜間及び朝方は涼しく感じることができる。表 2-2-3-1.3 には、バンコク都

における月別気候（気温、湿度、降雨日数）を示す。 

2011年においては、6月にほぼ全土で南西モンスーンの影響を受け豪雨に見舞われた。

6 月下旬には、台風 4 号（Haima）が北部地域を中心に豪雨をもたらし、鉄砲水や地

すべりが生じた場所もあった。7 月には台風 8 号(Nock-Ten)が上陸し、8～9 月にかけ

ては南西モンスーンが北部、中部、東北部地域を襲撃した。雨季の終盤である 10 月

は、北東モンスーンが南下して中部地域に豪雨をもたらした。北部下流域での大雨、

洪水に高潮が相乗し、チャオプラヤ川流域を含む中部、バンコク都及びその周辺地域

にまで洪水被害が広がった。 

表 2-2-3-1.3 バンコクの月別気候（2008 年） 

月別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Max. 36.3  35.3  36.8  38.1 36.1 36.4 35.2 36.0 35.6 35.3  35.2  34.0気温

(℃) Min. 17.9  21.2  22.0  24.0 23.7 22.9 24.1 23.8 23.9 24.0  20.5  19.1

平均気温（℃） 27.8  27.9  29.6  30.3 29.3 29.3 28.7 29.1 28.5 28.6  27.4  26.4

平均湿度（％） 64  70  68  72 75 75 76 75 77 80  70  63

降雨日数（日） 1  9  3  13 17 20 19 29 24 23  7  0

（注記）年間 高気温：38.1℃、年間平均気温：28.6℃、年間降雨日数：156 日、 
年間平均湿度：72％、年間総雨量：1,902.4 ㎜  (出典：在タイ国日本国大使館 HP） 
 

② 生態系 

タイ王国には、約 15,000 種の植物が生息していると報告されている。ただしこの数

字は、タイ王国の植生の 15～30%に関する知見に基づくことから、全体ではタイ王国

には 4 万から 8 万種の植物が生息すると推定される*4。哺乳類は約 300 種（14 目 42

                                                  

*4 財団法人バイオインダストリー協会 HP による (http://www.mabs.jp)。 
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科）が知られ、うち 40 種が稀少或いは絶滅危機にあると考えられている。鳥類は、

982 種が報告されている。その他、魚類 4,400 種(淡水・海水魚)、陸棲脊椎動物 1,610

種、爬虫類 350 種、両生類 137 種が知られている。うち、鳥類の 60 種、魚類の 14

種、無脊椎動物の 14 種、両生類及び爬虫類の 20 種が絶滅危惧種に指定されている。

図 2-2-3-1.5 は、タイ王国における自然保護地域を示す。なお、本プロジェクト対象

地域は多目的使用区域 (Multiple Use Are) になっており、希少生物種の保護指定はさ

れていない。 

 
出典： ICEM 

図 2-2-3-1.5 タイ王国の保護区域分布 

③ 水資源 

【地表水】1950 年以降、タイ王国政府は全国におよそ 3,000 の貯水ダムを建設し*5、雨

季に水を貯め乾季に利用してきた。このことにより、チャオプラヤ川流域に

大規模な稲作をもたらし、また都市部の経済成長を促進してきた。 

                                                  

*5 タイで初めてのダムは、1957 年チャイナート県に建設されたチャオプラヤダムである。 
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タイ王国初の多目的ダムは、1964 年に世界銀行の援助で建設されたピン川上流

にある Bhumibol ダム(集水域面積 26,400km2、発電能力 713MW)である。次い

で、1972 年にはナム川上流に Sirikit ダム(集水域面積 13,130km2、発電能力

500MW)が完成した。両ダムともに、タイ王国電力公社(EGAT)が管理・運営し、

その主目的は発電であるが、灌漑用にも運用されている。 

豊富な水資源量を有するチャオプラヤ川流域ではあるが、2009 年の天然資源・

環境省 公害管理局(PCD)によるモニタリング調査によれば、水質に関しては上

流及び中流域では“Fair(良好)”を示したものの、本プロジェクト計画地域のあ

るバンコク首都圏周辺の人口密集地にある下流域では“Deteriorated(劣化)”で

あった*6。図 2-2-3-1.6 には、全国の主要 48 河川を対象とした、河川水汚染度

マップを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：Thailand State of Pollution Report 2009 (MNRE) 

図 2-2-3-1.6 タイ王国主要河川における水質モニタリング結果（2009 年） 

                                                  

*6 水質基準：”Good(良質)”, ”Fair(良好)”, “Deteriorated(劣化)”, “Highly Deteriorated(劣悪)”の 4 段階。 
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本プロジェクトの対象地域であるチャオプラヤ川下流域では、およそ 100 万ヘクター

ルの耕地に灌漑用水を供給するための用水路網が発達し、そのために数多くの堰が設

けられている。中でも重要な役割を果たすのは、デルタ地帯にある Rama VI 堰(1924

年完成)と、Chainat のチャオプラヤ分水ダム(1957 年完成)である。ラーマ VI 世堰は

80 年以上前に建設されたにもかかわらず、いまだ運用されている。分水ダムはチャオ

プラヤ分水ダム上流にも設けられ、例えば Phitsanulok のナン川にある Naresuan ダム

(1985 年完成)は、Sirikit ダムからの放水を緩衝し灌漑用として提供している。 

④ 大気質 

1980 年代以降の経済成長により、バンコク首都圏及びその周辺地域には多くの工業集

積地が建設された。それに伴い、モータリゼーション化も進展し、自動車保有台数も

2000 年に入り増加している(表 2-2-3-1.4 参照)。さらに、モーターバイク台数も増加

の一途で、人口が集中するバンコク首都圏の大気質は悪化の一途である。 

表 2-2-3-1.4 タイ王国の自動車登録台数 

単位：1,000 台   

2004 年 2005 年 2006 年 

総台数 乗用車比 総台数 乗用車比 総台数 乗用車比 

7,264 42% 7,988 43% 8,822 43% 

2007 年 2008 年 2009 年 

総台数 乗用車比 総台数 乗用車比 総台数 乗用車比 

9,700 39% 9,772 43% 10,184 44% 

出典：日本自動車工業会「世界自動車統計年報 2011」 

 

本プロジェクト対象地域であるバンコク都及びその周辺地域は、交通渋滞が恒常化し

ており、それが大気汚染に拍車をかけている(写真 2-2-3-1.2 参照)。特に問題視される

のは排煙中の粒子状物質(PM)であり、肺に沈着し呼吸器障害等の健康被害も引き起こ

している。PCD は、他の関連省庁と連携し低公害型自動車の基準を設けてはいるもの

の、路上走行車両の約 75%を占めるオートバイ、整備不良のディーゼルトラックやバ

スが大気汚染を助長している。しかしながら、徐々にではあるが新型車両へ移行し、

さらに道路網も発達して渋滞緩和が実現している。発電所の多くは化石燃料を使う火

力発電で、バンコク首都圏及び中部地域での産業活動からの大気汚染物質排出は、全

国の 60%以上を占めている。 
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写真 2-2-3-1.2 バンコク都の交通渋滞 

⑤ 廃棄物 

2009 年のタイ王国における年間一般ごみ発生量は 1,511 万トン、一日当りおよそ 4.1

万トンであった。地域別ではバンコク都で 8,834 トン/日(全国比 21%)、本プロジェク

ト対象地域を含むバンコク都周辺は 16,368 トン/日(同 40%)であった。都市部のごみ

発生量は年々増加し、バンコク都周辺地域は前年比+9.7%であった。 

全国で再利用された廃棄物量 390 万トン(26%、2009 年)で、そのうち約 80%がリサ

イクルされた。内容はガラス片、紙類、金属類である。残りのうち、有機物は発酵さ

せ肥料や燃料に転用している。工業部門では約 1200 万トン/年のリサイクル可能廃棄

物が発生し、そのうちの 67%が再利用された。 

(2) 社会状況 

1) 地域社会 

タイ王国の地域区分は、一般にバンコク都及び周辺地域(バンコク首都圏)、中部、東部、

西部、北部、東北部及び南部の 7 区域に区分されている。プロジェクト対象地域が含ま

れるパトゥムターニー県はバンコク首都圏、アユタヤ県は中部に含まれる。表 2-2-3-1.5

には、バンコク首都圏及び中部地域に属する行政単位の内訳、及びそれぞれの面積及び

人口を示す。 

表 2-2-3-1.5 区域に含まれる行政単位（バンコク首都圏、中部、全国 2010 年） 

区域域名 行政単位名(都県) 面積(万 km2) 人口(万人) 

バンコク都市圏 
(6 都県) 

バンコク都、パトゥムターニー県、ノンタブ
リ県、ナコンパトゥン県、サムットサコン県、
サムットプラカン県 

0.8 
(1.5%)* 

1,024 
(16.1%)* 

中部 
(6 県) 

アユタヤ県、サラブリ県、ロッブリ県、 
シンブリ県、チャイナート県、アントン県 

1.7 
(3.2%)* 

298 
(4.7%)* 

全国 
(77 都県) 

 51.3 
(100%)* 

6,353 
(100%)* 

*: 全国(100%)に対する構成比          出典：JBIC｢タイの投資環境｣ (2011 年) 
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バンコク首都圏及び中部地域は、いずれもチャオプラヤ川流域の一部を構成し、その豊

かな水資源を利用して、古くは稲作を中心とした農業が経済活動の中心であった。しか

し、近代になりバンコク都及びその周辺地域への人的、財的資源の集中が進み、農業中

心の産業から製造業へ移行されてきた。1970 年代になると、タイ王国工業団地公社が主

体となり工業集積地整備を開始、1980 年代後半からはプラザ合意後の円高影響を受け、

日系企業によるバンコク首都圏及びチャオプラヤ川流域の工業集積地への進出が増加し

た。 

急速な経済発展と人口流入、都市化の進展に伴い、バンコク首都圏は多くの問題に直面

している。とりわけ、慢性的な交通渋滞、環境悪化、洪水時の冠水、さまざまなインフ

ラ整備が喫緊の課題である。交通渋滞に焦点を当てると、2009 年のタイ王国全土の自動

車(二輪車含む)登録台数は 2,718 万台で、10 年間で約 1.4 倍だが、バンコク首都圏は約

1.5 倍で全国平均を上回っている。     

本格的な長期道路整備計画は、第 1 次国家経済社会開発計画(1962～1966 年)を受けて作

成された道路整備 7 ヵ年計画(1965～1971 年)に始まる。第 5 次国家経済社会開発計画

(1982～1986 年)では、バンコク都東南部 80～200 km 圏の臨海地域を新たな国内産業拠

点として総合開発する｢東部臨海開発計画｣が着手された。本開発計画を受け、運輸省道

路局(DOH)策定の第 6 次道路整備 5 カ年計画において、東部外環状道路をはじめ 3 路線

の新設が計画された。 

タイ王国は、ASEAN 諸国ではインドネシア共和国、フィリピン共和国、ベトナム社会

主義共和国に次ぐ人口を抱えているが、2034 年の 7,146 万人をピークに減少に転じる見

込みである(米国センサス局推計)。さらに、15～60 歳の労働人口は 2014 年にピークを

迎え、高齢化が進み始めている。 

2) 地域経済 

2008 年の世界同時経済恐慌(リーマン・ショック)の影響で、タイ王国経済も大きな打撃

を受けた。1997 年のアジア経済危機以降、積極的な外資導入と内需拡大が功を奏し、

2002 年から 2007 年まで GDP 成長率 5 %以上を維持してきた矢先であった。2008 年は

成長率 2.5%で留まったものの、2009 年は-2.3 %まで大きく転落した。これを受けタイ

王国政府は、大規模な財政支出による景気刺激策を執りつつ、実体経済の下支えを図っ

た。同時に影響を受けた海外輸出市場の回復もあって、タイ王国経済も 2010 年は GDP

成長率 7.8 %を記録した。 

本プロジェクト対象地域であるパトゥムターニー県があるバンコク首都圏、ならびにア

ユタヤ県が属する中部地域は、タイ王国経済を牽引する主要地域である。地域別の名目

GDP 構成比(2008 年)は、バンコク首都圏が 42 %、中部が 7.6 %で全国の約半分の GDP

をこの地域が生み出している。両地域、および沿岸部を含む東部地域では、とりわけ第

2 次産業の比率が高く、輸出額の多くがこの地域に依存していることがわかる 

(表 2-2-3-1.6 参照)。 
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表 2-2-3-1.6 地域別の名目 GDP 産業別構成比 

単位：%

全国 バンコク
首都圏

中部 東部 東北部 南部 北部 西部

100.0 42.0 7.6 15.6 11.5 9.6 9.4 4.3
11.5 0.5 0.6 1.1 2.5 3.3 2.4 1.0
43.3 18.3 5.4 10.9 2.7 2.0 2.6 1.5

鉱業 3.4 0.0 0.1 2.3 0.1 0.3 0.5 0.1
製造業 34.2 16.3 4.9 7.4 1.8 1.2 1.6 0.9
公益業 3.1 0.9 0.3 0.9 0.2 0.2 0.2 0.4
建設業 2.7 1.1 0.1 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1

45.2 23.1 1.7 3.6 6.4 4.3 4.4 1.8

3.4 1.5 0.2 0.2 0.5 0.4 0.4 0.2その他

全体
第１次産業

第2次産業

第3次産業

 
出典：JBIC｢タイの投資環境｣ (2011 年) 

順調に経済成長の波に乗りかけたタイ王国であったが、2011 年洪水の被害により経済活

動に大打撃を受けた。世界銀行の推計によれば、被害総額は 1.4 兆バーツ(約 3 兆 4、550

億円)に達し、2011 年の GDP 成長率は予測値 3.7%から 2.4%に下方修正された。1.4 兆

バーツはタイ王国の GDP の 10%以上に相当し、その被害の大きさは甚大である。前述

したように、アユタヤ県からバンコク首都圏にかけ点在する工場集積地は壊滅的被害を

受け、そこに多くの工場を有する日系企業が被災した。これら被害にあった日系企業の

うち、8 割弱は現地に留まり生産活動をすることがアンケート結果*7より明らかになっ

ている。タイ王国政府への要望の 1 つに挙げられた、抜本政策の早期実施にはサプライ

チェーン確保も含まれている。 

この状況を受け、インラック首相は洪水被害からの復旧と今後の長期洪水対策のため、

9,000 億バーツ規模の「ニュー・タイランド計画」を実施すると発表した(2011 年 11 月

1 日付 JETRO HP 情報より)。うち 1,000 億バーツは工業集積地復旧に、残りの 8,000

億バーツは洪水に対する工業集積地の予防措置や、水の管理の総点検に活用する計画で

ある。 

2-2-3-1-3 相手国の環境社会配慮制度・組織 

(1) 環境法体系の概要 

1) 国家環境保全法の成立 

タイ王国における 初の環境関連法は、国家環境保全法(1975 年)*8である。本法は、環

境政策に関し首相に助言する機関である科学技術環境省(MOSTE)*9傘下の国家環境委員

会(NEB)の運営を規定するために成立した経緯がある。 

1979 年には、国家環境保全法の改正時に環境影響評価(EIA)制度が採択された。 

1991 年のクーデターで国の開発に関わる多くの法案が廃止または改定された。国家環境

保全法も廃止されたが、翌 1992 年 3 月 29 日、環境管理に関する多くの項目を盛り込ん

                                                  

*7 JETRO バンコク事務所 ｢タイ大洪水」に関する被災企業アンケート調査結果｣ (2012 年 2 月) 
*8 Improvenent and Conservation of National Environment Quality Act, A.D. 1975 
*9 2002 年、科学技術環境省が天然資源環境省(MNRE)に改組された。 
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だ国家環境保全推進法が制定された。その際、国家環境委員会は EIA が必要なプロジェ

クトの種類とプロジェクト規模を決定した。 

2) 憲法における規定 

1997 年憲法第 56 条において、「国民の権利」として国民が環境保全手続きに参加する

権利を初めて規定した。また、2007 年憲法第 67 条 2 項では、環境に重大な影響のある

プロジェクトの実施を制限し、アセスメントと住民からの意見を反映させる義務を規定

した*10。 

3) 環境基準 

1992 年国家環境保全推進法 第 32 条では、下記の事項に係る基準が規定されている。 

  ① 水質（河川、湖沼、貯水池等） 

  ② 水質（河口を含む海水） 

  ③ 水質（地下水） 

  ④ 大気質 

  ⑤ 騒音、振動 

  ⑥ その他 

なお、現行の環境基準は NEB 告示のほか、工場を所轄する工業省省令、その他省庁の

省令や告示が入り乱れており、必ずしも NEB 基準に統一されているわけではない。 

 

(2) 環境アセスメント(EIA) 

環境アセスメントについては、国家環境保全推進法 第 46～48 条で定めている。46 条では

天然資源環境大臣が環境に影響を与える政府、公営企業および民間プロジェクトの種類及び

規模を定めている。第 47 及び 48 条ではアセスメントの報告、承認の詳細を規定している。

34 種の事業、活動が EIA 対象に指定されている。EIA が必要なプロジェクト及び規模を表 

2-2-3-1.7 に示す。 

表 2-2-3-1.7 EIA が必要なプロジェクト 

No. プロジェクトの種類 プロジェクト規模 

1 鉱山法に基づく鉱業 全ての規模 

2 石油開発 全ての規模 

3 石油及び燃料油のパイプライン輸送システム 全ての規模 

4 工業団地 全ての規模 

5 化学生産工程を有する石油化学工業 生産量 100 トン/日以上 

6 石油精製工業 全ての規模 

7 天然ガス分離または改質工業 全ての規模 

8 炭化ナトリウム、水酸化ナトリウム、塩酸化ナトリウム及びブリーチ

ング・パウダー生産の原料として塩化ナトリウムを使用するクロロ

アルカリ工業 

各物質について生産量 100 トン/

日以上 

                                                  

*10 EIA および健康アセスメント(HIA)の実施、住民および利害関係者からの意見聴取という適切

なプロセスを踏んだ場合のみ、例外的に実施を認めるとしている。 
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No. プロジェクトの種類 プロジェクト規模 

9 セメント生産 全ての規模 

10 紙パルプ生産 生産量 50 トン/日以上 

11 化学的プロセスを使用した農薬生産 全ての規模 

12 化学的プロセスを使用した化学肥料生産 全ての規模 

13 砂糖に係る工業 全ての規模 

14 鉄または鉄鋼工業 生産量 100 トン/日以上 

15 鉄または鉄鋼工業ではない鉱物精錬、または金属溶解 生産量 50 トン/日以上 

16 酒造、アルコール生産、並びにビール、ワイン生産 酒造、アルコール：4 万 L/月以上

ビール、ワイン：6 万 L/月以上 

17 工場法に基づくゴミ、または廃物に限定した廃棄物改質工場 全ての規模 

18 火力発電所 発電量 10MW 以上 

19 特別道路(高速道路) 全ての規模 

20 国立公園、海岸地域、国際的に重要な流域、遺跡、史跡または

歴史公園、世界遺産エリア、もしくは周辺地域を通過する国道、

または道路 

全ての規模 

21 軌道を使った公共輸送システム 全ての規模 

22 港湾 船舶収容能力 500 トン以上 

埠頭長さ 100m 以上、面積

1,000 m2 以上 

23 スポーツ船舶ハーバー 船舶収容能力 50 隻以上、 

もしくは面積 1,000 m2 以上 

24 海での埋め立て 全ての規模 

25 防波堤、砂防杭など海中、または海のそばでの建設もしくは移

設 

防波堤：長さ 200m 以上 

その他：全ての規模 

26 空港など空輸システム 滑走路長さ 1,100 m 以上 

27 環境の質に影響を及ぼす恐れのある川岸、海岸、湖岸、または

砂浜、もしくは国立公園、または歴史公園内に建設する建物、

小売業、または卸売業で使用する建物、高層事務所ビルなどの

建築物管理法に基づく建築物 

高さ 23 m 以上、 

もしくは面積 1 万 m2 以上 

28 土地分譲法に基づく住宅、または商業事業のための土地分譲 500 区画以上、もしくは 

面積 100 ライ (16 ha)以上 

29 診療所法に基づく病院、または診療所 

1)河川、湖、海岸から 50m 以内 

2)その他 

30 床以上 

60 床以上 

30 ホテル法に基づくホテル、またはリゾート 80 室以上、または利用面積

4,000m2 以上 

31 建築物管理法に基づく集合住宅 80 室以上、または利用面積

4,000m2 以上 

32 貯水ダム、または貯水池 貯水量 1 億 m3 以上、 

または面積 15 km2 以上 

33 灌漑 面積 8,000 ライ (1,280 ha)以上

34 内閣が第 1 級水源域と定めたエリアにある全種類のプロジェクト 80 室以上、または利用面積

4,000m2 以上 

出典：Thai Law Forum website, http://www.thailawforum.com 
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EIA 報告書の構成は以下の 5 項目である。 

① プロジェクト内容など事業計画の概要  

② プロジェクト予定地域の現状の各種環境データ 

③ プロジェクト実施による環境影響の評価 

④ 環境影響を防止、または 小化するための緩和措置の内容及び必要な費用 

⑤ 大気・水質の環境モニタリング計画 

具体的には、プロジェクトの実施による直接・間接、短期、長期的な環境影響の予測調査結

果、環境資源への影響を防ぐ対策、回復不可能な環境影響を与えた場合の対応措置などを盛

り込まなければならない。 

実施手続は民間プロジェクトと政府プロジェクトで若干異なる。民間プロジェクトでは、提

案者が環境政策・環境計画事務局(OEPP)及び所轄官庁に報告書を提出する。予備チェック、

専門委員会による審査等で標準 60 日間を要する。 

政府プロジェクトで内閣承認が必要な場合は、報告書提出は国家環境委員会となる。当委員

会は OEPP や専門委員会の意見をもとに審査し、答申を内閣にする。内閣はその結果や意見

に基づき事業承認を決定する。図 2-2-3-1.7 には政府プロジェクトにおける EIA の実施手続

きフローを示す。 

ONEPへ事業TORを提出

   EIA及び事業F/Sを提出

  承 認
  非承認

専門家/

研究所からの意見聴取

国家環境委員会

閣   議

公聴会の開催

国家環境委員会

独立委員会への意見聴取

ONEP

非
適
正

政府 / 国営企業

専門委員会による審査

ONEP

 

図 2-2-3-1.7 EIA の実施手続きフロー（政府プロジェクト） 
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また、2007 年憲法第 67 条 2 項では、環境に重大な影響のあるプロジェクトの実施を制限し、

アセスメントと住民からの意見を反映させる義務を規定している。憲法第 67 条に基づく EIA 

の作成を義務付ける 11 プロジェクトを表 2-2-3-1.8 に示す。 

表 2-2-3-1.8 憲法第 67 条に基づく EIA の作成を義務付ける 11 プロジェクト 

No. プロジェクトの種類 プロジェクト規模 

1 海・湖の埋め立て 面積 300 ライ（48ha.）以上 
2 鉱業法に基づく鉱物資源の採掘業 全ての規模 
3 工業団地法に基づく工業団地、または 

工業団地に類似する事業 
石油化学工業、鉱物製錬工場を一ヵ所以上有す
る工業団地、及びこれらの工場に対応するため拡
張する工業団地 

4 石油化学工業 35%以上の設備増強の河川上流事業、日量 100 
トン/日以上の河川中流事業等 

5 鉱物製錬、または金属溶解 溶鉱炉、銅・金等の製錬等 
6 放射性物質の製造、除去、調整 全ての規模 
7 廃棄物の改質工場、または廃棄物の埋め

立て、または焼却所（セメント焼成炉での燃
焼使用を除く） 

全ての規模 

8 滑走路を持つ空港 3,000 m 以上 
9 港湾・船着場 埠頭の全長が 300 m 以上、または貯水池面積が

1 万 m2 以上 
10 貯水ダム・池 1 億 m2 以上、または面積 15 km2 以上 
11 火力発電所 石炭：＞100MW、バイオマス：＞150MW、 

コジェネ天然ガス：＞3,000MW、 
全ての規模の原子力発電所 

 

このように、タイ王国には国家環境保全推進法に基づく EIA 制度(表 2-2-3-1.7 参照)、なら

びに憲法が定める EIA 制度(表 2-2-3-1.8 参照)の 2 種類が存在する。前者は、事業実施が影

響を及ぼす対象を主に｢環境」としているのに対し、後者の憲法(第 67 条)が定める EIA 制度

は事業実施が影響を及ぼす対象を｢環境及び健康｣としている点で違いがある。ある事業を計

画する場合、まずは上位法規である憲法が定める EIA 事業に該当するか検討する。該当する

場合は環境影響評価(EIA)のみならず健康影響評価(HIA)も実施して審査、承認を得る必要が

ある。憲法規定に該当しない場合は、国家環境保全推進法が定める事業(34 種類)に当たるか

検討することになる。 

既設道路改修事業である本プロジェクトは、表 2-2-3-1.7 及び表 2-2-3-1.8 から憲法ならび

に国家環境保全推進法が規定する EIA 事業に該当しない。したがって、関連法の定める EIA

レベルの環境影響評価、審査ならびに承認を要さない。 

 

(3) 主な関係当局 

タイ王国の環境管理計画の策定、実施及び管理監督は天然資源・環境省が担っているものの、

下記に示す省庁・部局、地方自治体も関連事業や地域の環境管理を実施している。 

天然資源・環境省(MNRE) 

 天然資源・環境計画政策局 (ONEP)  環境政策の立案、管理運営など 
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 汚染管理局 (PCD) 環境汚染のモニタリングおよび取締り  

 環境保全推進局 

 海洋・沿岸資源局 

 鉱物資源局 

 水資源局 

 地下水資源局 

 国立公園・野生動物・植物局   

 森林局 

工業省 (MoI)  工場建設に関与 

 工場局 (DIW) 

 工業団地公社 (IEAT) 

地方自治体 

 特別市：バンコク都 (BMA)、パタヤ市 

 76 県 (Changwat)、760 郡 (アンプー)、7300 タンボン(Tambon)、2 万村(ムーバーン) 

 

2-2-3-1-4 代替案（ゼロオプションを含む）の比較検討 

表 2-2-3-1.9 には、本プロジェクト及び代替案について、実施なし(ゼロオプション)を含んで

比較検討した結果を示す。 
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表 2-2-3-1.9 代替案（ゼロオプションを含む）の比較検討 

項目 ゼロオプション(BaU) オプション 1 オプション 2 提案プロジェクト 

概要 

・いかなるプロジェクトも実施されない。 ・North Bound(N.B.,北方向)道路面嵩

上げ工で、2011 年レベルの洪水位

以上の道路面嵩上げ工。 

・South Bound(S.B.,南方向)道路面の

嵩上げ工で、2011 年洪水での冠水

部が対象。同洪水位から -20 cm 嵩

上げ。道路横断の勾配より冠水時に

おいても、車線は制限されるが道路

は使用可能な状況となる。 

・N.B.道路面嵩上げ工で、2011 年洪

水での冠水部が対象。同洪水位から 
-20 cm 嵩上げ。道路横断の勾配より

冠水時においても、車線は制限され

るが道路は使用可能な状況となる。 

メリット 

・なし 

 

 

 

・冠水しても円滑かつ安全な道路交通

が確保できるため、地域経済への負

のインパクトを抑制することができる。 

・廃材の殆どはリサイクル可能。 

・地域雇用創出効果は検討プロジェク

ト 3 案件中で も高い。 

・2011 年レベルの冠水でも車両通行

が担保されるため、地域経済への負

のインパクトを軽減できる。 

・廃材の殆どがリサイクル可能。 

・地域雇用創出に貢献する。 

・2011 年レベルの冠水でも車両通行

が担保されるため、地域経済への負

のインパクトを軽減できる。 

・オプション 1 に比べ低コスト施工が可

能。 

・廃材の殆どがリサイクル可能。 

・地域雇用創出に貢献する。 
技
術
・経
済
面 

デメリット 

・2011 年レベルの洪水が発生する場

合は、通行不可能区間が多発し、物

流ならびに地域経済活動への甚大な

負の影響が想定される。 

・嵩上げ高アップのため事業費が増大

する。 

・嵩上げ対象の延長区間が大きいた

め、長期間の工期が必要となる。 

 

・2011 年レベル洪水が発生した場合、

冠水区間が生じ、道路交通は確保で

きるが交通量の制限が生じる。 

・接続道への出入車線数が N.B.と比

べ多く工事費が増大する。 

・対象地域は東側から西側への勾配で

あり、本オプションでは既存排水施設

の延長や新たな排水管の敷設が必

要となる可能性がある。そのため工事

量増大の可能性がある。 

・2011 年レベル洪水が発生した場合、

冠水区間が生じ、道路交通は確保で

きるが交通量の制限が生じる。 
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項目 ゼロオプション(BaU) オプション 1 オプション 2 提案プロジェクト 

メリット 

・プロジェクトがないため人為的な環境

社会負荷は発生しない。 

 

 

・既設道路工事であるため新たな土地

取得がなく、住民移転は発生しない。

・既設道路工事であるため特別配慮が

必要な自然環境、文化財等がない。 

・既設道路工事であるため新たな土地

取得がなく、住民移転は発生しない。

・既設道路工事であるため特別配慮が

必要な自然環境、文化財等がない。 

・環境負荷はオプション 1 に比べ小さ

い。 

・既設道路工事であるため新たな土地

取得がなく、住民移転も発生しない。 

・既設道路工事であるため特別配慮が

必要な自然環境、文化財等がない。 

・環境負荷はオプション 1 に比べ小さ

い。 
環
境
社
会
配
慮 

デメリット 

・洪水発生時に冠水し物流が途絶えれ

ば地域経済に悪影響が生じ、社会混

乱を引き起こす可能性がある。 

・地域経済のみならず、物流寸断は世

界規模で経済に影響を与えタイ王国

の信用失墜につながる。 

・施工延長が長くなるため廃棄物量が

増大する。 

・工期及び交通渋滞延長が環境に与

える影響は 3 案件の中で も大きい。

・嵩上げ高さが提案プロジェクトよりも高

くなるため景観(見通し)への影響が懸

念される。 

・工期の延長が案件中 大の交通渋

滞をもたらす。。事故の発生確率は検

討プロジェクト 3 案件中で も高い。 

・工事による交通渋滞、事故の発生が

想定される。 

・道路横断勾配の影響により排水に要

する時間が増大する可能性がある。 

・接続道路数が提案プロジェクトに比

べ多く、また排水施設の増設等が必

要となる可能性があるため、工事に伴

う環境負荷は増大する可能性が高

い。 

・工事による交通渋滞、事故の発生が

想定される。 

 

 

判定及び根拠 

推奨されない 

・洪水対策に寄与しない。 

・洪水災害による地域経済及び環境社

会への影響が、どのプロジェクト案の

影響に比べ大きい。 

 

推奨されない 

・対策便益に比べプロジェクト費増大

の影響が大きい。 

・防災機能提供までの期間が長いた

め、脆弱である期間が長くなる。また

緊急支援プロジェクトであるため長期

間の工期は理解が得られにくい。 

 

推奨されない 

・提案プロジェクトに比べ洪水時の効

果はほぼ同等だが工事費が割高であ

る。 

・環境に対する負荷は提案プロジェクト

よりも増大する可能性が高い。 

推奨される 

・検討案の中で も経済的な施工が可

能である。 

・B/C が検討プロジェクト 3 案件中で

も高い。 

・環境社会負荷も検討プロジェクト 3 案

件中でもっとも小さい。 
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2-2-3-1-5 スコーピング 

前節までに記載したとおり、タイ王国環境影響評価制度ならびに事業者(運輸省道路局：DOH)

への確認から、本プロジェクトによる環境への影響については評価の対象とはならない。し

かしながら、建設機械等の使用による環境への影響、場合によっては住民移転の発生が想定

されることから、JICA ガイドラインに沿った初期環境影響評価の実施が必要である。表 

2-2-3-1.10 には、本プロジェクトのスコーピング案を示す。 

表 2-2-3-1.10 スコーピング案 

プロジェクト実施主体 Department of Highways (DOH) 

評価 
分
類 

No. 影響項目 工事前 
工事中 

供用時
評価理由 

工事中：建設機械稼動に伴い、排出ガスや粉じんによる大気

質への影響が想定される。 
1 大気汚染 

B- B-/+ 
供用時：交通渋滞緩和や舗装改修で大気汚染の緩和が期待

される。 

2 水質汚濁 
B- D 

工事中：工事現場からの排水等による周囲への水質への影響

が想定される。 

3 廃棄物 
B- D 

工事中：建設廃材(ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、アスファルトコンクリート塊)や労

働者の廃棄するゴミ発生が想定される。 

4 土壌汚染 
D D 

有害化学物質は無使用のため土壌への影響は想定されな

い。 

工事中：建設機械稼動による騒音・振動が想定される。 5 騒音・振動 

B- B- 供用時：道路面嵩上げによる走行車両騒音の到達距離の変

化が生じる可能性がある。しかし、防音壁のような沿道環境対

策が住民に与える影響には変化がない。 

6 地盤沈下 
D D 

既設道路の改修工であるため、本プロジェクトの影響による規

模の大きな地盤沈下は想定されない。 

7 悪臭 
D D 

悪臭の発生源はほとんどなく、本プロジェクトの影響で悪臭は

想定されない。 

汚 

染 

対 

策 

8 底質 
D D 

既設道路の改修工であるため、底質に影響を与えることは想

定されない。 

9 保護区 
D D 

プロジェクト対象地域及びその周辺地域に国立公園や保護区

等は存在しない。 

10 生態系 
D D 

プロジェクト対象地域に希少動植物は存在せず、かつ既設道

路改修であるため、生態計への影響は想定されない。 

11 水象 D D 河川等の水流、河床の変化等は想定されない。 

自 

然 

環 

境 

12 地形・地質 
D D 

既設道路の改修工であるため、本プロジェクトが地形・地質の

特性変化に影響を及ぼすことは想定されない。 

13 住民移転 D D 住民移転の発生は想定されない。 

14 貧困層 
D D 

住民移転が発生しないため、補償対象となる貧困層への影響

は想定されない。 
社
会
環
境 15 少数民族・先住民族 

D D 
プロジェクト対象地域及びその周辺地域に少数民族・先住民

族は存在しないため、影響は想定されない。 
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プロジェクト実施主体 Department of Highways (DOH) 

評価 
分
類 

No. 影響項目 工事前

工事中
供用時

評価理由 

工事中：雇用機会の増大が期待される。 16 雇用、生計手段等の地

域経済 B+ B+ 供用時：洪水時における人の移動や物流が改善され地域経

済の活性化（被害の軽減等）に貢献する。 

17 土地利用や地域資源

利用 
B- D 

工事中：資材置場、事務所等のための土地利用が想定され

る。 

18 水利用 
B- D 

工事中：散水等の目的で施工時の水利用が想定されるが、地

域水利権へ影響するような規模の利用は想定されない。 

工事中：迂回車両が併行する一般国道(1 号線)へ流れること

による 1 号線の交通渋滞が予想される。 
19 既存の社会インフラや

社会サービス 
B- B+ 

供用時：洪水時における地域の社会サービスの向上に寄与す

ることが期待される。 

20 社会資本や地域の意

思決定機関等の社会

組織 
B- D 

工事中：工事実施に対する反対勢力の存在が懸念されるが、

既設道路改修であるため影響は小さいと考えられる。 

21 被害と便益の偏在 
D D 

既設道路改修であるため、周辺地域に不公平な被害や便益

を与えることはほとんど想定されない。 

22 地域内の利害対立 
B- D 

工事前：プロジェクトに対する周辺住民内の意識相違による対

立の可能性があるが、既設道路改修であるため影響は小さい

と考えられる。 

23 文化遺産 
D D 

プロジェクト対象地及びその周辺地域に文化遺産は存在しな

い。 

工事中：建設機械等の存在が若干周辺景観に影響を与える

可能性がある。 
24 景観 

B- B- 
供用時：道路面嵩上げによる周辺住民の視界変化が考えられ

るが、 大で 1m 程度の嵩上げであり影響は限定的である。 

25 ジェンダー 
D D 

本プロジェクトによる地域社会や経済への負の影響がないた

め、ジェンダーへの影響は想定されない。 

26 子供の権利 
D D 

本プロジェクトによる地域社会や経済への負の影響がないた

め、子供の権利への影響は想定されない。 

27 HIV/AIDS 等の 
感染症 

B- D 
工事中：感染した工事作業員の流入による感染症の伝播の可

能性がある。 

28 労働環境 
(労働安全を含む) 

B- D 
工事中：作業員の怪我や事故回避のために労働環境に配慮

する必要がある。 

社
会
環
境 

29 事故 
B- D 

工事中：交通渋滞や建設工事による事故の可能性が考えられ

る。 

工事中：工事中の建設機械や運搬車両稼動、交通渋滞が

CO2 排出量を増大させる可能性がある。 
そ
の
他 

30 越境の影響及び 
気候変動 

B- B+ 
供用時：将来の交通量増大と交通渋滞緩和の効果を勘案す

ると、本プロジェクト実施が非実施と比べて温室効果ガス排出

の減少が期待される。 

A+/-: 重大な正/負の影響が考えられる。 
B+/-: ある程度の正/負の影響が考えられる。 

 C+/-: 正/負の影響程度は不明 (調査検討が必要。調査過程で影響が明らかになる)。 
 D  : 影響の可能性はなし。 
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2-2-3-1-6 環境社会配慮調査の TOR 

2-2-3-1-5 節で検討したスコーピング案について、ランク B 以上で調査が必要な項目を抽出

し調査をする。そのための TOR 案を表 2-2-3-1.11 に示す。 

表 2-2-3-1.11 環境社会配慮調査の TOR 

No. 影響項目 調査項目 調査手法 

1 大気汚染 ①環境基準等の確認(タイ王国及
び日本国との比較) 

②大気質現況の把握 
③交通需要予測に基づく供用時

の交通量変化の把握 
④工事中の影響範囲の把握 

①既存資料調査 
②既存資料調査、必要に応じ実測 
③交通需要予測結果を踏まえた影響予測 
④工事に関する情報収集及び確認 
  内容、工法、期間、位置・範囲、建設機械

(種類、稼動位置、稼動期間、走行経路)
等 

2 水質汚濁 ①環境基準等の確認(タイ王国及
び日本国との比較) 

②工事中の影響範囲の把握 

①既存資料調査 
②工事に関する情報収集及び確認 
  内容、工法、期間、位置・範囲、建設機械

(種類、稼動位置、稼動期間、走行経路)
等 

3 廃棄物 ①建設廃棄物の処理方法 ①関連機関への聞取り、類似事例の収集 

5 騒音・振動 ①環境基準等の確認(タイ王国及
び海外例との比較) 

②影響エリアの把握 
③工事中の影響 

①既存資料調査 
②現地踏査（インベントリー調査） 
③工事に関する情報収集及び確認 
  内容、工法、期間、位置・範囲、建設機械

(種類、稼動位置、稼動期間、走行経路)
等 

17 土地利用や地
域資源利用 

①工事に係る土地確保の確認
(資材置場等) 

①関連機関への聞取り 

27 HIV/AIDS 等の
感染症 

①感染症対策 
  国内法規制、業界取組み等 

①既存資料調査 

28 労働環境(労働
安全を含む) 

①労働安全対策 
  国内法規制、業界取組み等 

①既存資料調査 

29 事故 ①交通安全対策 
  交通法規、業界取組み等 

①既存資料調査 

30 越境の影響及
び気候変動 

①温室効果ガスの排出量予測 
  (工事中) 

①既存資料調査、データ収集 

 

a 代替案の検討 ①アラインメントの検討 
②工法の検討 

①移転世帯数、用地取得を 小化するため
のプロジェクト計画 

②環境影響、工事中の交通渋滞等を軽減す
るための工法検討 

b ステークホル
ダー協議 

①影響住民・集落を対象にした
協議会の開催 

②住民からの意見の分析及びプ
ロジェクトへの反映 

①ステークホルダー協議会の開催(DOH) 
②他事例との比較、意見の精査及びプロ

ジェクトへの反映(DOH) 
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2-2-3-1-7 環境社会配慮調査結果(予測結果を含む) 

表 2-2-3-1.12 には、2-2-3-1-6 節で作成した TOR 案に従い実施した調査結果を示す。 

表 2-2-3-1.12 環境社会配慮調査結果 

影響項目 調査結果 

大気汚染 ①タイ王国及び日本国の環境基準は表 2-2-3-1.13 のとおりである。 

②道路局（DOH）実施の国道 9 号線用地境界における大気質モニタリング結果は以下
のとおり。 

位置 
(Sta.) 

測定 
時期 

TPS 24 hr 
(mg/m3) 

NO2 1 hr 
(ppm) 

CO 1 hr 
(ppm) 

2011.05
0.061 

(0.048-0.093) 
0.014 

(0.0067-0.036)
0.27 

(0.14-0.95) 
0+000 

2011.10
0.060 

(0.047-0.078) 
0.011 

(0.0054-0.0025)
0.33 

(0.18-0.91) 

2011.05
0.050 

(0.040-0.059) 
0.0068 

(0.0040-0.015)
0.28 

(0.15-0.99) 
22+000 

2011.10
0.039 

(0.032-0.045) 
0.0092 

(0.0042-0.019)
0.43 

(0.20-0.81) 

環境基準 0.12 0.17 30 

     備考：上段は期間平均値。下段(   )は測定期間中に得られた 小値－ 大値の範囲。 

   出典：DOH(2012) ‘バンコク東部外環状道路 環境モニタリング報告書’ (タイ語) 

これらの結果から、工事前供用時の大気質は環境基準を全て下回っていることが確
認された。 

③道路局（DOH）予測では、将来交通量伸び率は今後 5 年間は、およそ年+10%、以
降 5 年間は+10%を割るとしている。今後も通行車種比率(小型/大型)が一定と仮定す
れば、5 年後の交通量は現在比で約+60%となる。拡散を考慮せず、単純に発生源か
らの汚染物質増加分が影響すると仮定しても全物質で環境基準を超えることはない。
他方、今後は自動車整備状況が改善され、かつ低公害型車両が導入されることが期
待される。これらの条件を勘案すると上記仮定よりも交通による大気汚染は抑制される
と考えられる。 

④プロジェクトに係る工種、内容、使用機材及び期間は表 2-2-3-1.2 のとおり。具体的
な稼働台数は現在積算途中であるため未定。これら工種に必ず搬入用ダンプトラック
が稼動する。建設機械稼動が与える大気汚染物質は、環境基準に挙げた物質に加
え SO2 が考えられる。風向きにより民家方向に拡散することも考えられる。なお、道路
局（DOH）は、コントラクターに対し大気汚染低減のために低公害車の導入は強制し
ていない。車両トリップの短縮や建設機械の維持点検等で対応している。 

水質汚濁 ①タイ王国及び日本の環境基準は表 2-2-3-1.13 のとおりである。 

②プロジェクトに係る工種、内容、使用機材及び期間は表 2-2-3-1.2 のとおり。考えられ
る工事現場からの主な汚濁水は、粉じん飛散防止のための散水及び降雨後の雨水
である。その多くは自然蒸発すると考えられる。国内機関発注事業では特別な工事現
場へ(から)の入排水対策は実施されていないが、JICA や ADB など国際機関が関与
する事業ではコントラクターと協議し排水対策を講じるようにしている(DOH 担当より)。

廃棄物 ①工事による発生廃棄物及びその総量は、既存舗装撤去工でのアスファルト・コンクリー
トならびに中央分離帯コンクリートバリアで、現在算出中である。これら工事由来の廃
棄物はDOHが管理する保管場所(インターチェンジ付近の空ヤード等)で一定期間保
管後、再利用のために処理がされることが DOH 担当者への聞き取りで明らかになっ
ている。なお、タイ王国では建設現場から発生した廃棄物は一般廃棄物扱いで産業
廃棄物の定義に該当しない。よって、自治体の定める処理方法に従うことになる。再
利用後の用途案には、道路基礎材、植栽用ボックスなどが DOH のヒアリングから確認
されている。 

騒音・振動 ①タイ王国及び日本国の環境基準は表 2-2-3-1.13 のとおりである。 
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影響項目 調査結果 

 ②道路局（DOH）実施の国道 9 号線用地境界における騒音モニタリング結果は以下のとおり。
位置 
(Sta.) 

測定 
時期 

Leq 24hr 
(dB(A)) 

Lmax 
(dB(A)) 

用地境界
からの距離 

2011.05 64 
(63-64) 

95 
(83-95) 0+000 

2011.10 63 
(62-64) 

91 
(85-91) 

20.0m 

2011.05 64 
(59-66) 

101 
(83-101) 

22+000 
2011.10 60 

(58-64) 
100 

(82-100) 

18.0m 

環境基準 70 115  
    備考：上段:Leq は 24 時間平均値。Lmax は測定期間中の 大値。 

下段(   )は測定期間中に得られた 小値－ 大値の範囲。 
     出典：DOH(2012) ‘バンコク東部外環状道路 環境モニタリング報告書’ (タイ語) 

いずれの地点においても環境基準(Leq:70dB(A), Lmax:115dB(A))を超えることはな
かった。また現地踏査による North Bound 側道及びその周辺で、工事影響が及ぶと
予想される民家等の位置及び特徴を表 2-2-3-1.14 に示す。建設機材による騒音影
響予測(概算)は、例えば 22+000 地点では騒音影響の大きい重機の 1 つであるアス
ファルトブレーカー(PWL 文献値 115dB)が 1 台稼動した場合、受音点での機材が発
出する騒音レベルは約 82dB(A)と予測され、Lmax の暗騒音範囲内に収まる。同種機
材が 2 台稼動しても予測値は+3dB(A)の 85dB(A)であることがわかった。 

振動に関しては環境基準がなく、かつ測定結果もないため評価できていない。 

③プロジェクトに係る工種、内容、使用機材及び期間は表 2-2-3-1.2 のとおり。騒音・振
動防止を特に留意すべき工種は｢既存舗装撤去工｣、｢路盤工｣である。 

土地利用や 
地域資源利用 

①道路局（DOH）より、国道 9 号線沿いに DOH が管理する事務所、工事関係車両駐車
場及び資材置場用地を提供することが協議で決定していることが確認できた。 

HIV/AIDS 等の
感染症 

①建設労働者に対する感染症に係るタイ王国法規制はない。しかし労働者保護法
(1998)にある労働者保護および社会保障規則では、建設労働者は健康・福祉を含む
社会保障を受ける資格がある。疾病および感染症の検査も、社会保障規則に従い医
療機関で検査を受けることができる。ただし、道路局（DOH）は、JBIC その他機関の
協力のもと、工事労働者及び地域住民を対象とする HIV/エイズ・感染症対策プログラ
ムを立ち上げている*11(第 2 メコン国際橋架事業(2006 年 12 月開通))。 

労働環境(労働
安全を含む) 

①道路局（DOH）が定める特別な規則はなく、タイ王国の関連法規制に従っているとの
ことである。タイ王国の労働環境に関する法規には日本国の労働基準法に相当する
｢労働者保護法｣(1998 年 2 月 12 日制定)*12がある。建設作業に係る具体的な指針と
しては｢建設作業に係る労働安全・衛生・環境面の運営及び管理標準を定める省令｣
(2008 年 10 月 16 日制定)があり、工種別に細かく留意事項が規定されている*13。 

事故 ①国内法では｢道路交通法｣(1979 年 3 月15 日制定)がある。事故回避への具体的取組
みには工事区域の通知(電光掲示板や看板)、迂回路への誘導(カラーコーン、誘導
員)等が確認されている。事故発生時には、速やかに警察及び医療機関に連絡して
事後対応を進めている。 

越境の影響及
び気候変動 
越境の影響及
び気候変動 

①工事作業がもたらす温室効果ガス(CO2)の排出量は、(財)高速道路技術センター｢高
速道路事業における CO2 排出推計手法の提案｣に従い原単位法で推計した。なお、
各工事に対する CO2 原単位は表 2-2-3-1.15 に示す。 

 

                                                  

*11 円借款事業における HIV/エイズ対策(パンフレット)は以下サイトで閲覧可能：
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/approach/pdf/aids_j01.pdf 
*12 和文翻訳(国際安全衛生センター)は以下サイトで閲覧可能：
http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/thailand/law/labour_protection_law/index.htm  
*13 和文翻訳(JETRO)は以下サイトで閲覧可能：
http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/business/regulations/pdf/corporate_7_2008.pdf 
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影響項目 調査結果 

 温室効果ガス排出量 
工事対象 

(t-C) (t-CO2) 

道路工事(土工) 9,388.8 34,425.2 

施設工事(I.C.) 397.6 1,457.9 

合計 9,786.4 35,883.1 
         備考：工事区間延長:15.056km、工事対象施設:1 箇所 

ただし、この推計は新規事業を対象としたものであり、既設道路改修工に付帯する既
設舗装撤去は考慮されていない。また、資機材等運搬車両も運行計画算定中である
ため同様に加味されていない。データが揃い次第、再計算すればより精緻な温室効
果ガス排出量が推計できる。 

代替案の検討 ①、②、2-2-3-1-4｢代替案(ゼロオプションを含む)の比較検討｣を参照。 

ステークホル
ダー協議 

①、②、道路局（DOH）によれば、現時点では協議開催を予定していないとの返答で
あった。理由は既存道路の改修であるため住民影響は小さいと判断しているためであ
る。 

 

表 2-2-3-1.13 タイ王国と日本国の環境基準の比較 

環境基準値 
項目 単位 

タイ注 1 日本 
備考 

大気質 
TSP mg/m3 0.33 -  
SPM mg/m3 0.12 0.10 PM10 
SO2 ppm 0.12 0.04 
NO2 ppm 0.17 0.06 
CO ppm 30 10 
O3 ppm 0.10 0.06 

1 時間値の 1 日平均
値。 

河川水質 Class 3 Class 4 類型 B 類型 C 
pH - 5-9 5-9 6.5-8.5 6.5-8.5 
SS mg/l - - <25 <50 
DO mg/l >4 >2 >5 >5 

BOD mg/l <2 <4 <3 <5 
TCB MPN/100ml <20,000 - <5,000 - 

Class(タイ)および類
型(日本)の規定は、
注 2 を参照。 

騒音 Leq Lmax Leq 
特定建設

工事 
 

 

dB(A) 70 115 
45-55 

(60-65) 
85 

Leq は住宅用地域。
(  )は 2 車線以上の
車線を有する道路に
面する地域 

振動   特定工場 
特定建設

工事 
 

 
dB 環境基準なし 55-65 75 

日本でも環境基準は
定められていない 

注 1：タイ国環境基準は｢国家環境保全推進法｣(1992 年 3 月 29 日制定) 第 32 条において規定される。 
注 2：Class 3；中程度の水質で主に農業用水に使用される。使用には通常処理機での処理が必要。 

Class 4；Class 3 より水質は劣り、工業用水に使用される。使用には特殊処理機での処理が必要。 
類型 B；水道 3 級および水産 2 級に相当するもの。タイ Class 3 に相当。 
類型 C；水産 3 級および工業用水 1 級に相当するもの。タイ Class 4 に相当 
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表 2-2-3-1.14 工事対象区間の配慮すべき社会環境（North Bound 側道） 

位置 

(Sta.) 
周辺環境 特徴 

12+000 
~ 

12+500 

・2 つの集落(計 10 軒程度) 
・建設会社の資材倉庫 

倉庫は側道沿いにあり。 
集落は側道から 10m 程度奥にあり。 

13+700 ・運送会社のコンテナ集積場 側道沿いにあり。 

14+500 
・小型商店群(4 店舗) 
・工場(小規模) 

側道沿いにあり。 
側道交通量は多い。 

16+200 ・事務所及び工場(機械製作) 側道沿いにあり。 

16+600 ・キリスト教会 用地境界から約 200m 遠方にあり。 

17+500 ・ヒンズー教寺院 用地境界から約 50m 遠方にあり。 

24+300 ・工場（内容不明） 側道沿いにあり。 

26+000 ・集落(2－3 軒程度) 側道沿いにあり。 

 

表 2-2-3-1.15 高速道路(4 車線)建設工事の建設機材(直接負荷)による CO2排出原単位 

CO2 排出原単位 
工事区間 主要工種 

t-C/km t-CO2/km 

土工区間 
切盛土工、法面工、跨路橋下部工、 

函渠工、付帯工(側道)、用排水工、 
交通管理施設、舗装工 

618.5 2267.8 

 

表 2-2-3-1.16 施設工事（高速道路）の CO2排出原単位 

CO2 排出原単位 
施設 主要工種 

t-C/箇所 t-CO2/箇所 

インターチェンジ 
道路照明設備、情報板設備、電力施

設、通信施設、料金所建設、ケーブル

等 
397.6 1457.9 
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2-2-3-1-8 影響評価 

2-2-3-1-7 節で実施した環境社会配慮調査結果を踏まえ、スコーピング案の再評価を表 

2-2-3-1.17 に示す。 

表 2-2-3-1.17 調査結果に基づく影響評価 

ｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ時の 

影響評価 

調査結果に基づく

影響評価 分

類 
No 影響項目 

工事前 

工事中 
供用時

工事前

工事中
供用時

評価理由 

工事中：建設用機械の稼動計画が未定であり具体

的な影響範囲は把握できなかった。ただし、現況大

気質は基準をクリアしていることから工事による環境

基準を超過するような重大な影響は予見されない。

１ 大気汚染 

B- B-/+ B- B-/+ 供用時：将来交通量が増大する予測である(5 年間

で+60%)が、大気汚染物質拡散モデルによる簡易

予測結果から将来においても環境基準をを超えるこ

とはないと判断された。低公害車の普及や TDM の

ようなソフト対応で大気汚染を低減させる余地は十

分にある。 

工事中：プロジェクト対象区間の近傍は稲作水田が

広がり、また路肩は十分整備されていないため対策

を講じなければ汚濁水が流出してしまう可能性があ

る。ただし、施工段階では有害物質は使用しないた

め甚大な汚濁は生じない。また、工事中は漏水がな

いよう十分な措置が採られる。 

2 水質汚濁 

B- D B- D 

供用時：汚濁水発生源がないため影響はない。 

工事中：道路局(DOH)が調達及び管理する保管場

所の確保、ならびに適正処理方法が確認できた。 
3 廃棄物 

B- D B- D 
供用時：廃棄物発生がないため廃棄物による環境

への影響は発生しない。 
4 土壌汚染 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 

工事中：建設用機械騒音が環境に及ぼす影響は少

ないことが建設機械騒音の簡易伝播予測結果より

判明した。しかし、工事予定変更による影響は考慮

すべきである。 

5 騒音・振動 

B- B- B- B+ 

供用時：道路面嵩上げ高さは 1m 程度であるため道

路交通騒音の到達距離変更はほとんどないと思わ

れる。路面更新で騒音低減が期待される。 

6 地盤沈下 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 

7 悪臭 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 

汚 

染 

対 

策 

8 底質 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 

9 保護区 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 

10 生態系 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 

11 水象 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 

自
然
環
境 

12 地形・地質 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 

13 住民移転 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 

14 貧困層 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 
社
会
環
境 15 少数民族・先住民族 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 
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ｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ時の 

影響評価 

調査結果に基づく

影響評価 分

類 
No 影響項目 

工事前 

工事中 
供用時

工事前

工事中
供用時

評価理由 

工事中：工事需要が地域雇用や関連産業等に正の

影響を与えることが期待される。 
16 雇用、生計手段等の

地域経済 
B+ B+ B+ B+ 

供用時：道路が改良されることで物流・人流が確保

され、洪水時の地域経済に貢献する。 
17 土地利用や地域資

源利用 
B- D D D 

工事中：資材置場や事務所に必要な用地は、道路

局(DOH)が管理する用地が供与される。 
18 水利用 

B- D D D 
工事中：散水には公共水道の利用を第一とし、それ

以外は道路局(DOH)が許可する水源を利用する。

地域の水利用に悪影響を与えることは想定されない｡

工事中：工事中に閉鎖する車線数を極力抑えるた

め交通渋滞は緩和されることが期待される。 
19 既存の社会インフラ

や社会サービス 
B- B+ B- B+ 供用時：周辺に学校や病院など特段な配慮が必要

な施設はない。かつ、道路整備効果で地域の社会

サービスの向上に寄与することが期待される。 
20 社会資本や地域の

意思決定機関等の

社会組織 
B- D B- D 

工事中：反対勢力は工事開始前後に表面化するた

め影響程度は現時点ではわからない。 

21 被害と便益の偏在 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 
22 地域内の利害対立 

B- D B- D 
工事前：利害対立の有無は確認できないが、既設

道路改修であるため、あっても影響は小さいと思わ

れる。 
23 文化遺産 D D N/A N/A スコーピングﾞﾞ時の評価と同じ。 

工事中：建設機械等の存在が周辺景観を損なう可

能性がある。 
24 景観 

B- B- B- B- 
供用時：道路面嵩上げ高さは 1m 程度であるため景

観に与える影響はほとんどないと考えられる。 
25 ジェンダー D D N/A N/A スコーピングﾞﾞ時の評価と同じ。 
26 子供の権利 D D N/A N/A スコーピングﾞ時の評価と同じ。 
27 HIV/AIDS 等の 

感染症 
B- D B- D 

工事中：道路局(DOH)にはエイズ対策の取組み実

績がある。リスク回避が期待できる。 
28 労働環境(労働安全

を含む) B- D B- D 
工事中：建設工事に係る労働安全等の運営管理に

関する国規則等があるため、それを順守すれば良

好な労働環境を確保できる。 

社
会
環
境 

29 事故 
B- D B- D 

工事中：迂回案内や誘導が十分にできれば事故件

数は抑えられる。 
工事中：モデルケースを使った CO2 排出は算定で

きたものの検討余地は残る。 そ
の
他 

30 越境の影響及び気

候変動 
B- B+ B- B+ 供用時：将来交通量増加は改修工の有無に係らず

所与であるため、改良道路は走行車両からの CO2

低減に寄与することが期待される。 
A+/-: 重大な正/負の影響が考えられる。 
B+/-: ある程度の正/負の影響が考えられる。 

 C+/-: 正/負の影響程度は不明 (調査検討が必要。調査過程で影響が明らかになる)。 
 D  : 影響の可能性はなし。 
 N/A: 該当なし(Not Applicable)  

 

2-2-3-1-9 緩和策および緩和策実施のための費用 

表 2-2-3-1.18 に緩和策を示す。緩和策実施のための費用算定作業は現在積算中であるため未

記入とした。ただし、モニタリング費用は積算済であるため記載した。 
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表 2-2-3-1.18 緩和策及びその実施のための費用 

No. 影響項目 緩和策 実施機関 責任機関 
費用注 1 
(THB) 

工事前/工事中 

1 大気汚染 1.建設機械の維持管理を励行し、常に良好な状態を保つようにする。また不必要な稼動を抑える施

工管理をする。 

2.巻上げ粉じん防止のため必要箇所では散水を行う。 

3.工事車両は国の定めた排出基準に適合したものを使用するよう管理指導する。土砂等の運搬時

は 短ルートを運行し CO2 排出を 小限に抑えるとともに、荷台をシートで覆い砂塵や埃の飛散

を 小限に抑える。 

4.監視項目を定め、法令順守の確認で適宜モニタリングを実施する。順守すべき環境基準は表 
2-2-3-1.13 とする。 

コントラクター 道路局(DOH)  
 
 
 
 
 
 

240,000 
(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 

2 水質汚濁 1.工事現場で発生した汚水(雨水、散水など)のうち、汚濁が問題になるものについては、 
a) 簡易の濁水処理装置で処理した後に公共排水路に放水する(例：沈砂池)。 

  b) 現場浄水用の貯水ピットを用いて、処理業者に委託する。 

2.監視項目を定め、法令順守の確認で適宜モニタリングを実施する。順守すべき環境基準は表 
2-2-3-1.13 とする。 

コントラクター 
 

道路局(DOH)  
 
 

180,000 
(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 

3 廃棄物 1.建設廃材：事業者(DOH)指定の保管場所(インターチェンジ近傍ヤード)に運搬し、道路局(DOH)
管理の下で再利用・廃棄を行う。 

2.労働者が廃棄する一般ゴミ：工事現場の指定場所に集積し、コントラクター管理の下で廃棄処分

を行う。同時に常時、工事現場及び周辺に廃棄物を散乱させず、工具等は元位置に戻すよう整

理整頓を作業員に徹底させる。 

コントラクター 道路局(DOH)  

5 騒音・振動 1.発生騒音が大きい建設機械には防音カバーで覆い騒音発生を極力抑制する。杭打ち作業を伴

う場合は、打撃型杭打ち機を使用しない工法を採用する。 

2.夜間作業は極力避ける施工計画を策定する。やむを得ず夜間作業が生じる場合は、建設機械を

防音カバーで覆うなど防音対策をし、周辺住民に迷惑を掛けないよう配慮する。 

3.周辺住民から苦情があった場合は工事を中断し、事業者とコントラクターが対応策を協議する。 

4.監視項目を定め、法令順守の確認で適宜モニタリングを実施する。順守すべき環境基準は表 
2-2-3-1.13 のとする。 

 

コントラクター 道路局(DOH)  
 
 
 
 
 

252,000 
(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 
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No. 影響項目 緩和策 実施機関 責任機関 
費用注 1 
(THB) 

17 土地利用や 

地域資源利用 

1.資材置場や事務所等、工事区域外で用地使用が必要な場合は、事業者(DOH)が責任を持って

調達し、コントラクターが事故等ないよう管理する。 

コントラクター 道路局(DOH)  

19 既存の社会インフラや

社会サービス 

1.交通渋滞緩和のため、コントラクターは事業者、交通警察と事前協議し緩和対策を講じる。 

2.工事車両は速度制限を設け、事故防止のための標識、防護施設等を配置する。 

3.作業スケジュール関連情報を TV、ラジオ、インターネット等メディアを通じて広報する。 

コントラクター 道路局(DOH)  

20 社会資本や地域の 

意思決定機関等の 

社会組織 

1. コントラクターが事業者(DOH)の承認のもと、反対勢力に対して事業の意義、効果を説明し、理

解及び合意を得るよう努める。 

コントラクター 道路局(DOH)  

22 地域内の利害対立 1.事業者(DOH)が調停役となり、利害対立解決を補佐する。 道路局(DOH) 道路局(DOH)  

24 景観 1.工事区域内の機械配置を整然とさせ、かつ廃棄物や工具の散乱がないよう整理整頓を促進し、

健全な景観を保つようコントラクターが管理する。 

コントラクター 道路局(DOH)  

27 HIV/AIDS 等の 

感染症 

1.正しい知識習得のための定期的な講習会の開催。 

2.プロジェクトマネージャーが危険行動をしないよう監督する。 

コントラクター 道路局(DOH)  

28 労働環境 

(労働安全を含む) 

1.｢建設作業に係る労働安全・衛生・環境面の運営及び管理標準を定める省令｣(2008 年 10 月 16

日制定)はじめ国内関連法に基づく労働条件の順守(労働時間、賃金など)。 

2.作業服、ヘルメット着用の義務。 

3.朝礼や講習会を利用した労働衛生に関する啓発活動。 

4.事故発生時の緊急対応体制の確立。 

コントラクター 道路局(DOH)  

29 事故 1.仮設迂回路を設け交通流動を確保する。交通誘導員(旗振り)を配置して適切な誘導を行う。 

2.交通渋滞緩和のため、コントラクターは事業者、交通警察と事前協議し緩和対策を講じる。 

3.工事車両は速度制限を設け、事故防止のための標識、防護施設等を配置する。 

4.作業内容、時期等の関連情報を TV、ラジオ等メディアを通じて広報する。 

コントラクター 道路局(DOH)  

30 越境の影響及び 

気候変動 

1.工事による温室効果ガス排出量の算定。 

2.算定値に基づき排出低減可能要因を特定し、低減に努める(車両、重機など)。 

 

 

1.JICA 注 2 

2.コントラクター

道路局(DOH)  
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No. 影響項目 緩和策 実施機関 責任機関 
費用注 1 
(THB) 

供用時 

1 大気汚染 1.大気モニタリングを実施し、工事前データと比較する。交通渋滞により大気汚染が誘発されたなら

ば、交通量の抑制(車種別、時間帯別)などを行い排ガス規制の強化を図る。 
道路局(DOH) 道路局(DOH) 160,000 

(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 

5 騒音・振動 1.騒音・振動のモニタリングは、法規制に従う道路局(DOH)が定めるモニタリング計画に含まれる。

住民からの苦情があった場合、聞取りを行い、工事前との騒音・振動環境の変化を把握する。 

2.供用後に悪化したと思われる場合は、モニタリング調査を実施して実態把握をした上で低減のた

めの対策を検討する(遮音壁、速度規制など)。 

道路局(DOH) 道路局(DOH)  
 

168,000 
(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 

24 景観 1.事業対象道路沿いでは良好な景観を維持する(例：植生のメンテナンス、ごみ等の清掃など)。 
周辺住民から苦情があった場合はその内容を聞き取り記録する。 

2.将来において景観を変化させるようなことがある場合は、住民協議会等を開催し住民の理解と合

意を得る。供用時の姿(構造)を工事前に示す。 

道路局(DOH) 道路局(DOH)  

Total cost  

注 1：モニタリング費用は定期実施を基に算出したものである。詳細については表 2-2-3-1.19 を参照。 

注 2：「30. 越境の影響及び気候変動」の工事による温室効果ガス排出量の算定 は、(財)高速道路技術センター「高速道路事業における CO2 排出推計手法の

提案(平成 16 年 12 月)」に従い行なうものとする。 
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2-2-3-1-10 環境管理計画・モニタリング計画(実施体制、方法、費用など) 

本プロジェクトの対象地域は、都市化された地域にあり、環境変化を受けやすい特定の生物

種や遺跡、文化財、さらに保護すべき少数民族等も存在していない。しかしながら、大気質

や水質等の環境に影響を与えやすい自然環境に関しては、計画的な観察、計測・分析、監視

等を行う必要がある。本報告の結果から、本プロジェクトが環境社会に及ぼす影響は少ない

ものの、汚染がないことを証明する活動も必要である。図 2-2-3-1.8 には環境管理及びモニ

タリング実施体制の模式図を示す。工事中においては、モニタリングが実施された後に、報

告フロー(黒矢印)に従い順次報告がもたらされる。測定結果に対し不審点や差し戻しがあっ

た場合はフィードバック(赤矢印)される。フィードバックは原則として赤矢印に従うが、重

大な環境影響が発見され緊急を要する場合は JICA(監督機関)が責任機関である道路局(DOH)

へ直接フィードバック(青矢印)して対応する場合もある。他方、供用時においてはモニタリ

ング実施機関が DOH に移管されるため、DOH がモニタリングの実施・結果管理をする。モ

ニタリング結果はDOHが管理するが、日本側機関(JICA/Survey Team)にもDOHが報告する。

日本側機関は場合に応じモニタリング結果に関するフィードバックを DOH に行なう。 表 

2-2-3-1.19 には環境モニタリング計画案を示すが、今後の施工計画の変更等で内容を見直す

余地は十分にある。 

コントラクター

(実施機関)

DOH
(責任機関)

Study Team
(管理機関)

JICA
(監督機関)

モニタリングコンサルタント
(現場監督)

工事中

コントラクター

(実施機関)

DOH
(責任機関)

Study Team
(管理機関)

JICA
(監督機関)

モニタリングコンサルタント
(現場監督)

工事中

 

DOH

(実施機関)

JICA / 
Study Team

(日本側機関)

モニタリング

報告 ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

(ﾒｲﾝ)
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

(ｻﾌﾞ)
依頼

指示のフロー

供用時

DOH

(実施機関)

JICA / 
Study Team

(日本側機関)

モニタリング

報告 ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

(ﾒｲﾝ)
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

(ｻﾌﾞ)
依頼

指示のフロー

供用時

 

図 2-2-3-1.8 環境管理及びモニタリング実施体制 
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表 2-2-3-1.19 環境モニタリング計画案 

環境項目 項目 地点 頻度 参照基準注 1 責任機関 
費用注 2 
(THB) 

工事中注 3 
大気質 TSP, CO, 

NO2, SO2 
用地境界 2 箇所
(案：Sta.16+600, 
26+000)注 4 

四半期毎、また
は汚染物質の発
生が多い工期 

環境基準 
(タイ王国)

240,000

水質 pH, SS, DO, 
BOD, 油類 

処理水(放流水) 
1 箇所 

2 月に 1 回 環境基準 
(タイ王国)注

5 

180,000

騒音・振動 Leq, Lmax 
振動レベル 

用地境界 2 箇所
(案：Sta.16+600, 
26+000) 注 4 

四半期毎、また
は騒音振動発生
が多い工期 

環境基準 
(タイ王国)注

6 

コントラクター 

252,000

供用時 
大気質 TSP, CO, 

NO2, SO2 
用地境界 2 箇所
(案：Sta.16+600, 
26+000) 注 4 

半年毎 
(供用後 2 年間)

環境基準 
(タイ王国)

160,000

騒音・振動 Leq, Lmax 
振動レベル 
 

用地境界 2 箇所
(案：Sta.16+600, 
26+000) 注 4 

半年毎 
(供用後 2 年間)

環境基準 
(タイ王国)注

6 

道路局
(DOH) 168,000

注 1：参照基準値は表 2-2-3-1.13 を参照のこと。 

注 2：費用は定期実施を基に算出したものである。 

注 3：工事前の環境配慮項目(大気質、水質、騒音。振動)モニタリング結果は文献調査値を原則採用する。ただし、

周囲環境変化に応じ事業主体(DOH)が必要と判断すれば実測定を行う。その際の頻度は 1 回とする。 

注 4：道路局(DOH)が 2011 年に実施したモニタリング調査と同じ地点も候補地となる。 

注 5：Class 4 の基準を適用する。ただし、SS は日本国の環境基準(類型 C)を適用する。油類の基準は目視で 

｢油膜が水表面で確認できないこと｣とする。  

注 6：振動レベルの基準は日本国の特定建設工事基準(75dB)を適用する。 

 

2-2-3-1-11 ステークホルダー協議 

本プロジェクトは既存道路の改修工事であるため、道路局（DOH）は、現時点ではステーク

ホルダー対象の協議開催を計画していない。しかしながら、緩和策等で言及したように、住

民等から要求があった場合、また DOH や地方自治体が開催を必要と考えた際には、可及的

速やかに関係者にアナウンスし協議開催を実施することが肝要である。迅速な行動と対処が

円滑な事業遂行に求められる。 

 

2-2-3-2 用地取得・住民移転 

2-2-3-2-1 用地取得・住民移転の必要性（代替案の検討） 

本プロジェクトにおいては、すべての活動は道路通行権(ROW)の範囲内で実施されるため用

地取得は発生しない。また、既設道路の改修工事(嵩上げ)であるため、住民の生活に負の影

響を与えることもない。従って住民移転は発生しないと想定される。 

なお、何らかの影響により、環境・社会的影響を与える用地取得、住民の移転等が発生した

場合、速やかに事業者である道路局（DOH）がこれに対応する。
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第3章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクト概要 

(1) 上位目標とプロジェクトの目標 

タイ王国政府は、2011 年の洪水に対する短期的対策に加え、中期的・長期的対策として、

2011 年 12 月 27 日にチャオプラヤ川洪水対策マスタープランを閣議決定した。 

上流域では、森林と土地の復旧、貯水池建設、中流域では、地方都市の保護、洪水の人為的

氾濫、下流域では重要経済地域の保護、放水路と迂回水路の建設といった対策を講じる方針

である。これらのほか、土地の利用や開発の規制、早期警戒システムの構築も計画されてい

る。 

また、タイ王国政府の各関連省庁は、洪水被害の発生後、緊急復旧および今後の洪水対策を

計画している。 

本事業計画は運輸省道路局（Department of Highways, Ministry of Transport：DOH）の今

後の整備計画（緊急復旧、中期計画、長期計画）のうち、中期計画として位置づけられてい

る。 

2011 年 12 月から JICA が実施している「チャオプラヤ川流域洪水対策プロジェクト」は、3

コンポーネントで構成されている。そのうちの 1 コンポーネント（コンポーネント 2）は、

防災災害復興支援無償による事業実施を想定している。洪水対策プロジェクト「Umbrella 

Project」と規定し、防災・災害復興支援無償を「Project」と規定している。 

本プロジェクトは、アユタヤ県及びパトゥムターニー県に位置する東部外環状道路（国道 9

号線）の北方向道路 4 車線、約 30km 区間における道路面冠水区間の洪水対策としての嵩上

げによる道路縦断線形の改修計画であり、洪水時においても、タイランド湾、スワンナブー

ム空港、バンコク北部の工業集積地を結ぶ産業道路が機能し、アユタヤ県、バンコク都等の

周辺地域の洪水時の損害リスクを軽減し、工業集積地を中心としたチャオプラヤ川流域の持

続的な成長に寄与することを目的とした防災・災害復興支援無償に係る一般プロジェクト無

償型案件である。 

(2) プロジェクトの概要 

タイ王国政府実施機関である運輸省道路局（DOH）と調査団との協議の結果、タイ王国から

の要請内容を以下のとおり確認した。 

 東部外環状道路（国道 9 号線）の北方向道路片側 30km 区間の道路面嵩上げによる改修。 

 道路面の嵩上げは、2011 年既往 大洪水位が 20cm の冠水を許容する高さまで、または、

それ以上の高さまでの嵩上げである。 

 料金所の嵩上げ設置。 

 

本事業に関連して実施される本調査の目的は以下のとおりである。 
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1）プロジェクトの背景、目的および内容を把握し、プロジェクト実施に対する我が国の防

災・災害復興支援無償（一般プロジェクト無償型）の位置付け、効果、技術的・経済的

妥当性を検討する。 

2）協力の成果を得るために必要、かつ 適な事業内容・規模につき、概略設計、詳細設計

Ⅰおよび概算事業費積算を行い、入札図書作成参考資料を作成する。 

3）プロジェクトの成果・目標を達成するために必要な相手国側分担事業の内容、実施計画、

留意事項等を提案する。 

また、本調査の範囲およびスケジュールは以下のとおりである。 

1）当該セクター・地域の現状、プロジェクトの背景、目的、内容、実施体制等を確認する。 

2）プロジェクトの全体計画と本防災・災害復興支援無償（一般プロジェクト無償型）の位

置付けを検討するとともに、防災・災害復興支援無償（一般プロジェクト無償型）事業

の概略設計、詳細設計Ⅰに必要な資料・情報を収集する。 

3）防災・災害復興支援無償（一般プロジェクト無償型）事業の妥当性および効果を明確に

するとともに、 適な協力計画案を策定、協力対象とする施設等の概略設計、詳細設計

Ⅰ、概算事業費の積算、維持管理計画の策定および入札図書作成参考資料の作成等を行

う。 

4）本案件の目的に適した効果指数を設定し、ベースライン調査を行い、事業事前計画表（概

略設計時）（案）を作成する。 

5）プロジェクトの成果・目標の達成のために必要な相手国側分担事業の内容、実施計画等

を明確にし、プロジェクト全体の有効な運営・維持管理について必要な提言を行う。 

6）上記成果のうち、概略設計に係る事項を Progress Report として取りまとめ、2012 年 5

月に相手国政府関係者への現地説明・協議を行い、詳細設計Ⅰおよび入札図書作成参考

資料の作成等に反映させる。Progress Report の主要内容は次のとおりである。 

①Technical Notes 

②Preliminary Design 

③Undertakings and Inputs from earth Government 

④Necessary Measures for Environmental and Social Consideration 

7）上記成果を Final Report として取りまとめ、2012 年 8 月に相手国政府関係者への現地

説明・協議を行ったうえで 終報告書を作成する。Final Report の主要内容は次のとお

りである。 

①Detailed Design 

②Implementation Plan 

③Cost Estimation 

④Maintenance and Monitoring Plan 

⑤A set of Reference Documents for making Bid Documents 
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3-2 協力対象事業の概略設計（D/D Ⅰ） 

3-2-1 設計方針 

3-2-1-1 基本方針 

本プロジェクトは、2011 年の洪水により多大な冠水被害を受け、長期間に亘り通行止めが余

儀なくされたアユタヤ県およびパトゥムターニー県に位置する東部外環状道路（国道 9 号線）

の約 30km 区間における標高の低い区間の道路計画高の嵩上げに伴う縦断線形および料金所

等の付帯施設の改修であり、洪水時の冠水被害を緩和し、南北を結ぶ産業道路としての機能

を確保するため実施する防災・災害復興支援無償（一般プロジェクト無償型）案件として位

置づけされている。 

上記の対象道路の現状および位置付けを踏まえ、本プロジェクトの基本方針を以下のように

設定する。 

1）道路計画高の嵩上げに伴う道路縦断線形改修の計画対象道路は、北方向道路（4 車線）

とし、洪水時における南北の基軸幹線道路としての機能を 小限確保できるような計画

の検討を行う。 

2）道路計画高の嵩上げ区間設定の基準となる洪水位については、2011 年洪水位（既往

大洪水位：80 年確率）を基本に計画する。 

3）道路面の嵩上げは、上記の料金所施設が洪水位で路肩部分において 20cm 程度の冠水を

許容する高さまで嵩上げする（4 車線のうち、2 車線は道路横断勾配により冠水しない）

計画の検討を行う。 

4）料金所区間の嵩上げは、上記の洪水位が冠水しない高さ（洪水位+10cm 程度）まで嵩上

げする計画の検討を行う。 

5）嵩上げ対象区間については、洪水による冠水の影響を受けない道路構造とするとともに、

冠水状況を緩和する道路排水計画の検討を行う。 

6）嵩上げ対象区間における側道の嵩上げは考慮しない。計画対象道路の流入・流出ランプ

については、嵩上げ高さに応じた縦断計画のすり付けを行い、交通の円滑性および安全

性を確保できる適切な計画を検討するとともに、先方実施機関に対し、当該箇所に関す

る将来的な洪水対策計画についての提言を行う。 

7）道路設計にあたっては、タイ王国で広く適用されている AASHTO（米国道路運輸行政官

協会）基準および同基準を基に作成されたタイ王国の設計基準を適用する。タイ王国に

ない設計基準については、日本の基準（道路構造令等）を準用する。舗装構成について

は、既存舗装構成および実施機関（DOH）の設計基準を適用する。 

8）施工形態は道路占用工事としての必要な条件を満たすものとする。事業実施の緊急性を

勘案し、施工（北方向道路、4 車線）は昼夜間作業による 2 段階施工の断面閉塞を基本

とする。施工段階における一般交通供用は、南方向道路において、南方向 3 車線、北方

向 2 車線及び北方向道路において北方向 1 車線で供用するような検討を行う。 
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3-2-1-2 自然環境条件に対する方針 

以下に示す対象地域の気象条件、洪水状況、および本調査で実施した各種自然条件調査の結

果を踏まえ、本プロジェクトの設計方針を設定する。 

タイ王国の気候は、熱帯モンスーン気候に属し、気象は 5 月中旬から 10 月の雨季、11 月か

ら 2 月中旬の乾季、2 月中旬から 5 月中旬の暑季の 3 シーズンに分けられる。国土は、南北

の距離が も長い部分で 1,860km、また、南北の緯度の差が 16 度あることから同じ熱帯で

も地域により様々な気象変化が見られる。対象地域周辺では、 高気温が約 34 度、 低気

温が約 25 度、年平均気温が約 29 度、年間平均降雨量は約 1,500mm である。 

(1) 設計計画洪水位および洪水確率の設定方針 

1）道路面嵩上げ高さ、および嵩上げ区間設定の設定基準となる設計計画洪水位は 2011 年

洪水位（既往 大洪水位）を基本に計画する。 

2）設計計画洪水位は、対象道路区間の各種構造物等に残された 2011 年洪水痕跡 

（Flood-Marks）を基礎資料とした測量・解析結果を基に設定する。 

3）上記の洪水痕跡を基礎資料として利用し、設定した設計計画洪水位の発生確率の検討に

関する解析概要は次のとおりである。 

・使用データ ナコンサワン水位観測所(N15°40′14.99″、E100°06′45.00″)の

データを使用、ナコンサワン地点の流域面積は約 105,000km2 

・使用する標本数 55 年分、1957 年～2011 年 

・対象となる総流量 2011 年のナコンサワン地点での年間総流量は 47,456MCM(約

475 億 m3)、6 ヶ月間の最大流量は 38,519MCM(約 385 億 m3) 

・解析結果 2011 年の洪水(6 ヶ月流量)は 80 年に一度の発生確率(80 年確

率洪水、年超過確率 1/80 の洪水) 

確率密度関数は、適合度が高く(最小二乗誤差が 0.04 以下)、推

定誤差が最も小さい Gumbel 法を採用 

・確率解析の留意点 ・ ナコンサワン上流の氾濫による流量減少が含まれている(自然

状態) 

・ チャオプラヤ川のような大河川の洪水確率を通常のように洪水

ピーク流量では評価できない 

・ したがって、流量確率で評価するのが妥当である。 

・ 洪水期間は 6 ヶ月程度であることから、6 ヶ月の洪水総流量を標

本として解析を行った 

 

2011 年洪水位に関する測量・解析結果は図 3-2-1-2.1 に、設計計画洪水位の基準設定に関す

る検討の結果は、表 3-2-1-2.1 に示すとおりである。 
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図 3-2-1-2.1 測量・解析結果（2011 年洪水位） 

表 3-2-1-2.1 設計計画洪水位 

区間 設計計画洪水位 備考 

Sta.0+000～Sta.5+900 FL. 3.588 Average 

Sta. 5+900～Sta.13+000 FL. 3.569 Average 

Sta.13+000～Sta.24+000 Varies Linearly calculated 

Sta.24+000～Sta.30+000 FL. 3.098 Average 

 

(2) 自然条件調査 

1) 自然条件調査項目及び内容 

サイト状況（自然条件）調査および自然状況調査の項目および内容は次のとおりである。 

表 3-2-1-2.2 自然条件および自然状況調査 

調査項目 調査目的 調査位置 調査事項 調査方法 

自然条件（サイト状況）調査 

1. 測量調査 対象道路改修の計画・設計に必

要な設計計画洪水位、地形、諸

施設の現況のデータ収集 

本プロジェクトの対

象道路区間 
・既存基準点確認 
・洪水痕跡測量 
・道路測量： 
 ・平面測量 
 ・縦断測量 
 ・横断測量 

現地測量 
(再委託業務)

2. 地質調査 対象道路改修の計画・設計に必

要な地質状況のデータ収集 
本プロジェクトの対

象道路区間、材料供

・既存対象道路構

造の CBR 試験 
現地試験、 
室内試験 
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調査項目 調査目的 調査位置 調査事項 調査方法 

給地 ・既存対象道路の

ボーリング調査 
（軟弱地盤） 

・盛土材料試験 
・路盤材料試験 

(再委託業務)

3. 既存施設 
調査 

対象道路改修の計画・設計に必

要な諸施設の現況のデータ収

集 

本プロジェクトの対

象道路区間、周辺地

域 

・既存構造物等の 
種別、位置、数

量等 

現況ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ

調査 
（直営） 

自然状況調査 

4. 気象・水文

調査 
対象道路改修の計画・設計、施

工計画等に必要な気象・水文状

況のデータ収集 

本プロジェクトの対

象地域、周辺地域 
・自然災害（洪水

等）の履歴、規

模等 
・気温、降雨量、

風速等 

現況ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ

調査 
（直営） 

 

2) 現地再委託業務内容および成果品 

現地再委託業務内容および進捗状況を表 3-2-1-2.3 に示す。 

表 3-2-1-2.3 現地再委託業務 

調査項目 諸  元 成果品 

測 量 調 査 

1. 既存基準点確

認 
南方向道路の 38km 区間（Sta. 0+000～Sta. 38+000）の側帯に

設置されている道路局（DOH）管理の基準点の照査 
基準点（B/M、座標）

は測量平面図に明記

2. 洪水痕跡測量 対象道路区間（Sta. 0+000～Sta. 30+000）の各種構造物等に残

された、2011 年洪水痕跡（Flood-Marks）を基礎資料とした測

量・解析（500m 間隔） 

2011 年洪水位の 
測量・解析結果 
（表 3-2-1-2.1 参

照） 

3. 道路平面測量 区間：30.0km（Sta. 0+000～Sta. 30+000） 
標準断面区間の幅：平均 50m 

（北方向道路の中央分離帯～道路用地境界） 
料金所断面区間の幅：平均 100m 

（南・北方向の道路用地内の全幅） 

平面図：S=1/1,000 

4. 道路縦断測量 区間：30.0km（Sta. 0+000～Sta. 30+000） 
測点間隔：25.0m 間隔 

縦断図：S(V)=1/50 
S(H)=1/1,000 

5. 道路横断測量 区間：30.0km（Sta. 0+000～Sta. 30+000） 
測点間隔：25.0m 間隔 
横断面幅：平均 50m 
 （北方向道路の中央分離帯～道路用地境界） 

横断図：S=1/100 

地 質 調 査 

6. 現場 CBR 試験 既存設計 CBR 値との対比・分析のための基礎資料 
 上層路盤：74 ヶ所 
 下層路盤：74 ヶ所 
 路  床：74 ヶ所 

222 箇所の CBR 
試験結果の調査報告

書 

7. 現場ボーリン

グ試験 
道路面嵩上げによる残留沈下発生等の解析・検討のための基礎

資料 
現場ボーリング調査：25.0m/ヶ所×5 ヶ所 
室内試験：15 サンプル 

単位体積重量・比重、アッターベルグ限界（液性・塑性限界）、

粒度分析 

土質柱状図 
室内試験結果の調査

報告書 
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調査項目 諸  元 成果品 

8. 盛土材試験 サンプル採取：土取場 2 ヶ所（砂質土） 
室内試験：2 サンプル 

粒度分布、単位体積重量・比重、自然含水比、透水係数、修

正 CBR 値、締固度、塑性・液性限界 

室内試験結果の調査

報告書 

9. 路盤材試験 サンプル採取：砕石プラント 4 ヶ所 
室内試験：4 サンプル 

すり減り・磨耗度、粒度分布、比重・吸湿係数 

室内試験結果の調査

報告書 

 

表 3-2-1-2.4 地形測量内訳 

項目 単位 数量 

1) 道路測量     

 ・平面測量（幅 60m） Km 30.5 

 ・縦断測量（道路路肩） Km 30.5 

 ・横断測量（50m 断面@25m） 箇所 1,230 

2) 洪水痕跡測量（延長方向@500） 箇所 62 

3) 既存基準点確認 式 1 

 

現地再委託業務は、次に示す現地法人と再委託業務契約を締結して実施した。 

地形測量 

委託先：STS Engineering Consultants Co., Ltd. 

住  所：196/10-12 Soi Pradipat 14, Samsennai, Phayathai, Bangkok, Thailand 

代表者：Pernu Songpaibool 

 

地質調査 

委託先：Geo-technology Consultants Co., Ltd. 

住  所：889 Thai CC Tower, 15th Floor, Room 159, South Sathorn Road, Yannawa, 

Sathorn, Bangkok Thailand 

代表者：Krittanon Nilpanich 

① 地形測量（縦断測量）について 

対象道路区間の地形測量（縦断測量）結果は、図 3-2-1-2.2 に示すとおりである。この

縦断測量および洪水痕跡測量に基づき、道路面嵩上げ区間及び嵩上げ計画標高設定の基

礎資料とする。 
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図 3-2-1-2.2 縦断測量結果 

② 現場ボーリング調査について 

道路面嵩上げによる残留沈下発生等の検討に必要とする基礎データの収集として現場ボー

リング調査および室内試験を実施した。 

 

写真 3-2-1-2.1 現場ボーリング試験状況 

3) 既存施設の現況調査 

対象道路区間の既存構造物の種類および数量の現状を把握するため、既存施設の現況調査

を実施した。主に、既存道路横断排水管の位置・寸法・流末位置を確認した。 
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写真 3-2-1-2.2 既存施設の現況調査（境界柵内側設置の自然集水・吐口構造） 

 

3-2-1-3 社会経済条件に対する方針 

(1) 対象道路の機能を満足する整備方針 

2011 年の洪水発生により多大な冠水被害を受け、長期間に亘り通行止めが余儀なくされた対

象道路は、首都中心部を通り交通渋滞の著しい国道 1 号線を補完する道路として、また、ア

ユタヤ地区工業集積地とバンコク首都圏、スワンナブ－ム国際空港、東部臨海地域、レムチャ

バン港とを結ぶ産業道路として、物流の根幹となる南北軸幹線道路としての機能を有してい

る。 

この機能を満足させるための道路嵩上げ等の改修による整備方針を以下に示す。 

1）道路嵩上げ標高および対象区間は、現地調査で実施した測量調査結果から設定した 2011

年洪水位（既往 大洪水位：80 年確率洪水）を設計計画洪水位として計画する。 

2）道路面の嵩上げ標高は、上記の設計計画洪水位が路肩部分で 20 ㎝程度の冠水を許容す

る標高まで嵩上げする（4 車線のうち、2 車線は道路横断勾配により冠水しない）。ま

た、料金所区間の嵩上げは、設計計画洪水位が冠水しない標高まで嵩上げの必要がある。 

3）道路幾何構造及び車線数は、接続する既存道路との整合性を確保する。 

4）嵩上げ対象区間の舗装構造、土工法面防護等の道路構造は、冠水による洪水被害を極力

受けない計画とするとともに、冠水状況を緩和する道路排水計画を検討する。 

5）本線嵩上げ対象区間にアクセスする流入・流出ランプについては、嵩上げ標高に応じた

縦断計画の取付けを行い、円滑かつ安全な交通流を確保する。 

6）嵩上げ対象区間における中央分離帯、交差架空施設、道路照明施設等の道路付帯施設の

改修については、道路面嵩上げ標高との整合性を確保する。 
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(2) 道路嵩上げによる洪水被害が発生しない対象道路の選定方針 

調査対象道路である東部外環状道路（国道 9 号線）の周辺地域での 2011 年洪水流は、当該

道路と並行して北側から南側に緩やかに流れている（図 3-2-1-3.1 参照）。 

 

図 3-2-1-3.1 外環状道路周辺の 2011 年洪水流状況（出典：RID） 

既存道路の本プロジェクト対象区間（延長 30km）には、7 地点の河積断面が 74～80m2、平

常時水位流下断面が 24～34m2 の灌漑用水路及び河川を渡る高架橋、116 地点の管径がφ

1,000～1,500mm×1～3 連の灌漑用水兼道路排水用のパイプカルバート、2 地点の内空断面

が 3.00m×3.25m、2 連の灌漑用水ボックスカルバート、計 125 地点の道路横断水路（東・

西方向）が設置されており、洪水時においても東・西周辺地域の洪水位に水位差が発生する

ことはない。 

したがって、既存道路は、堤防道路としての機能は有しておらず、氾濫洪水流を堰止めたり、

洪水流の流向を変えることはなく、既存道路冠水区間の道路面嵩上げに伴う道路縦断線形の

改修計画の策定によって、周辺地域の洪水流状況や洪水被害状況に影響を及ぼすことはない。 

対象道路は、物流の根幹となる南北軸幹線道路としての機能を有していることから、道路面

嵩上げは北方向・南方向の両方向道路の改修が望ましいが、本事業計画では予算措置限度額

内で、かつ事業の効果発現が比較的容易である北方向道路（4 車線）の嵩上げによる改修を

本事業計画の対象事業として選定することとする。 

氾濫ポイント 

東部外環状(国道 9 号

チャオプラヤ川 
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なお、東西方向を結ぶ他の道路における 2011 年洪水被害状況についての現地調査結果を以

下に述べる。 

対象道路の始点に繋がる国道 1 号線の東西方向の区間では、中央分離帯のコンクリート仕切

り壁が約 200m に渡り取り壊されている（写真 3-2-1-3.1 参照）。 

 

写真 3-2-1-3.1 国道 1 号線中央分離帯コンクリート壁の取り壊し状況 

この周辺地域における調査結果より、下記の事項が推測される。 

 氾濫した洪水流は、北側から南側へ流れた。 

 中央分離帯コンクリート壁が堰止めとなり、北側地域が洪水流により冠水した。 

 北側地域の冠水で被災した北側の居住者により、中央分離帯コンクリート壁は人為的に取

り壊された。 

 中央分離帯コンクリート壁の取り壊しにより南側地域に洪水流が流入し、国道 1 号線の全

域が冠水した。 

この現象を考慮すると東西方向の道路嵩上げは、詳細な洪水流解析・検討の結果に基づく設

計計画の検討が必要であると考えられる。 

(3) 道路冠水区間の洪水被害に対する改修方針 

道路冠水区間の道路面嵩上げは、既存舗装構造と嵩上げ舗装構造との路盤排水の均一性を確

保するため、不浸透層であるアスファルトコンクリート舗装は撤去し、既存上層路盤上に嵩

上げを行う計画である。ただし、対象道路は、長年に亘り 1995 年及び 2006 年洪水時も含め

何度かの洪水により被災した経緯があることから、本調査では、既存舗装構造への洪水流の

浸透等による損傷度合及び強度不足を確認するため、対象区間（北方向道路、延長 30km）

の 74 地点で既存上層路盤・下層路盤・路床の現場 CBR 試験を実施し、設計時の設計 CBR

値との対比・分析を行った結果、全ての地点での現場 CBR 試験の数値が高くなっており、

既存舗装構造への洪水流浸透等による洪水流被害の影響がなかったことを確認している。 
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3-2-1-4 建設事情に対する方針 

タイ王国の主要幹線道路の殆どは、本プロジェクトの実施機関である運輸省道路局（DOH）

の管轄により、高架道路またはアスファルトコンクリート舗装で整備されており、その殆ど

の工事は現地建設業者により実施されている。 

道路局（DOH）に業者登録されている現地建設業者は 60 社であり、そのうちタイ王国証券

取引所に上場済みの大手業者は 6 社（年間 高売上高、約 437 億バーツ（約 1,136 億円））

で、大規模工事を元請業者として受注、またその他の準大手・中・小建設業者 54 社は、大

規模工事については、JV 受注、中・小規模工事を単独受注し、活動しているのが現状である。 

現地大手業者の殆どは、元請専業者として活動していることから、本プロジェクトの下請業

者として参画することは、困難であると考えられる。したがって、準大手および中・小現地

業者が下請業者として参画する場合を念頭におき、基本方針を検討することが現実的である

と考えられる。 

タイ王国における建設事情調査の結果、および調査結果に基づく本プロジェクトの労務・建

設資材・建設機材調達に関する基本方針は以下のとおりである。 

(1) 労務調達方針 

現地準大手業者、中・小建設業者の殆どは、道路建設工事の施工実績を有している。 

したがって、上記の現地業者（下請）が本プロジェクトの実施に参画する場合は、施工管理

土木技術者、特殊作業員および特殊運転手を含めた労務供給の調達が可能である。また、下

請契約にて工事を実施することも可能と考える。 

(2) 建設資材調達方針 

舗装工事の主要材料である路盤材（砕石）の生産プラントは、本プロジェクト地点から 80

～100km 圏内に 9 ヶ所ある。各生産プラントの生産・供給能力を調査した結果、品質・納期

共に購入品としての調達が可能である。 

コンクリート用骨材（砂、砕石）の生産プラントも、本プロジェクト地点から 80～100km

圏内に 8 ヶ所ある。各生産プラントの生産・供給能力を調査した結果、品質・納期共に、路

盤材調達と同様、購入品としての調達が可能である。 

セメント、鉄筋、鋼材およびコンクリート二次製品等の規格品は、現地代理店を通じてタイ

王国市場から現地購入品としての調達が可能である。 

工事の着手段階で道路占用（供用車線規制）のために必要となるコンクリートバリア（仮設

資材）については、延 39km 分の現地調達が必要である。本製品の納期・調達方法について

は、本プロジェクトの工期を勘案した綿密な検討が必要である。 

コンクリートバリアの製作納期について、調達可能な製作会社は 3 社あり、1 社当りの製作

能力は 100～300m 分／日である。しかし、タイ王国では、現在実施中のプロジェクトが多

数あるため、本プロジェクトを対象とした製作能力は、1 社当り平均 100m 分／日が現実的

であると想定している。したがって、3 社から同時に調達する場合、全数量の納期は 5.2 ヶ

月見込むことが妥当と考える。 
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上記の建設資材の調達については、資材の種別、仕様、数量等を設定し、品質、価格、納期

について、経済性および調達の確実性を勘案した比較・検討を行い、 も経済的で効率的な

調達方法・調達先を選定する。 

(3) 建設機材調達方針 

タイ王国には合材生産プラント設備を保有している合材生産専門業者および現地建設業者は

多数ある。なお、アスファルトコンクリート合材の民間生産プラントは、本プロジェクト地

点から 20～30m 圏内（運搬時の合材品質管理の許容範囲）に 4 ヶ所ある。生産プラント設

備・アジテータトラックを保有している専門業者および現地建設業者もアスファルトコンク

リート合材生産の現地業者と同様に多数ある。 

一方、生コンクリートの生産プラントは、本プロジェクト地点に供給可能な圏内に約 10 ヶ

所ある。 

本プロジェクトの施工形態は、昼夜間作業による道路占用工事であり、更に工期厳守が 重

要課題である。上記の生産プラントの供給能力を十分に調査し、必要に応じた、両生産プラ

ント設備共、現地専門業者または現地業者からプラント設備を調達し、プロジェクト地点近

隣の適切な仮設ヤードにプラント設備を設置して、昼夜間作業・工期厳守に対応できる供給

体制を検討することとする。 

本プロジェクト実施に必要となる多くの建設機械は、現地建設業者が保有している。また、

汎用重機にについては建機リース会社や一般建機販売会社も多数あることから、現地調達が

可能である。ただし、本プロジェクトの 重要課題である昼夜間作業・工期厳守を勘案する

と、現地コントラクターと下請契約を結び、この下請が保有する機械を利用する調達方法が

妥当であると判断する。 

したがって、本プロジェクトにおけるプラント設備および建設機材の調達については、現地

コントラクターが保有する各種設備および建機の種別、諸元、排出ガス基準、数量を設定し、

稼働状況、価格、納期について、経済性および調達の確実性を勘案した比較・検討を行い、

も経済的で効率的な調達先を選定することとする。 

3-2-1-5 建設業者の活用に係る方針 

工事施工は、日本の建設業者に発注されるが、労務供給、建設資材調達等の下請業務につい

ては現地業者が参画する。タイ王国の現地業者（下請）、建設資材調達業者は前述のとおり、

相当程度の技量、規模を有していることから、確実かつ有効に活用できると判断している。 

3-2-1-6 道路占用工事としての施工形態に係る方針 

本プロジェクトは、フルアクセスコントロール自動車専用道路（4 車線×北・南 2 方向：8

車線）上での北方向道路（4 車線）の改修工事である。 

施工形態は、昼夜間作業による工事用車両・建機の出入口が一方通行の道路占用工事であり、

更に工期厳守が 重要課題である。この施工条件、特に工程管理を検討した結果、道路占用

幅員は、 低 14.2m 必要と考える。 
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一般車両の交通路（供用車線）は、改修工事対象外の南方向道路（4 車線+路肩幅：18.90m）

内に南方向 3 車線と北方向 2 車線の供用車線を設置、また、北方向道路（4 車線+路肩幅：

18.90m、道路占用幅員：14.20m）に北方向 1 車線の供用車線を設置し、6 車線（3 車線×北・

南 2 方向）の供用車線を確保する計画とする。 

以上のように、運営している有料高速道路内での道路占用工事であること、また、昼夜間作

業・工期厳守が条件であることから、タイ王国実施機関（DOH）、特に当該道路を運営管理

している部署（Intercity - Motorways Division）と十分な協議を行うとともに、タイ王国高速

道路の基準に合致した交通規制、安全設備を計画する。 

3-2-1-7 協力対象施設の規模・内容に対する方針 

(1) 既存主要幹線道路網の状況 

本調査の対象道路は、バンコク都北部の国道 1 号線バンパインから南東部国道 34 号線ワッ

トサルド間の約 63kmを結ぶ舗装構造の設計耐用年数 15年の 8車線フルアクセスコントロー

ル自動車専用道路（4 車線×南・北 2 方向）であり、円借款事業として 4 車線フルアクセス

コントロール自動車専用道路（有料高速道路：2 車線×南・北 2 方向）、及び 4 車線フリー

アクセス一般道路（側道：2 車線×南・北 2 方向）が 1999 年 3 月に完工し、さらに、タイ

王国自己資金による 4 車線フルアクセスコントロール自動車専用道路（有料高速道路：2 車

線×南・北 2 方向）の拡幅事業が 2009 年に完工（図 3-2-1-7.1 東部外環状道路の事業実施

区分参照）、首都中心部を通り交通渋滞の著しい国道 1 号線の代替道路として、また、アユ

タヤ地区工業集積地とバンコク首都圏、スワンナブーム国際空港、バンコク港、東部臨海地

域、レムチャバン港を結ぶ産業道路として、物流の根幹となる南北軸幹線道路の機能を有し

ている。 

上記の周辺地域を網羅する主要幹線道路網を図 3-2-1-7.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-1-7.1 東部外環状道路の事業実施区分 
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図 3-2-1-7.2 主要幹線道路網 
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(2) プロジェクトの対象区間及び道路嵩上げ対象区間 

本プロジェクトの対象路線は、3-2-1-7（1）節で前述のとおり、産業道路としての有料高速

道路であるとともに、物流の根幹となる南北軸幹線道路としての機能を有している。 

しかしながら、2011 年洪水時には、 大 122cm の既存道路面冠水により、10 月中旬から

11 月中旬までの約 1 ヶ月間に亘り通行不能となり、南北の物流が滞る大きな要因となった。 

本プロジェクトは、既存道路である東部外環状道路（国道 9 号線）のバンコク都北部国道 1

号線バンパインから東部県道 3312 号線ラムルカ間を結ぶ約 30km 区間の北方向 4 車線にお

ける道路面冠水区間（3 区間，延 15.056km）の洪水対策としての既存道路面嵩上げによる道

路縦断線形の改修計画とする。 

2011 年洪水位（既往 大洪水位）の洪水痕跡を基礎資料とした測量・解析結果による設計計

画洪水位及び既存道路縦断測量の解析結果に基づき設定した道路嵩上げ計画及び道路嵩上げ

対象区間は、以下のとおりである。 

道路嵩上げ計画の基準 

 嵩上げ計画 1： 

料金所を除く一般区間の道路面嵩上げは、設計計画洪水位が路肩部分で車両通行が可能で

ある 20cm の冠水を許容する高さまで嵩上げする（4 車線のうち、2 車線は道路横断勾配

により冠水しない計画である）。 

 嵩上げ計画 2： 

料金所区間の道路面嵩上げは、設計計画洪水位で料金所施設が冠水しない高さ（洪水位

+10cm）まで嵩上げとし、料金所管理のオペレーションシステムが冠水によって支障をき

たさない計画とする。 

道路面嵩上げ対象区間の設定 

 嵩上げ計画 1 の区間設定：North Bound. 延 13.856km 

Sta.10+600～Sta.11+124（0.524km）、Sta.11+558～Sta.20+580（9.022km） 

Sta.23+690～Sta.24+400（0.710km）、Sta.25+600～Sta.29+200（3.600km） 

 嵩上げ計画 2 の区間設定：North Bound. 延 1.200km 

Sta.24+400～Sta.25+600（1.200km） 

 

本プロジェクトの対象区間及び道路嵩上げ対象区間を図 3-2-1-7.3 に示す。 
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(3) 道路嵩上げによる洪水被害の軽減 

プロジェクト対象区間の 2011 年洪水時における道路冠水は、図 3-2-1-7.4 に示したが、洪

水位が対象既存道路の路面高より 大で 112cm 高い箇所があり、STA.10+600 付近から

STA.30+00 付近に集中し、この区間が完全に冠水し、産業道路・有料高速道路として機能す

る東部外環状道路（国道 9 号線）の交通網が麻痺する事態となった。 

係る状況の下、対象区間における冠水被害を緩和するため設定した道路嵩上げ計画の基準及

び道路嵩上げ対象区間は、3-2-1-7（2）節で前述のとおりである。 

本プロジェクトは、アユタヤ県およびパトゥムターニー県に位置する東部外環状道路（国道

9 号線）の北方向道路 4 車線、約 30km 区間における道路面冠水区間の洪水対策としての嵩

上げによる道路縦断線形の改修計画であり、洪水時においてもタイランド湾、スワンナブー

ム空港、バンコク北部の工業集積地を結ぶ産業道路が機能し、アユタヤ県、バンコク都等の

周辺地域の洪水時の損害リスクを軽減し、工業集積地を中心としたチャオプラヤ川流域の持

続的な成長に寄与することを目的としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-1-7.4 洪水痕跡及び対象既存道路縦断図 

(4) 道路幾何構造 

1) 道路線形（設計速度、縦断勾配、横断勾配） 

既存道路の平面線形は、緩やかなカーブが対象区間内で 5 ヶ所点在している。曲線線形

については、表 3-2-1-7.1 に示すとおりである。曲線半径は、全て 1,000m を超えており、

既存道路の設計速度は曲線部においても 120km/h が採用されている。既存道路の縦断線

形は、図 3-2-1-7.5 に示したとおり、30km 区間内で、道路高低差 2m 以内であり、縦断
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勾配で鑑みると、高架橋区間を除いて、0.000%~0.122%が採用されている。横断勾配に

ついては、曲線部では 大で 5.0%を採用しており、直線部においては、2.5%横断勾配と

なっている。 

表 3-2-1-7.1 既存道路の曲線線形  

曲線番号 

交点 

(Intersection 

Point) 

円曲線始点

(Beginning 

Curve) 

円曲線終点 

(End Curve) 

曲線半径 

(Radius of Curve) 

(m) 

曲線長 

(Curve Length)

(m) 

曲方向

1 STA.13+009.708 STA.12+403.420 STA.13+201.704 1145.918 465.545 右 

2 STA.16+950.223 STA.16+500.930 STA.17+068.811 2864.779 281.457 右 

3 STA.20+028.794 STA.19+391.852 STA.20+286.490 1432.397 583.904 右 

4 STA.24+154.753 STA.23+539.086 STA.24+351.818 1127.130 477.815 左 

5 STA.28+448.045 STA.27+916.068 STA.28+643.775 1909.859 438.996 右 
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図 3-2-1-7.5 既存道路縦断図 

2) 幅員構成 

道路幅員構成は、図 3-2-1-7.6 に示すとおりである。対象道路の標準幅員は、路肩幅員

3.0m を含め全幅員 39.8m（南・北方向 4 車線、計 8 車線自動車専用道路）である。各車

道幅員は、南北軸幹線道路としての交通機能を考慮し設計速度 120km に適応した 3.6m

が採用されている。また、中央分離帯の側帯幅は 1.5m、中央分離帯は 小幅 1.5m で、

縦断方向 80m 間隔で街路灯が設置されている。なお、中央分離帯には、安全柵としての

コンクリートバリアが設置されている。 
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図 3-2-1-7.6 対象既存道路標準横断図 

3) 交通量調査結果と設計交通量 

対象路線における現在の道路交通状況を把握するため、タイ王国運輸省道路局（DOH）

が実施している交通量調査結果を収集した。過去 4 年間（2007 年から 2010 年まで）の

交通量調査結果を表 3-2-1-7.2 に示す。集計された交通量調査結果によると、2010 年段

階で東部外環状道路（国道 9 号線）北方向道路の総交通量は、国道 1 号線との接続部

（STA.0+000 地点）で 59,138 台/日、本プロジェクト中間点（STA.20+500）で 49,138

台/日である。近年の東部外環状道路（国道 9 号線）における交通量の伸び率は 15%以上

となっている。また、DOH では交通量調査結果をもとに将来交通需要予測を行っており、

今後の対象路線（国道 9 号線）の将来交通量伸び率は、現在の伸び率が保持されること

なく、5%～10%の伸び率で鈍化すると予測されている。 

表 3-2-1-7.2 既存道路日平均交通量（北方向路線） （出典：DOH） 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 改修後における洪水時の交通状況 

対象区間（北方向道路）の改修後における既存道路の交通流については、通常時で現況の交

通流と同様に、南・北方向各 4 車線、計 8 車線にて南北軸幹線道路としての機能を確保する

こととなる。したがって、交通流に変化はなく、また走行速度・混雑度に関しても、改修前

と変化はない。通常時における対象区間改修後の基本交通流を図 3-2-1-7.7 に示した。 

Year No
Route

No

Control

Section
Route Name

Observation

Point

Passenger 

car 

(person<7)

Passenger 

car

(person >7)

Light 

Bus

Medium 

Bus

Heavy 

Bus

Light Truck

(4 wheels)

2‐axel truck

(6 wheels)

3‐axel truck

(10 wheels)

Trailer

(3>‐axel)

Semi‐ 

Trailer

(> 3axel)

Total
% Heavy 

Vehicle

190 9 401 Junction route No.1 (Bang Pa‐IN) ‐ Klong Raphipat 

(connect to Pathumthani Highway's District) 1+500 12,252 13,104 22 9 245 6,768 4,552 2,492 2,250 1,797 43,491 26.09

191 9 401 Junction route No.1 (Bang Pa‐IN) ‐ Klong Raphipat 

(connect to Pathumthani Highway's District) 20+500 9,860 8,984 0 16 992 5,473 3,960 3,399 3,165 1,744 37,593 35.32

191 9 401 Junction route No.1 (Bang Pa‐IN) ‐ Klong Raphipat 

(connect to Pathumthani Highway's District) 1+500 12,275 12,272 233 103 278 7,434 4,660 1,408 2,611 1,051 42,325 23.89

192 9 402 Klong Raphipat (connect to Ayudthaya Highway's 

District) ‐

Lamlookka (connect to Bangkok Higyway's District)
20+500 12,603 11,825 607 696 2,116 3,448 2,352 2,513 2,044 995 39,199 27.34

1+500 9 401 Junction route No.1 (Bang Pa‐IN) ‐ Klong Raphipat 

(connect to Pathumthani Highway's District) 1+500 10,697 5,210 189 234 246 10,848 3,407 1,911 1,926 2,085 36,753 26.69

20+500 9 402 Klong Raphipat (connect to Ayudthaya Highway's 

District) ‐

Lamlookka (connect to Bangkok Higyway's District)
20+500 13,412 4,688 0 0 192 26,588 4,979 2,634 4,740 0 57,233 21.92

1+500 9 401 Junction route No.1 (Bang Pa‐IN) ‐ Klong Raphipat 

(connect to Pathumthani Highway's District) 1+500 14,738 8,509 56 3 131 13,077 4,782 3,466 4,362 0 49,124 25.94

20+500 9 402 Klong Raphipat (connect to Ayudthaya Highway's 

District) ‐

Lamlookka (connect to Bangkok Higyway's District)
20+500 14,550 5,955 45 58 127 24,638 5,257 3,397 5,111 0 59,138 23.59

2009

2010

2007

2008
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図 3-2-1-7.7 対象道路改修後の通常時基本交通流 

また、対象区間の道路嵩上げ改修によって、北方向道路 4 車線の冠水被害が緩和され、北方

向道路の洪水発生による通行止めが回避される。洪水時の基本交通流としては、国道 1 号線

より流入・流出する車両は、通常時と同様に、STA.0+000 地点から STA.11+300 までは各方

向 4 車線、計 8 車線の冠水のない区間を走行する。STA.11+300 より STA.30+000 までの区

間では、改修計画の対象外である南方向道路は冠水すると推測され、南・北方向の交通流は、

今回嵩上げ対象となる北方向道路 4 車線を各方向 2 車線ずつ共有し走行する形態となる。こ

の洪水緊急時においては、Klong Luang トラックターミナル、Kong Luang Overpass、

Thanyaburi Interchange では南方向車両の交通の出入は不可能となる。また、料金所区間に

おいては、フルアクセスコントロール自動車専用道路において重要な管理棟やオペレーショ

ンシステムがあり、洪水時の冠水被害を防護するため設計計画洪水位より高い舗装面とし、

洪水時においても冠水しない計画としている。 

洪水緊急時における対象区間改修後の基本交通流を図 3-2-1-7.8 に示した。 
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図 3-2-1-7.8 対象道路改修後の洪水時基本交通流 

(6) 料金所区間・施設改修の規模・内容  

本プロジェクトの既存道路面嵩上げ対象区間（北方向 4 車線道路）の Sta. 25km 地点には、

料金所（料金所拡幅区間、管理用スペース）施設が設置されている（図 3-2-1-7.9 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-1-7.9 料金所拡幅区間・料金所徴収ブース配置の状況 

料金所拡幅区間および管理用スペース設置（テーパー区間：Sta. 24＋850～Sta. 25＋600）

の区間延長は 750m である。また、高速道路の料金所は、交通ボトルネックの原因の一つで

もあることから、交通渋滞の緩和及び交通の円滑性を勘案した千鳥状に料金徴収ブース

（Staggering Booths）が配置されている。 

料金徴収ブースは、北方向手前に 3 ブース（Sta. 25＋327）、後方に 7 ブース（Sta. 25＋153）

が 174m の間隔で増設されている。 

有料道路料金の収受方法は、料金所入口で一定料金を支払い、走行距離に関係なく、いずれ

の出口でも降りることのできるオープンシステムを採用している。 
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対象道路面嵩上げ計画に伴い、料金所施設は全て撤去・新設が必要となる。但し、オペレー

ションシステムの切替えについては、相手国負担事項により実施される予定である。 

北方向道路の料金所ブースは Sta,25+00 付近に設定されている。このブースは Sta.25+153

地点の 7 ブース、Sta.25+327 地点に 3 ブースと分割されて道路幅員の減少を図っている。 

本プロジェクトでは、既存ブースの位置・規模を変更せず嵩上げを行う。ただし、本プロジェ

クトの対象はコンクリート舗装等の基礎工事のみとし、ブースおよびオペレーションシステ

ムの設置、管理棟等の改修はタイ王国側が実施することで合意した。また、この区間には南

向きの料金所へのアクセス用の歩道橋（Sta.24+856）が設けられているが、現況道路面を嵩

上げすることにより 5.5mの建築限界に対し 0.95m不足する。このため改修が必要となるが、

基礎杭およびフーチング・鋼桁 l=18.2m については既存の構造物を再利用し、コスト削減を

図る。 

 

(7) 対象道路沿いのインターチェンジ及び側道 

対象区間内には、5 箇所主要幹線道路および側道がアクセスするインターチェンジが存在す

る。表 3-2-1-7.3 に示すとおりである。 

表 3-2-1-7.3 計画対象道路区間内のインターチェンジ 

 

 

 

 

 

 

本プロジェクトでは、嵩上げ対象区間におけるアクセス道路の嵩上げは考慮しないが、交通

の出入用ランプについては、嵩上げ計画高に応じた縦断線形計画のすり付けを行い、車両交

通の円滑性および安全性を確保できる適切な計画を検討する。 

また、対象道路区間内の道路沿いには、2 地点の主要幹線道路及び側道がアクセスするイン

ターチェンジが設置されている。 

設置地点及び接続道路・接続先を表 3-2-1-7.4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

No. インターチェンジ 位置 接続道路及び接続先 

1 Bang Pa-in Interchange STA.0+000 国道 1 号線 

2 Klong Luang Truck Terminal STA.13+753 Klong Luang Truck Terminal 

3 Klong Luang Overpass STA.15+176 県道 3214 号線 

4 Thanyaburi Interchange STA.21+875 国道 305 号線 

5 Lamlokka Interchange STA.30+310 県道 3312 号線 
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表 3-2-1-7.4 本線嵩上げ区間の流入・流出ランプ 

インターチェンジ 設置地点 接続道路/接続先 

Klong Luang Truck 

Terminal 
Sta. 13 + 753 

Klong Luang Truck Terminal にアクセスする

インターチェンジの流入・流出ランプ 

Thanyaburi 

Interchange 

Sta. 21 + 875 

ランプ：Sta. 20 + 450

国道 305号線にアクセスするインターチェン

ジの流入・流出ランプ。ランプはインターチェ

ンジから約 1.4kmの起点側に側道が並行し設

置されている。 

 

(8) 既存道路の用地 

本プロジェクトは対象道路の両端に設置されている境界柵内の幅約 53.0mの用地内で実施さ

れる。したがって、本事業計画の実施に係る用地等の収用は発生しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-1-7.10 対象既存道路の道路用地 
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